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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 平成19年11月 

売上高 （百万円） 10,409 23,828 72,743 169,313 127,707 

経常利益 （百万円） 1,171 3,231 8,466 19,100 21,110 

当期純利益 （百万円） 608 1,701 4,546 10,948 12,077 

純資産額 （百万円） 4,110 10,921 27,679 39,106 69,305 

総資産額 （百万円） 24,472 53,754 135,707 195,464 324,549 

１株当たり純資産

額 
（円） 53,095.92 122,346.61 131,490.81 61,439.97 97,125.90 

１株当たり当期 

純利益 
（円） 7,921.96 19,703.13 22,696.84 17,479.12 17,571.18 

潜在株式調整後 

１株当たり当期 

純利益 

（円） 7,901.68 19,633.04 22,637.36 17,404.15 17,540.05 

自己資本比率 （％） 16.79 20.32 20.40 19.69 20.94 

自己資本利益率 （％） 18.61 22.64 23.56 33.09 22.69 

株価収益率 （倍） 16.66 11.57 10.57 16.42 8.42 

営業活動による 

キャッシュ・フ 

ロー 

（百万円） △8,676 △31,673 △53,824 29,243 △64,704 

投資活動による 

キャッシュ・フ 

ロー 

（百万円） △3,703 684 △5,694 △35,481 △24,702 

財務活動による 

キャッシュ・フ 

ロー 

（百万円） 14,282 37,960 63,971 24,410 98,308 

現金及び現金同等

物の期末残高 
（百万円） 3,840 9,756 13,791 31,324 40,029 

従業員数 

（ほか、平均臨時

雇用者数） 

（人） 
85 

(－)

122 

(－)

163 

(33)

341 

(146)

533 

(407)

 （注） １．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第17期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 



(2）提出会社の経営指標等 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 平成19年11月 

売上高 （百万円） 4,458 8,076 9,138 19,697 19,647 

経常利益 （百万円） 846 1,180 5,905 13,120 13,502 

当期純利益 （百万円） 467 611 3,397 7,796 7,631 

資本金 （百万円） 1,236 3,780 10,041 10,042 19,285 

発行済株式総数 （株） 77,410 89,264 208,768 626,394 699,846 

純資産額 （百万円） 3,809 9,534 25,158 32,870 57,598 

総資産額 （百万円） 12,044 40,250 87,703 132,963 211,953 

１株当たり純資産

額 
（円） 49,213.62 106,807.53 119,503.32 52,471.10 82,257.23 

１株当たり配当額

（うち１株当たり

中間配当額） 

（円） 
1,250 

(－)

1,875 

(－)

2,100 

(－)

1,700 

(－)

1,800 

(－)

１株当たり当期 

純利益 
（円） 6,091.30 6,430.97 16,751.42 12,447.71 11,101.99 

潜在株式調整後 

１株当たり当期 

純利益 

（円） 6,075.71 6,408.10 16,707.52 12,394.32 11,082.32 

自己資本比率 （％） 31.63 23.69 28.70 24.72 27.16 

自己資本利益率 （％） 15.39 9.17 19.59 26.87 16.88 

株価収益率 （倍） 21.67 35.45 14.33 23.06 13.33 

配当性向 （％） 20.69 29.16 12.54 13.66 16.21 

従業員数 

（ほか、平均臨時

雇用者数） 

（人） 
67 

(－)

109 

(－)

89 

(18)

90 

(26)

101 

(27)

 （注） １．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第17期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

３．第14期の１株当たり配当額には、東京証券取引所第二部上場記念配当625円が含まれております。 

４．第15期の１株当たり配当額には、東京証券取引所第一部指定記念配当625円が含まれております。 

５．平成16年６月23日開催の取締役会決議により、平成16年７月10日をもって、普通株式11,500株を公募

により発行いたしました。また、第15期中の新株引受権の行使により発行した株式の総数は354株であ

ります。この結果、第15期中において、株式数は11,854株増加し、当社の発行済株式の総数は89,264

株となりました。 

６．平成16年６月23日開催の取締役会決議により、平成17年１月19日をもって、普通株式１株を２株に分

割いたしました。また、平成17年６月23日開催の取締役会決議により、平成17年７月11日をもって、

普通株式29,000株を公募により発行し、並びに平成17年８月10日をもって、普通株式1,000株を第三者

割当増資により発行いたしました。なお、第16期中の新株予約権の行使により発行した普通株式の総

数は240株であります。この結果、第16期中において、株式数は119,504株増加し、当社の発行済株式

の総数は208,768株となりました。  



  ７．平成17年６月23日開催の取締役会決議により、平成18年１月20日をもって、普通株式１株を３株に分割

いたしました。また、第17期中の新株予約権の行使により発行した株式の総数は90株であります。この

結果、第17期中において、株式数は417,626株増加し、当社の発行済株式の総数は626,394株となりまし

た。 

８. 平成19年１月15日開催の取締役会決議により、平成19年２月１日をもって、普通株式72,000株を公募に

より発行いたしました。また、当期中の新株予約権の行使により発行した株式の総数は1,452株であり

ます。この結果、当期中において株式数は73,452株増加し、当社の発行済株式の総数は699,846株とな

りました。   



２【沿革】 

年月 事項 

平成２年３月 東京都世田谷区経堂一丁目36番６号にてコンピューターシステムの開発及び販売業務を目的とし

て株式会社ランダムコーポレーションを設立。 

（資本金10百万円、券面額50,000円） 

平成７年４月 株式会社ランダムコーポレーションをパシフィックマネジメント株式会社に商号を変更後、高塚

優が当社代表取締役社長に就任し、東京都渋谷区恵比寿二丁目28番10号にて不動産の売買、賃

貸、管理及び仲介等の業務を開始。 

（資本金10百万円、券面額50,000円） 

平成７年７月 金融機関向け不良債権担保不動産の売却提案及び有効利用に関するコンサルティング業務を開

始。 

本社を東京都渋谷区恵比寿西一丁目18番４号に移転。 

平成９年９月 モルガン・スタンレー・リアルティ株式会社が運用する「不動産投資ファンド」のマンション

（約1,200戸）の不動産投資評価、分析評価を受託したことによりデューデリジェンス事業開

始。 

平成10年３月 モルガン・スタンレー・リアルティ株式会社が運用する「不動産投資ファンド」のマンション

（約1,200戸）の管理、運営業務を受託しアセットマネジメント事業開始。 

平成10年５月 本社を東京都渋谷区恵比寿西一丁目20番２号に移転。 

平成11年６月 本社を東京都渋谷区恵比寿西一丁目10番11号に移転。 

平成12年７月 当社が組成した不動産投資ファンドの第１期出資払込完了により不動産投資ファンド事業開始。 

平成12年10月 本社を東京都渋谷区広尾一丁目１番39号に移転。 

平成13年６月 「投資信託及び投資法人に関する法律」にもとづく投資信託委託会社としての認可を取得するた

め、パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社（現連結子会社）を設立。 

平成13年12月 当社株式店頭登録。 

平成14年３月 事業系不動産対象の投資ファンドへの資産組み込み開始。 

平成14年９月 パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社が「投資信託及び投資法人に関する

法律」に基づく投資信託委託会社として内閣総理大臣から認可を取得。 

平成15年２月 商業施設を投資対象とする不動産投資ファンドの運用会社であるパシフィックリテールマネジメ

ント株式会社（現連結子会社）を設立。 

平成15年９月 当社のデューデリジェンス事業を会社分割（簡易新設分割）し、新たにビジネスアンドアセット

ソリューション株式会社（現連結子会社）を設立。 

  東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 

平成16年２月 本社を東京都千代田区永田町二丁目11番1号に移転。 

  企業年金、生損保や地方銀行などの機関投資家を対象にした「PMC優良オフィスファンド」を組

成、運用開始。 

平成16年３月 パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社が運用する日本レジデンシャル投資

法人が、東京証券取引所における不動産投資信託市場に上場。 

平成16年11月 東京証券取引所市場第一部に指定替え。 

平成17年７月 パシフィックリテールマネジメント株式会社が、国内機関投資家の出資による、当社グループ初

の商業施設を対象にした「PMC都市型商業ビルファンド（トーラス・リテールファンド）」を組

成、運用開始。 

平成17年10月 1棟当たり２億円から10億円の比較的小型なマンションを投資対象とした、住居系特化型私募フ

ァンド「PMC小型レジデンシャルファンド」を組成、運用開始。 

「パシフィックスポーツアンドリゾート東軽井沢株式会社」（現連結子会社）を新規設立、民事

再生手続き中の「株式会社東軽井沢ゴルフ倶楽部」が所有する「東軽井沢ゴルフ倶楽部」を、営

業譲受により継承（同社は平成18年２月１日をもって、商号をピーエスアール松井田妙義株式会

社に変更）。 

平成18年２月 パシフィック・コマーシャル・インベストメント株式会社が「投資信託及び投資法人に関する法

律」に基づく投資信託委託会社として内閣総理大臣から認可を取得。 

平成18年９月 パシフィック・コマーシャル・インベストメント株式会社が運用する日本コマーシャル投資法人

が、東京証券取引所における不動産投資信託市場に上場。 

平成19年２月 シニア向け住宅の運用会社である株式会社生活科学運営へ出資。 



３【事業の内容】 

 当社グループは、パシフィックマネジメント株式会社（当社）、国内子会社43社及び関連会社２社から構成されてお

り、不動産投資ファンド事業を中核事業と位置付け、不動産投資コンサルティングサービス事業（デューデリジェンス

事業、アセットマネジメント事業）及び不動産投資事業を展開しております。 

（１）不動産投資ファンド事業 

 当社グループでは、投資家の立場で不動産投資価値の最大化を目的とし、これまでの国内外機関投資家との取引

により培ってきた不動産の投資適格性判断能力、不動産管理・運営ノウハウを活かして、ファンド事業（不動産投

資ファンドのアレンジメント業務及び不動産投資ファンドのマネジメント業務）及びファンド投資事業を行ってお

ります。 

① ファンド事業（不動産投資ファンドのアレンジメント業務及びマネジメント業務） 

 投資家のニーズに合致した不動産投資ファンドを組成するに当たっては、投資した不動産から生み出される収益

を、SPV（※１）が獲得した段階と投資家に分配される段階とで二重に課税されることを排除し、SPV（※１）をオ

リジネーター（不動産所有者）側及び不動産投資ファンドを組成する側の倒産リスクから隔離させることが重要で

あります。そのため、当社グループでは、法務・税務等の分野における専門家を選定し、そのアドバイザーの力を

結集させながら、投資収益の最大化のために最適な不動産投資ファンドの組成に関する業務を行っております。ま

た、不動産投資ファンドは投資家からの出資を受け、アレンジメント（組成）が完了いたしますが、その後、投資

対象となる不動産を購入してから運営、売却し最終的に配当されるまでの資金の流れを管理し、投資効率を最大化

することが重要であります。当社グループでは、投資効率を最大化するために、不動産投資ファンドのマネジメン

ト（管理・運営）業務を行っております。 

② ファンド投資事業 

 ファンド投資事業は、今後組成する不動産投資ファンドやアセットマネジメント事業の一環として関与する不動

産投資ファンドに対して、出資金総額の一部を自己資金にて出資を行い、その投資収益を得ております。これは不

動産投資顧問の立場として、より明確に投資家との利害を一致させることを目的とするものです。 

 また、収益性の高い不動産を案件別にSPV（※１）を使用したスキームで保有し、当該SPV（※１）に対して匿名

組合出資（※２）方式で複数の投資家と共同投資を行っております。 

 更に、新規の不動産投資ファンドを組成するまでの間、当該不動産投資ファンドが投資対象とする不動産を先行

確保し、一時的に当社グループの自己資金を原資として、匿名組合出資（※２）形式にて出資を行っております。

 当該出資金は投資家の募集が完了するまでに得られる匿名組合員に対する利益分配金や、投資家募集終了後にフ

ァンドの組成を行い、当社グループの持分を他の投資家に売却し投資収益を得ることを目的としております。 

 当該事業を遂行することにより、投資家の立場で不動産投資価値の最大化を図る不動産投資ファンド事業を当社

の中核事業として成長させていくことができるものと考えております。 

（２）不動産投資コンサルティングサービス事業 

① デューデリジェンス事業 

 当社グループでは、投資家に対し不動産投資における投資判断のために必要である詳細な調査・アドバイスや、

レンダーに対してノンリコースローン調達のための対象担保不動産の評価、更に事業会社等に対して保有する資産

を売却するために評価を行い、最適な出口戦略の提案を行っております。 

② アセットマネジメント事業 

 当社グループは、当社が組成した不動産投資ファンド及び他の国内外機関投資家が投資する不動産に対して、資

産価値の向上を図るために、投資対象となる不動産の発掘から、ビジネスプランの策定・投資実行・保有期間中の

運営・保有不動産の売却による利益の実現に至るまでの業務を行っております。 

 当社グループでは、当該事業を効率的に遂行するために、ほぼ日本全国に点在する不動産をカバーする、地域に

密着した不動産会社及び大手の不動産仲介業者、賃貸管理業者及び建物管理業者等のネットワークを活用しており

ます。 



（３）不動産投資事業 

 当社グループが組成・運用を行う「不動産投資ファンド」においては、当該ファンドへの投資家に対し、より多

くの利益を分配できるように収益性の高い不動産を買い付けることが重要であります。そのため、当社グループは

対象となる不動産の発掘・選定及び投資適格度についての情報提供を当該ファンドに対して行っております。この

他にも当社グループは、不動産投資ファンドの投資ガイドラインに適合する不動産を購入し、売却することを行っ

ております。具体的には当該ファンドにて不動産の投資を行う場合に、オリジネーターの売却希望時期と当該不動

産投資ファンドの購入時期のズレが生じ、収益性の高い優良な不動産に対する投資機会を逸することを回避させる

ために、一時的に当社グループで不動産投資ファンドの投資対象となる不動産を先行取得し、その後、当該ファン

ドに売却するケースがあります。   

 また、将来的に様々な種類の不動産を投資対象とする不動産投資ファンドを組成することを計画しており、現時

点においてキャッシュ・フローを生み出せていないものの、キャッシュ・フローを高めることが可能と判断した不

動産についてのみ、自らの体力の範囲内で当該不動産を取得し、テナントの確保・建物管理オペレーションの構築

等を行い、空室率を下げ賃料収入等を確保しつつ収益性の高い不動産として蘇生させ、個人及び機関投資家等に対

し売却することにより、当社グループにおけるトラックレコード（不動産投資運用実績）の積み上げと収益獲得能

力、運用ノウハウを社内に蓄積させております。 

 当該事業を通じ、不動産投資ファンド事業における投資ノウハウ、効率的・安定的な資金運用ノウハウの蓄積に

寄与しております。 

  

  

 なお、上記の他に連結子会社が32社あります。 



Ⅰ パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社 

 連結子会社パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社は、平成13年６月に設立した金融商品取引法

上の投資運用業を行う金融商品取引業者です（金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第376号）。 

 同社は当社グループの中核事業である不動産投資ファンド事業の大きな柱として、住宅系不動産を投資対象とした日

本レジデンシャル投資法人の運用を行っており、同投資法人は平成16年３月２日に東京証券取引所不動産投資信託証券

市場に上場（銘柄コード：8962）いたしました。 

 同社の事業は、当社がこれまで培ってきた匿名組合出資（※２）の私募（※３）による住宅系不動産投資ファンドの

運用ノウハウを最大限に活用することが可能であると考えております。 

Ⅱ パシフィック・コマーシャル・インベストメント株式会社 

 連結子会社パシフィック・コマーシャル・インベストメント株式会社は、平成17年２月に設立した金融商品取引法上

の投資運用業を行う金融商品取引業者です（金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第377号）。 

 同社は当社グループの中核事業である不動産投資ファンド事業の大きな柱として、オフィス及び商業施設等を投資対

象とした日本コマーシャル投資法人の運用を行っており、同投資法人は平成18年９月26日に東京証券取引所不動産投資

信託証券市場に上場（銘柄コード：3229）いたしました。 

 同社の事業は、当社がこれまで培ってきた匿名組合出資（※２）の私募（※３）によるオフィス・商業施設系不動産

投資ファンドの運用ノウハウを最大限に活用することが可能であると考えております。  

Ⅲ パシフィック・インベストメント・パートナーズ株式会社 

 連結子会社パシフィック・インベストメント・パートナーズ株式会社は、追加物件取得型ファンド等の私募ファンド

を運用することを目的として平成17年10月に設立した金融商品取引法上の投資助言・代理業者です（金融商品取引業者

（関東財務局長（金商）第951号）。平成19年10月に投資運用業および第二種金融商品取引業の登録申請を行いまし

た。 

Ⅳ パシフィックリテールマネジメント株式会社 

 連結子会社パシフィックリテールマネジメント株式会社は、商業施設を対象とした不動産投資ファンド事業に参入す

べく平成15年２月に設立いたしました。同社は、住宅系不動産やオフィスビルとは異なり、売上管理やマーケティング

及び販売促進企画等店舗運営ノウハウを必要とする商業施設にかかる運営、デューデリジェンス、テナントリーシング

や管理運営業務等のアセットマネジメント業務が主な事業内容であります。 

Ⅴ ビジネスアンドアセットソリューション株式会社 

 連結子会社ビジネスアンドアセットソリューション株式会社は、平成15年９月１日を分割期日として、当社のデュー

デリジェンス事業部門を会社分割（簡易新設分割）することにより設立いたしました。当社は平成９年にデューデリジ

ェンス事業を開始いたしましたが、当該事業を同社に移管させることにより、社内に分散する経営資源を集約させ業務

を効率化し、あわせて評価レベルの向上及び平準化を図っております。 

 これによりこれまで中心であった不動産のデューデリジェンス業務にとどまらず、事業評価や企業財務再編をはじめ

とするアドバイザリー・コンサルティング業務等の拡大する事業ニーズに対する的確な取り込みが可能となり、当社グ

ループは事業環境・市場動向の変化に迅速な対応をすることができると考えております。 

Ⅵ スマート・アセットマネジメント・システムズ株式会社 

 連結子会社スマート・アセットマネジメント・システムズ株式会社は、当社グループが運用する不動産投資ファンド

に対してアセットマネジメントシステムを通じたサービスの提供により運用の効率化を図ること、ファンドの投資物件

に入居するテナントに対する各種サービスを提供する際の企画及びサポート等行うことを目的として、平成17年12月に

設立いたしました。 

 当社では、同社にて上記のサービスを提供することにより当社グループが運用する不動産投資ファンドの内部成長を

高めることを実現するための重要な役割を担っていくものと考えております。 



Ⅶ パシフィックスポーツアンドリゾーツ株式会社 

 連結子会社パシフィックスポーツアンドリゾーツ株式会社は、ゴルフ場投資事業の持株会社として平成18年２月に設

立いたしました。当連結会計年度末において、ピーエスアール相武株式会社、ピーエスアール松井田妙義株式会社、有

限会社ピーエスアール琵琶池、ピーエスアール福崎株式会社、ピーエスアール市原株式会社、ピーエスアール常陸株式

会社、ピーエスアール君津株式会社、ピーエスアール武蔵株式会社、及びピーエスアール坂東株式会社の９社を子会社

としております。結果、国内ゴルフ場を11コース保有しております。 

Ⅷ 投資ビークル（匿名組合の営業者）として設立された関係会社、不動産投資における不動産所有会社として設立され

た関係会社等 

 連結子会社有限会社パシフィック・グロース・リアルティ（※４）は、将来的に組成される不動産投資ファンドへ所

有不動産及び開発案件を移管させるために設立された会社であります。 

 これらの会社は不動産投資ファンド事業を遂行するために必要な投資スキームであり、当社グループが運用する不動

産投資ファンドの預り資産を拡大させるために必要不可欠な会社であります。 

 なお、当社が匿名組合出資（※２）を行っているSPV及び匿名組合契約が存続するSPV（※１）のうち連結の範囲に含

めている主なビークルは、以下のとおりであります。 

※１ SPV 

Special Purpose Vehicle。証券化における媒介体。導管体役。証券化する時の資産を保有する器のこと。 

※２ 匿名組合出資 

商法第535条に規定された、当事者の一方（匿名組合員）が、相手方（営業者）の営業のために出資をし、営業者が

その営業から生じる利益の分配を匿名組合員に行うことを約する投資形態のこと。 

※３ 私募 

非公募発行のこと。新たに株式・社債等を発行する際、広く一般に対して募集せずに、特定の投資家に対して募集

すること。 

※４ 平成20年２月、パシフィックリアルティ株式会社へ改組の上商号変更。 

  

会社名称 当社グループの匿名組合出資比率 当社との関係 

有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル  
100.0％ 連結子会社 

有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・ツー 
100.0％ 連結子会社 

合同会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・スリー 
100.0％ 連結子会社 

有限会社ファイン・ストリート・ツ

ー 
100.0％ 連結子会社 

有限会社エフ・ビー・イー 100.0％ 連結子会社 

合同会社サリス・デベロップメント 100.0％ 連結子会社 



４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 

主要な事業

の内容 

 議決権の所有割合 関係内容 

直接所有

（％） 

間接所有

（％）  

合計

（％） 

 役員の

兼任 

 営業 

取引 
資金援助 債務保証 

(連結子会社) 

パシフィック・イン

ベストメント・アド

バイザーズ株式会社  

東京都千代田

区  
320 

不動産投資

ファンド事

業  

93.8 － 93.8 ２名 － － － 

パシフィック・コマ

ーシャル・インベス

トメント株式会社  

東京都千代田

区  
257 

不動産投資

ファンド事

業  

100.0 － 100.0 １名 － － － 

パシフィック・イン

ベストメント・パー

トナーズ株式会社 

（注）４ 

東京都千代田

区  
50 

不動産投資

ファンド事

業 

100.0 － 100.0 ２名 

不動産管

理業務の

受託  

資金の借入 － 

パシフィックリテー

ルマネジメント株式

会社  

東京都千代田

区  
50 

不動産投資

ファンド事

業   

80.0 － 80.0 １名 － 資金の借入 － 

ビジネスアンドアセ

ットソリューション

株式会社  

東京都千代田

区  
50 

不動産投資

コンサルテ

ィングサー

ビス事業 

100.0 － 100.0 １名 － 資金の借入 － 

スマート・アセット

マネジメント・シス

テムズ株式会社 

（注）４ 

東京都千代田

区  
50 

不動産投資

コンサルテ

ィングサー

ビス事業 

100.0 － 100.0 １名 － 資金の貸付 － 

パシフィックスポー

ツアンドリゾーツ株

式会社 

東京都千代田

区  
100 

不動産投資

事業 
100.0 － 100.0 １名 － 資金の貸付 債務保証 

株式会社ＳＭＧパー

トナーズ 

東京都千代田

区  
90 

不動産投資

事業  
100.0 － 100.0 － － － － 

株式会社中川工務店 
京都府京都市

西京区 
90 

不動産投資

事業 
61.1 － 61.1 １名 － － 債務保証  

有限会社パシフィッ

ク・プロパティー

ズ・インベストメン

ト  

（注）６ 

東京都千代田

区  
3 

不動産投資

事業  
100.0 － 100.0 － 

不動産管

理業務の

受託  

資金の貸付 債務被保証

有限会社パシフィッ

ク・グロース・リア

ルティ  

（注）６ 

東京都千代田

区  
3 

不動産投資

事業     
100.0 － 100.0 １名 

不動産管

理業務の

受託  

資金の貸付 債務被保証

有限会社パシフィッ

ク・クリエイツ・キ

ャピタル  

（注）３ 

東京都千代田

区  
3 

不動産投資

事業      
－ － [100.0] － － 

匿名組合 

出資  
－ 

有限会社パシフィッ

ク・クリエイツ・キ

ャピタル・ツー  

（注）３ 

東京都千代田

区  
3 

不動産投資

事業      
－ － [100.0] － － 

匿名組合 

出資 
－ 

合同会社パシフィッ

ク・クリエイツ・キ

ャピタル・スリー  

（注）３、４ 

東京都千代田

区  
0 

不動産投資

事業   
－ － [100.0] － － 

匿名組合 

出資  
－ 

 



名称 住所 
資本金 

（百万円） 

主要な事業

の内容 

 議決権の所有割合 関係内容 

直接所有

（％） 

間接所有

（％）  

合計

（％） 

 役員の

兼任 

 営業 

取引 
資金援助 債務保証 

有限会社下目黒興産 
東京都千代田

区  
3 

不動産投資

事業 
100.0 － 100.0 － 

不動産管

理業務を

受託  

資金の貸付 － 

有限会社ファイン・

ストリート・ツー 

（注）３、４ 

東京都千代田

区  
3 

不動産投資

事業  
－ － [100.0] － － 

匿名組合 

出資   
－ 

有限会社エフ・ビ

ー・イー 

（注）３、４ 

東京都港区  3 
不動産投資

事業    
－ － [100.0] － － 

匿名組合 

出資  
－ 

合同会社神戸ＨＬホ

ールディング 

（注）３、４ 

東京都千代田

区   
2 

不動産投資

事業    
－ － [100.0] － － 

匿名組合 

出資  
債務保証  

合同会社サリス・デ

ベロップメント 

（注）３、４ 

東京都千代田

区  
1 

不動産投資

事業 
－ － [100.0] － － 

匿名組合 

出資   
－ 

ピーエスアール武蔵

株式会社  

（注）３、５ 

東京都千代田

区  
10 

不動産投資

事業 
－ (100.0) 100.0 １名 － 

当社の子会

社が資金貸

付   

－ 

その他 22社  － －  － － － － － － － － 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 

主要な事業

の内容 

 議決権の所有割合 関係内容 

直接所有

（％） 

間接所有

（％） 

合計

（％） 

 役員の

兼任 

 営業上

の取引 
資金援助 債務保証 

(持分法適用関連会

社) 

株式会社生活科学運

営 

東京都新宿区  200 
不動産投資

事業 
49.6 － 49.6 ２名  － － － 

その他 １社 － － － － － － － － － － 

 （注） １．主な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

３. 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数、〔 〕内は、緊密な者又は同意している者の

所有割合で外数となっております。 

４. 特定子会社であります。 

５. ピーエスアール武蔵株式会社は、パシフィックスポーツアンドリゾーツ株式会社の子会社でありま

す。 

６．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）が連結売上高の10％を超える連結子会社の「主要な損

益情報等」は次のとおりであります。 

会社名 
売上高 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

当期純利益 

（百万円） 

純資産額 

（百万円） 

総資産額 

（百万円） 

有限会社パシフィック・グ

ロース・リアルティ  
32,165 332 203 3,160 83,616 

有限会社パシフィック・プ

ロパティーズ・インベスト

メント 

29,530 851 426 826 27,237 

有限会社アクティブ・ピー

ス・コーポレーション 
14,060 △181 0 2 29 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含

む就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．最近１年間において従業員数が192名増加しておりますが、業務拡大に伴う中途採用の増加及び企業買収に

よるものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人数であり、臨時雇用者

数（契約社員）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係については円満に推移しております。 

  平成19年11月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

不動産投資ファンド事業 89  (18) 

不動産投資コンサルティングサービス事業 28  (11) 

不動産投資事業 368 (366) 

管理本部 48  (12) 

合計 533 (407) 

  平成19年11月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

101 (27)  35.28 2.27 13,256,923 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度における我が国の経済は、企業収益が改善する下で設備投資の増加、雇用情勢の改善、堅調な個人

消費等により景気が順調に回復する一方、改正建築基準法の施行による新設住宅着工戸数の鈍化、原油・原材料価格

の上昇及びサブプライムローン問題に端を発する米国経済の減速懸念等により株式・金融市場の先行きに不透明さが

広がっております。 

 当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の属する不動産投資市場におきましては、証券取引所が開

設する不動産投資信託市場（J-REIT市場）における新規上場は2006年12月からの１年間で２銘柄にとどまり、下半期

にサブプライムローン問題等の影響を受け、同市場の時価総額は上半期と比べ大きく落ち込み低調に推移しておりま

す。一方、賃貸オフィス・レジデンシャル市場においては、全般的な価格上昇は収束の傾向にあるものの、大型の開

発案件の落札が相次ぎ、優良物件の獲得について競争の激化が続いております。 

 このような状況の下、当社では日本レジデンシャル投資法人及び日本コマーシャル投資法人における物件取得を実

施し、当社グループが運用する２つの投資法人の外部成長を促進させてまいりました。また、プライベートファンド

においては、投資法人へのブリッジファンド、新規の流動化型ファンド及び追加取得型ファンドを組成し、自己勘定

においてはバリューアップ案件を積極的に取得し、預り資産の積み上げを行った結果、当連結会計年度末における預

り資産残高は前年同期比36.3%増の8,535億円（開発案件を除く）となりました。 

 一方、当連結会計年度においては、投資家及び社会から不動産投資ファンド運用会社としての信頼を獲得すべく内

部統制の強化に着手し、その体制の整備を着実に進めてまいりました。 

 こうした施策の結果、当連結会計年度における経営成績は、売上高127,707百万円（前期比24.6%減）、経常利益

21,110百万円（同10.5%増）、当期純利益12,077百万円（同10.3%増）となりました。 

 事業の種類別セグメントごとの業績は以下のとおりです。 

① 不動産投資ファンド事業 

 不動産投資ファンド事業におきましては、日本レジデンシャル投資法人、日本コマーシャル投資法人及び新規に組

成したオポチュニティファンド等のプライベートファンドにおける預り資産の積み上げに伴いアクイジションフィー

（物件取得報酬）を計上し、マネジメントフィー（投資顧問報酬）が増加いたしました。また、プライベートファン

ドにおいては、運用が好調であったことからインセンティブフィー（成功報酬）が増加いたしました。 

 以上の結果、売上高は12,340百万円（前期比30.8%増）、営業費用4,350百万円（同12.7%増）、営業利益18,494百

万円（同26.0%増）となりました。 

② 不動産投資コンサルティングサービス事業 

 不動産投資コンサルティングサービス事業は、デューデリジェンス事業及アセットマネジメント事業から構成され

ております。 

 デューデリジェンス事業におきましては、国内金融機関等からの受注により収益を計上いたしました。また、アセ

ットマネジメント事業においては、引き続き当社グループが運用する投資法人及び不動産投資ファンドへのサービス

提供を行いましたが、前連結会計年度における日本コマーシャル投資法人の上場のような大型ファンドの組成を当連

結会計年度に行っていないことから、ファンドからの物件紹介手数料が減少いたしました。 

 以上の結果、売上高は3,710百万円（前期比38.6%減）、営業費用1,259百万円（同10.1%増）、営業利益2,869百万

円（同44.3%減）となりました。 



③ 不動産投資事業 

  不動産投資事業におきましては、ファンドの投資方針に合致しない不動産を外部に売却し、ポートフォリオの質

の向上に注力いたしました。一方、開発案件の不動産が竣工したことに伴い、当該不動産を当社グループが運用する

不動産投資ファンドへの売却を実施しました。その結果、不動産販売高は98,247百万円となりました。 

 また、中長期保有目的の不動産及びファンド向けに先行取得した不動産等による保有期間中の賃貸収入は、7,747

百万円となっております。 

 以上の結果、売上高は111,656百万円（前期比27.4%減）、営業費用104,795百万円（同27.7%減）、営業利益6,860

百万円（同23.6%減）となりました。 

   当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における営業活動の結果によって使用した資金は64,704百万円、投資活動の結果によって使用した

資金は24,702百万円及び財務活動の結果により得られた資金は98,308百万円であります。その結果、現金及び現金同

等物は40,029百万円（前期比27.8%増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動の結果によって使用した資金は64,704百万円（前連結会計年度は29,243百万円の

獲得）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益23,306百万円があったものの、販売用不動産及び仕掛不動

産の増加額がそれぞれ48,245百万円、23,817百万円があったこと、また利息及び法人税等の支払額がそれぞれ3,876

百万円、9,362百万円があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動の結果によって使用した資金は24,702百万円（前連結会計年度は35,481百万円の

使用）となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入5,870百万円、投資有価証券の売却による収入2,995

百万円、その他の関係会社有価証券の払戻による収入2,293百万円があったものの、投資有価証券の取得2,033百万

円、子会社株式の取得16,726百万円、長期事業目的有価証券の取得9,467百万円、その他の関係会社有価証券の取得

1,492百万円及び貸付金の実行による支出4,071百万円があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動の結果により得られた資金は98,308百万円（前連結会計年度は24,410百万円の獲

得）となりました。これは主に借入金の返済による支出218,245百万円があったものの、借入による収入286,938百万

円、新株の発行18,387百万円及び社債の発行による収入14,925百万円があったことによるものであります。 



２【生産、仕入及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、不動産流動化の一形態であります、不動産投資ファンドの組成・運用

事業を中心としたサービス事業の展開を行っており、この実績に関しましては、「(4）販売実績」と同様でありま

す。 

(2）仕入実績 

 当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）金額には消費税等は含まれておりません。 

(3）受注実績 

 該当事項はありません。 

(4）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績（セグメント間の内部売上を消去後）を事業の種類別セグメントごとに示す

と、次のとおりであります。 

① 不動産投資ファンド事業 

 （注）金額には消費税等は含まれておりません。 

② 不動産投資コンサルティングサービス事業 

 （注）金額には消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメント 
当連結会計年度 

（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

前期比（％） 

不動産投資事業（百万円） 168,145 113.1 

合計（百万円） 168,145 113.1 

区分 
当連結会計年度 

（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

前期比（％） 

ファンド事業（百万円） 11,378 181.9 

ファンド投資事業（百万円） 962 30.3 

合計（百万円） 12,340 130.8 

区分 
当連結会計年度 

（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

前期比（％） 

デューデリジェンス事業（百万円） 203 162.5 

アセットマネジメント事業（百万円） 3,507 59.3 

合計（百万円） 3,710 61.4 



③ 不動産投資事業 

 （注）１．金額には消費税等は含まれておりません。 

２．上記投資不動産販売高のうち、当社グループが組成した不動産投資ファンドに対する不動産販売高は、

47,094百万円であります。 

 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 （注）１．金額には消費税等は含まれておりません。 

    ２．総販売実績に対する割合が10％未満であるものは記載を省略しております。 

区分 
当連結会計年度 

（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

前期比（％） 

投資不動産販売高（百万円） 98,247 68.2 

投資不動産賃貸収入（百万円） 7,747 104.4 

ゴルフ事業収入（百万円） 4,630 364.0 

その他（百万円） 1,031 89.1 

合計（百万円） 111,656 72.6 

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

日本コマーシャル投資法人 49,349 29.1 － － 

合同会社ＲＲＢ１ － － 25,416 19.9 

日本レジデンシャル投資法人 － － 14,123 11.1 

日本リテールファンド投資法人 － － 13,629 10.7 



３【対処すべき課題】 

事業の種類別セグメントごとの対処すべき課題は以下のとおりであります。 

① 不動産投資ファンド事業 

当該事業につきましては、以下のカテゴリーのファンド組成と運用を重点項目として取り組む方針であります。 

（コアファンド（J-REIT）、ブリッジファンド、コアプラスファンド(プライベートファンド）) 

 平成18年９月に、オフィスビル及び商業施設を投資対象とする「日本コマーシャル投資法人」が、資産規模

1,917億円で株式会社東京証券取引所が開設するJ-REIT市場に上場いたしました。平成16年にJ-REIT市場へ上場し

た住宅特化型REITである「日本レジデンシャル投資法人」とあわせて、預り資産残高は合計で5,317億円(平成19年

11月末時点)となり、当社グループにおけるプラットフォームを確立することができました。  

 しかしながら、今後はJ-REIT市場の外部環境は厳しいものがあると予想され、従来のような力強い成長が期待し

にくい状況下にあります。サポートライン契約等に基づき、当社グループが保有する物件や開発案件にかかる優先

交渉権を与えることや、当社グループが入手した第三者からの物件の売却情報を優先的に提供することなどによ

り、これらのJ-REITの外部成長を積極的にサポートしていく方針であり、今後も継続して預り資産の増大を図って

まいります。また、物件の見直し等により質的向上を図り、内部成長を充実させるべく対応を並行して進めてまい

ります。 

 なお、当社グループにおきましては、当社の連結子会社であるパシフィック・インベストメント・パートナーズ

株式会社において、２つのJ-REITへの「ブリッジファンド」及び新たなプライベートファンドとして「コアプラス

ファンド」の組成を計画しています。「コアプラスファンド」は、国内投資家に加え海外投資家とのパイプを当社

グループとして初めて構築していくものであります。 

（オポチュニティファンド） 

 オポチュニティファンドにおきましては、「コアファンド」、「ブリッジファンド」及び「コアプラスファン

ド」の投資基準に合致しない不動産に対し投資を実行してまいります。 

 今後は、事業再編による企業が保有するノンコアアセットの売却に加え、金融商品取引法の施行により、不動産

プライベートファンドの運用会社もJ-REITの運用会社に準じた運用体制を求められることが予測され、運用会社の

淘汰が生じる可能性もあり、不動産投資ファンドの運用をノンコア事業として行っている会社からの不動産の拠出

による不動産の取得機会は増加すると考えております。当社の連結子会社であるパシフィック・インベストメン

ト・パートナーズ株式会社においては、「ブリッジファンド」及び「コアプラスファンド」の組成と並行して「オ

ポチュニティファンド」の組成に注力し、シリーズ化を図りたいと考えております。 

② 不動産投資コンサルティングサービス事業 

（デューデリジェンス事業） 

 当社グループにおきましては、デューデリジェンス事業について、平成15年９月に会社分割を行い、当社の連結

子会社であるビジネスアンドアセットソリューション株式会社に移管させております。 

 当該事業におきましては、従前のような不良債権処理及び事業再生等にかかる受注が減少しており、今後は、今

までのデューデリジェンス業務のみならず、事業会社等に対してCRE（コーポレート・リアルエステート）戦略の

提案等も積極的に行い、更なるサービス提供機会の拡大に努めていく方針であります。 

（アセットマネジメント事業） 

 当社グループにおきましては、「運用力」を強化するために、平成17年12月にアセットマネジメントを支えるシ

ステム会社としてスマート・アセットマネジメント・システムズ株式会社を当社の連結子会社として設立いたしま

した。同社は、「テナントからの家賃の集金」から「投資家への配当金の支払い」まで、一貫したシステム構築を

目指す会社であります。このシステムを利用することにより効率化・コストダウンの実現を行うことにチャレンジ

しております。また、テナントに直接アクセスできる仕組みを作ることにより顧客ニーズの把握、付加価値の高い

サービスの提供を実現、テナントの顧客満足度の向上を図ってまいります。これらにより当社グループが受託する

不動産投資ファンドの内部成長力の強化を図ってまいります。 



③ 不動産投資事業 

 当社グループが運用を受託する不動産投資ファンドへのブリッジ機能並びに、新たな不動産投資ファンドを組成

する際の不動産をストックする機能として、当社グループのバランスシートを有効活用し、不動産投資ならびに当

社グループによるバリューアップ後の不動産ファンド等への売却を積極的に行ってまいります。 

 一方、昨今のサブプライムローン問題に伴う信用収縮により、金融機関からの資金調達環境が厳しくなることに

鑑み、バランスシートの健全性を更に改善させる方針であります。そのためバランスシートにて保有している開発

不動産、ゴルフ場運営ビジネスに関しては適切な条件の下、その売却等によりオフバランス化を推進し、収益不動

産への投資に集中する意向であります。 



４【事業等のリスク】 

 以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりま

す。また、必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる

事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。 

 なお、当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識し事業活動を行っておりますが、当社株式に関する投資判

断は、本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行う必要があります。 

 ① 不動産投資ファンド事業について 

 当社グループは不動産投資ファンド事業を中核事業として安定収益源と位置付け、重点的に経営資源の配分を行

い、当該事業を中心としたサービス事業を展開していく方針であります。 

 不動産投資ファンド事業は、投資家のニーズに合致した不動産投資ファンドの企画、組成(アレンジメント)を行

い、更に投資家の投資資金を集めたファンドからその運用の委託を受け、投資家のために投資対象となる不動産の価

値 大化を目的に、その不動産の運用と管理のサービスを提供する事業であります。 

 当該事業はこれまでの国内外の投資家との取引によって培ってきた不動産への投資判断力、管理及び運営能力を総

合的に活かすことが可能であり、不動産投資コンサルティングサービス事業及び不動産投資事業との相乗効果を期待

できる事業であります。 

 J-REIT市場において、既に42銘柄の不動産投資信託が上場(平成19年11月末現在)するなど、今後不動産投資ファン

ドに対する認知度が定着していくにつれ、個人、機関投資家及び企業年金基金等の様々な運用資金が不動産投資市場

に流入し、更なる市場拡大が見込まれます。 

 一方、不動産投資ファンドの投資対象となる不動産は、経済環境や市場動向に影響を受けるものの個別性の強い資

産であり、個々の不動産に対する正確な評価・投資判断能力が重要であります。  

 また、不動産市場における取引は相対交渉、入札形式が主流であり、不動産に関する情報が十分に開示、流通して

いないため、情報ネットワークの確保が必要不可欠であると考えております。 

 更に、不動産投資に関する高い専門能力や豊富な知識、経験をベースとした不動産に対する評価・分析能力、投資

対象となる収益不動産を発掘する能力、不動産投資ファンドが所有する不動産の資産価値の向上を図りつつ、インカ

ムゲイン(賃料収入等)を確実なものとするために、テナント新規契約・更新管理、賃貸借条件交渉、賃料集金管理、

クレーム修繕管理及び管理会社の指示監督等を行うリーシング能力も重要なポイントとなっております。 

 このように不動産投資ファンドのパフォーマンスは、その運用、管理を委託されている不動産投資ファンド運用会

社の能力と情報収集力に大きく影響すると考えております。 

 当該不動産投資ファンドは、出資金の元本や収益が投資家に保証されているものではなく、あくまでも投資家の自

己責任原則が前提の投資商品であるため、ファンド運用成績が悪い場合であっても、当社が保証責任等を負うもので

はありませんが、不動産投資ファンド事業を遂行する上で、不動産投資ファンド運用会社としての当社の評価が下が

るリスクがあり、その結果、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 また、当該事業において不動産投資ファンドを組成、運用するに当たり、金利動向、金融情勢等に影響を受ける可

能性があり、金融商品としての魅力が低下することにより、不動産投資ファンドの投資家募集に影響を与え、当社グ

ループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

② 不動産投資事業について  

 当社グループでは不動産投資事業として不動産投資ファンド事業における預り資産残高の成長を目的として当該フ

ァンドに当社グループで保有する不動産を売却しております。このため当社グループの売上高には当該事業における

当該投資不動産の売却による取引額が計上されるため、当社グループの総売上高は大きく変動する可能性がありま

す。 

 また、当社グループが当該投資不動産の保有期間中に、地価動向、金利動向、金融情勢等のマクロ経済に変動が生

じ、これに伴う不動産市場、不動産賃貸市場ならびに賃料水準が変動した場合に、当該不動産の収益性が低下し、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 



  ③ 連結の範囲について 

 当社グループは不動産投資ファンド事業の遂行上、不動産投資ファンドの組成完了までの間、収益性の高い不動産

を先行確保することを目的として、SPV(※１)を設立し一時的に自己資金にて当該SPV(※１)に対して匿名組合出資

(※３)の全額又は一部投資を行う場合があります。また、将来的に新たな種類の不動産を投資対象とする不動産投資

ファンドを組成するに当たりトラックレコード(不動産投資運用実績)の積み上げと収益獲得能力、運用ノウハウの蓄

積を図り、投資家に対しこれら実績を提示するために必要不可欠なSPV(※１)を設立する場合があります。 

 これらのSPV(※１)に対する連結の範囲につきましては、平成18年９月８日に企業会計基準委員会から「投資事業

組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」が発表され、これに準拠した処理を行って

おります。しかしながら、今後もファンドやSPV(※１)にかかる会計処理についての諸規則や実務上の取扱いが変更

となり、当社の会計処理方法に変更が生じた場合には、当社グループの連結の範囲に変更が生じ、財政状態及び経営

成績に大きな影響を与える可能性があります。 

④ 有利子負債への依存度が高いことについて 

  当社グループは不動産投資事業として、今後計画されている不動産投資ファンドを組成するために、先行して投資

不動産を確保しておりますが、当該不動産購入資金は主に金融機関からの借入金(ノンリコースローン(※２)を含む)

及び社債の発行により調達しております。このため総資産に対する有利子負債残高比率は、平成17年11月期期末

65.8％、平成18年11月期期末64.3％、平成19年11月期期末69.3％と高い水準で推移しております。 

 また当社は、不動産投資ファンドの組成に先立ち、不動産を自ら先行確保し、その後に当該不動産を不動産投資フ

ァンドのSPV（※１）へ譲渡することがあります。この際に、当社の当該SPV(※１)に対する匿名組合出資(※３)の比

率によっては、当該取引が金融取引として会計処理される場合があります。この結果、当社グループの財政状態及び

経営成績が大きく変動する可能性があります。 

  また、前述「③ 連結の範囲について」に記載したとおり、現在のところSPV(※１)毎に当社の匿名組合出資(※３)

比率や、当該SPV(※１)に対する支配力等の影響度合いを鑑み、個別に子会社及び関連会社の範囲について決定して

おります。これに伴いSPV(※１)が調達しているノンリコースローン(※２)が連結貸借対照表に計上されるため、当

社グループの財政状態が大きく変動する可能性があります。 

（単位：百万円)

(注）１．有利子負債合計②は短期借入金に係る金融取引処理による残高及び短期・長期借入金に係るノンリコースロ

ーン（※２）を除いた合計値であります。 

 ２．負債・純資産合計②は短期借入金に係る金融取引処理による残高及び短期・長期借入金に係るノンリコース

ローン（※２）を除いた合計値であります。 

３．有利子負債残高比率②は有利子負債合計②／負債・純資産合計②×100で計算した結果を記載しておりま

す。  

 回 次 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成16年11月期  平成17年11月期 平成18年11月期  平成19年11月期 

短期借入金 20,563 33,225 70,669 132,437 

 （うち金融取引処理による残高） (547) － － － 

(うちノンリコースローン) － (10,505) (11,703) (19,649) 

長期借入金 15,068 51,187 31,820 55,409 

(うち金融取引処理による残高) － － － (1,755) 

(うちノンリコースローン) (1,960) (26,084) (23,478) (42,612) 

社債 2,036 4,944 23,200 36,900 

有利子負債合計① 37,668 89,356 125,689 224,747 

有利子負債合計② 35,160 52,767 90,507 160,730 

負債・純資産合計① 53,754 135,707 195,464 324,549 

負債・純資産合計② 51,246 99,118 160,282 260,533 

 有利子負債残高比率① 70.0％  65.8％  64.3％  69.3％  

 有利子負債残高比率② 68.6％  53.2％  56.5％  61.7％  



  

⑤ M&Aについて 

 当社グループでは、今後の事業規模の拡大を図る手段としてM&Aを重要な手法として位置づけております。M&Aを行

う際は、その対象企業の財務内容や契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行うことによって極力リスクの

低減に努める所存でありますが、M&Aを行った後に、偶発債務や未認識債務が発生する場合等が考えられます。ま

た、M&Aの対象会社が外部環境の変化等各種の要因により、当社の当初の期待どおりの成果をあげられない可能性も

あります。これらの場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

⑥ 利益相反取引について 

 当社グループは、日本レジデンシャル投資法人と日本コマーシャル投資法人の２つのJ-REIT及びオポチュニティフ

ァンドなどの不動産プライベートファンドの運用を行っております。各投資法人もしくはプライベートファンドが不

動産の取得を行う場合において、当社グループとその取引を行う場合があります。当社グループでは、それぞれのフ

ァンド毎に、明確に異なる目標利回り及びプロダクトタイプ、規模などの投資基準を設定しており、また各投資法人

の投資案件に対する不動産情報（当社グループが保有する不動産の売却案件も含む）については、当社とそれぞれの

投資法人との間でサポートライン契約等締結し、当該案件にかかる優先交渉権を付与しております。 

 当社グループではこの仕組みを監視する制度として、社内における投資委員会にて取引内容の審査を行っており、

当社グループと投資法人もしくはファンドとの間に利益相反が生じないような仕組みを構築し、運用しております。

 しかしながら、今後の事業拡大とともに関連法規が厳格化され、各投資法人ならびにプライベートファンドの投資

基準が高度化かつ複雑化し、またかかる関連法規の解釈や運用に変更が生じる可能性があります。当社グループでは

このような事態に備えて、内部管理体制を整備し十分注視する所存でありますが、社内体制が構築できなかった場合

には、誤って利益相反取引が生じる可能性があります。その結果投資家の信頼を損ない、当社グループの経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 法的規制について 

 （イ）投資信託及び投資法人に関する法律(改正投信法)について 

 平成12年11月末より「投資信託及び投資法人に関する法律」が改正・施行され、主として有価証券と定められ

ていた運用対象資産に不動産が加わり、幅広い資産への投資運用が可能となっております。また、投資法人にお

いて、法定の要件の下、配当金を損金処理できるよう法人税の軽減措置が取られ、投資信託、投資法人(※４)が

不動産で資産運用を行う不動産投資ファンドの組成が可能となりました。 

 投資法人が主として不動産に対する投資として運用を行うことを目的とする場合には、資産運用会社である金

融商品取引業者は、宅地建物取引業法の免許のほか、取引一任代理等(※５)を行うため国土交通大臣の認可を受

けることが義務付けられております。 

 当社グループにおいては、連結子会社であるパシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社（認

可番号：国土交通大臣認可第14号）及びパシフィック・コマーシャル・インベストメント株式会社（認可番号：

国土交通大臣認可第47号）が、国土交通大臣の認可を受けております。 

 （ロ）金融商品取引法について 

 当社グループが運用する不動産投資ファンドは、実物不動産への投資ではなく、信託受益権への投資を行うス

キームを活用しております。平成16年11月26日に「信託業法(平成16年法律第154号)」が成立し、信託業法が改

正されたことにより、当社が運用する不動産投資ファンドの不動産信託受益権の販売等を行う場合には、説明義

務が生じるなど、信託業法上の規制が加えられました。その後、同法の規制は、平成19年9月に施行された金融

商品取引法に引き継がれたため、当社は、証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年6月14日法律第65号）

附則第200条に基づき所定の届出を行い、第二種金融商品取引業者としての登録(登録番号：関東財務局長(金商)

第1445号)を受けています。 

 また、当社グループが組成・運用する私募型の不動産投資ファンドにつきましても、平成19年9月施行の金融

商品取引法による規制を受けており、当該法令の施行による影響を 小限に抑えるため、当社グループは、早く

から対応を行っております。しかしながら、未だ施行間もないため、今後、その解釈によっては、追加の対応費

用や追加のシステム投資が必要となる場合があります。当該法令のもと、私募型の不動産投資ファンドを組成・

運用するために必要とされる投資運用業の登録申請を当社の連結子会社であるパシフィック・インベストメン

ト・パートナーズ株式会社にて行っておりますが、登録が拒否された場合には、当社グループの経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、J-REITを運用する投資運用業者も同様に金融商品取引法の規制を受けますが、当社の連結子会社である

パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社（登録番号：関東財務局長(金商)第376号）及びパ



シフィック・コマーシャル・インベストメント株式会社（登録番号：関東財務局長(金商)第377号）は、投資運

用業の登録を既に終えております。 

 （ハ）その他 

 当社グループは不動産投資ファンド事業を中核事業としてこれに伴うサービスを提供する方針でありますが、

不動産投資ファンドの組成において、商法上の匿名組合、「資産の流動化に関する法律」(SPC法)上のSPC等のう

ち、どの法令に基づくSPV(※１)を利用するかについては、それぞれのスキーム構築において適切と判断される

ものを選択していく方針であります。 

  

 ※１ SPV 

Special Purpose Vehicle。証券化における媒介体。導管体役。証券化する時の資産を保有する器のこと。 

 ※２ ノンリコースローン 

返済資金として融資対象物件の賃貸収益や売却収入だけを充当するローンの形態であり、融資者の求償できる範囲

は融資対象物件からの収入に限定され、債務者はそれ以上の返済義務がない。 

 ※３ 匿名組合出資 

商法第535条に規定された、当事者の一方（匿名組合員）が、相手方（営業者）の営業のために出資をし、営業者

がその営業から生じる利益の分配を匿名組合員に行うことを約する投資形態のこと。 

 ※４ 投資法人 

資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として投資信託及び投資法人に関する法律に基づ

き設立される社団のこと。（同法第2条第19項） 

 ※５ 取引一任代理等 

投資法人との間の資産の運用に係る委託契約等により、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は

一部を一任されるとともに、その判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと。 



５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

(１) 財政状態 

（流動資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて123,801百万円増加し、254,234百万円となりました。主な要因としては、販

売用不動産及び仕掛不動産がそれぞれ90,676百万円、16,077百万円増加したことによります。 

（固定資産） 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて5,280百万円増加し、70,308百万円となりました。主な要因としては、一部

の連結子会社が保有する不動産の保有目的を変更したことにより有形固定資産14,767百万円（建物及び構築物5,872百

万円、土地8,863百万円他）を販売用不動産に振替えたものの、ゴルフ場子会社の取得等により土地及びのれんがそれ

ぞれ811百万円、7,194百万円増加したことによります。 

（流動負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて64,818百万円増加し、158,149百万円となりました。主な要因としては、短

期借入金及び１年以内償還予定社債がそれぞれ61,768百万円、4,900百万円増加したことによります。 

（固定負債） 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて34,067百万円増加し、97,094百万円となりました。主な要因としては、社債

及び長期借入金がそれぞれ8,800百万円、23,589百万円増加したことによります。 

（純資産） 

 当連結会計年度末の純資産額は、前連結会計年度末に比べて30,198百万円増加し、69,305百万円となりました。主な

要因としては、増資による資本金等の増加18,485百万円及び当連結会計年度における12,077百万円の当期純利益による

ものです。 

(２）経営成績 

 売上高は127,707百万円となり前連結会計年度と比べ41,605百万円減少しました。セグメント別に見ると、不動産投

資ファンド事業収入が12,340百万円と前連結会計年度と比べ2,904百万円の増加、不動産投資コンサルティングサービ

ス事業収入が3,710百万円と前連結会計年度と比べ2,331百万円の減少、不動産投資事業収入が111,656百万円と前連結

会計年度と比べ42,179百万円の減少となりました。 

 営業利益は、26,090百万円となり前連結会計年度と比べ4,109百万円増加し、売上高営業利益率は13.0％から20.4％

と上昇しました。これは、相対的に低い利益率の不動産投資事業収入が前連結会計年度と比べ減少する一方、利益率の

高い不動産投資ファンド事業収入が前連結会計年度と比べ増加したしたことによるものであります。 

 経常利益は、21,110百万円となり前連結会計年度と比べ2,009百万円増加しました。これは、営業利益の増加が支払

利息、借入事務手数料といった負債コストの増加を上回ったことによるものです。 

 上記の結果、当期純利益は12,077百万円となり、前連結会計年度と比べ1,129百万円増加しました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

  当社グループ（当社及び連結子会社）の実施した設備投資の総額は2,543百万円であります。その主なものは、アセ

ットマネジメントシステム、NOI管理システム開発投資並びにゴルフ場の開発に伴うものであります。この他に連結子

会社の増加による設備の取得が14,425百万円あり、その主要な内訳については以下の(1)主要な設備の取得に記載のと

おりであります。 

(1)主要な設備の取得 

 不動産投資事業において、ゴルフ場の取得によりピーエスアール武蔵株式会社他４社が提出会社の連結子会社

になったことに伴い、建物及び構築物2,661百万円、土地11,583百万円、その他180百万円の設備が増加しており

ます。 

(2)主要な設備の売却 

 不動産投資事業において、連結子会社である有限会社パシフィック・クリエイツ・キャピタル及び有限会社パ

シフィック・クリエイツ・キャピタル・ツーが賃貸目的不動産のうち、建物及び構築物2,165百万円、土地2,294

百万円を売却しております。 

(3)主要な設備の変更 

  不動産投資事業において、連結子会社である有限会社パシフィック・クリエイツ・キャピタル及び有限会社パ

シフィック・クリエイツ・キャピタル・ツーが保有している賃貸目的不動産を全て転売方針に変更したことに伴

い、当連結会計年度において有形固定資産から販売用不動産に14,767百万円を振替えております。 



２【主要な設備の状況】 

 平成19年11月30日現在における当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、次のとおりであり

ます。 

(1）提出会社 

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は車両運搬具・工具器具備品を含んでおります。なお、上記の金額には消費税は

含まれておりません。 

   ２．上記の他、主要な設備として、ソフトウェア296百万円があります。 

   ３．上記以外に建物を賃借しており、年間賃借料は209百万円です。 

(2）国内子会社 

（注）帳簿価額のうち「その他」は機械装置・車両運搬具・工具器具備品を含んでおります。なお、上記の金額には消

費税は含まれておりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 

従業員数 
（人） 建物及び 

構築物 

土地 

(面積千㎡) 
その他 合計 

本社（東京都千代田区） 全社（共通） 本社設備等 76 
－ 

－ 
131 207 101 

会社名 
事業所名 

（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 

従業員数 
（人） 建物及び 

構築物 

土地 

(面積千㎡) 
その他 合計 

ピーエスアール 

武蔵株式会社 

おおむらさき 

ゴルフ倶楽部 

他２コース 

(埼玉県比企郡他） 

不動産投資 

事業 
ゴルフ場 1,740 

6,992 

(2,479)
232 8,965 213 

ピーエスアール 

相武株式会社 

相武カントリー 

倶楽部 

(東京都八王子市

他) 

不動産投資 

事業 
ゴルフ場 89 

8,542 

(536)
92 8,724 100 

ピーエスアール 

福崎株式会社 

福崎東洋ゴルフ 

倶楽部 

(兵庫県神崎郡 

福崎町) 

不動産投資 

事業 
ゴルフ場 614 

1,940 

(1,281)
11 2,566 66 

ピーエスアール 

坂東株式会社 

新東京ゴルフ 

クラブ 

(茨城県坂東市他) 

不動産投資 

事業 
ゴルフ場 85 

2,010 

(535)
14 2,111 34 

ピーエスアール 

君津株式会社 

ジャパンＰＧＡ 

ゴルフクラブ 

 (千葉県君津市) 

不動産投資 

事業 
ゴルフ場 579 

929 

(829)
13 1,522 78 

ピーエスアール 

市原株式会社 

加茂ゴルフ倶楽部 

(千葉県市原市他) 

不動産投資 

事業 
ゴルフ場 161 

1,154 

(689)
74 1,389 31 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの新株発行予定残数等は、次のとおりであ

ります。 

  

第２回新株予約権 

  ①（平成17年２月25日株主総会の特別決議に基づき平成17年４月21日発行） 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,856,544 

計 1,856,544 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成19年11月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年２月28日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式 699,846 700,290 
東京証券取引所  

市場第一部 
－  

計 699,846 700,290 － － 

 （注） １．平成19年12月１日から平成20年１月31日までの間に、新株予約権の行使により444株増加しております。

２．提出日現在の発行済株式数には、平成20年２月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の

行使により発行された株式数は、含まれておりません。 

 
事業年度末現在 

（平成19年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数（個） 799 651 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,397 1,953 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 120,667 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年２月26日から 

平成21年２月25日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   120,667 

資本組入額   60,334 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



  ②（平成17年２月25日株主総会の特別決議に基づき平成17年８月25日発行） 

 （注）１．新株予約権の行使の条件 

 （１）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、割当てを受けた日から権利行使時

までの間、継続して当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任

期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。   

 （２）新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 （３）その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

契約に定めるところによる。 

    ２．新株予約権発行日以降、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３．当社が新株予約権発行日以降に時価を下回る価額で新株式を発行する場合（新株予約権の行使により新株式

を発行する場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り

上げる。 

 
事業年度末現在 

（平成19年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数（個） 27 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 81 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 169,628 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年２月26日から 

平成21年２月25日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   169,628 

資本組入額   84,814 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権を譲渡する

には、当社取締役会の承

認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 新株式発行前の時価 

        既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



第３回新株予約権  

  ①（平成18年２月24日株主総会の特別決議に基づき平成18年３月６日発行） 

  ②（平成18年２月24日株主総会の特別決議に基づき平成18年11月３日発行） 

 
事業年度末現在 

（平成19年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数（個） 865 855 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 865 855 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 346,553 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年２月25日から 

平成22年２月24日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   346,553 

資本組入額  173,277 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

 
事業年度末現在 

（平成19年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数（個） 342 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 342 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 334,450 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年２月25日から 

平成22年２月24日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   334,450 

資本組入額  167,225 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



 （注）１．新株予約権の行使の条件 

 （１）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、割当てを受けた日から権利行使時

までの間、継続して当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任

期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。   

 （２）新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 （３）その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

契約に定めるところによる。 

    ２．新株予約権発行日以降、株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３．当社が新株予約権発行日以降に当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式の処分

をする場合（新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式の処分をする場合を除く。）は、次の算式

により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 新株式発行前の時価 

        既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．有償一般募集 

（ブックビルディング方式） 

発行価格   110,920円 

発行価額   103,840円 

資本組入額   51,920円 

２．新株引受権の行使による増加であります。 

３．有償一般募集  

（ブックビルディング方式） 

発行価格   464,630円 

発行価額   440,680円 

資本組入額  220,340円 

４．新株引受権の行使による増加であります。 

 ５．普通株式１株を２株に分割 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成14年12月20日 

（注）１ 
11,500 77,356 597 1,235 597 1,089 

平成14年12月１日  

～ 

平成15年11月30日 

（注）２ 

54 77,410 1 1,236 1 1,091 

平成16年７月10日 

（注）３ 
11,500 88,910 2,533 3,770 2,533 3,625 

平成15年12月１日  

～ 

平成16年11月30日 

（注）４ 

354 89,264 10 3,780 10 3,635 

平成17年1月19日 

（注）５ 
89,264 178,528 － 3,780 － 3,635 

平成17年7月11日 

（注）６ 
29,000 207,528 6,041 9,822 6,041 9,676 

平成17年8月10日 

（注）７ 
1,000 208,528 208 10,030 208 9,885 

平成16年12月１日  

～ 

平成17年11月30日 

（注）８ 

240 208,768 10 10,041 10 9,895 

平成18年１月20日 

（注）９ 
417,536 626,304 － 10,041 － 9,895 

 平成17年12月１日  

～ 

平成18年11月30日 

（注）10 

90 626,394 1 10,042 1 9,897 

平成19年２月１日 

（注）11  
72,000 698,394 9,207 19,249 9,207 19,104 

 平成18年12月１日  

～ 

平成19年11月30日 

（注）12 

1,452 699,846 35 19,285 35 19,140 



 ６．有償一般募集  

 （ブックビルディング方式） 

 発行価格   434,560円 

 発行価額   416,640円 

 資本組入額   208,320円 

  ７．有償第三者割当  

 発行価格   416,640円 

 資本組入額  208,320円 

 割当先 

 平成17年８月10付、有償第三者割当増資における割当先は日興シティグループ証券株式会社であります。 

８．新株予約権の行使による増加であります。  

９．普通株式１株を３株に分割 

10．新株予約権の行使による増加であります。 

11．有償一般募集  

 （ブックビルディング方式） 

  発行価格   266,750円 

 発行価額   255,750円 

 資本組入額  127,875円 

12．新株予約権の行使による増加であります。 

13. 平成19年12月１日から平成20年１月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が444株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ26百万円増加しております。 

(5）【所有者別状況】 

 （注）上記「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が７株含まれております。 

  平成19年11月30日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 

金融商品取
引業者 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 31 44 272 119 22 26,177 26,665 － 

所有株式数

（株） 
－ 77,613 19,317 44,395 165,922 101 392,498 699,846 － 

所有株式数の

割合（％） 
－ 11.09 2.76 6.34 23.71 0.01 56.09 100 － 



(6）【大株主の状況】 

  平成19年11月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

高塚 優 東京都世田谷区 228,239 32.61 

バンク オブ ニユーヨー

ク ジーシーエム クライアン

ト アカウンツ イーアイエス

ジー 

（常任代理人 株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LO

NDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 

  

  

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号決

済事業部） 

30,018 4.28 

有限会社パシフィック・キャ

ピタル・マネジメント 

東京都千代田区永田町二丁目11番１号 
30,000 4.28 

ザバンク オブ ニユーヨー

ク トリーテイージヤスデツ

ク アカウント 

（常任代理人 株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行） 

AVENUE DES ARTS, 35 KUNSTLAAN, 1040 BR

USSELS, BELGIUM 

  

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号決

済事業部） 

29,949 4.27 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 
18,250 2.60 

ユービーエスエイジーロンド

ンアジアエクイティーズ 

（常任代理人 ＵＢＳ証券会

社） 

1 FINSBURY AVENUE, LONDON EC2M 2PP 

  

（東京都千代田区大手町一丁目５番１） 
16,457 2.35 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 15,275 2.18 

ドイチエバンクアーゲーロン

ドンピービーアイリツシユレ

ジデンツ619 

（常任代理人 ドイツ証券株

式会社） 

 TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT A

M MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

  

（東京都千代田区永田町二丁目11番１号） 

10,480 1.49 

エムエルアイイーエフジーノ

ントリーティカストディーア

カウント 

（常任代理人 メリルリンチ

日本証券株式会社） 

20 FARRINGDON ROAD LONDON ECIM 3NH P.

O.BOX 293 

  

（東京都中央区日本橋一丁目４番１号） 

10,114 1.44 

ゴールドマン・サックス・イ

ンターナショナル 

（常任代理人 ゴールドマ

ン・サックス証券株式会社） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K 

  

（東京都港区六本木六丁目10番１号） 
8,329 1.19 

計 － 397,111 56.69 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」には証券保管振替機構名義の株式が７株（議決権７個）含まれております。 

②【自己株式等】 

 該当事項はありません。 

  平成19年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 699,846 699,846 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 699,846 － － 

総株主の議決権 － 699,846 － 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、次のとおりであります。 

①平成17年２月25日開催の定時株主総会決議に基づく第２回新株予約権 

 当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年２月25日開催の定時株主総会におい

て特別決議されたものであります。 

②平成18年２月24日開催の定時株主総会決議に基づく第３回新株予約権 

 当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成18年２月24日開催の定時株主総会において

特別決議されたものであります。 

決議年月日 平成17年２月25日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役５名、当社使用人37名、子会社取締役２

名、子会社使用人３名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件  同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  

決議年月日 平成18年２月24日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役３名、当社使用人67名、子会社の取締役

４名、子会社使用人６名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。  

株式の数 同上 

新株予約権の発行日 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  



③平成20年２月27日開催の定時株主総会決議に基づく第４回新株予約権 

 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年２月27日開催の定時株主総会におい

て特別決議されたものであります。なお、当社取締役に対し割当てる新株予約権については、会社法第361条第１項

第３号の報酬等に該当いたします。 

 （注）１. 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式

の数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率  

     ２. 新株予約権の行使時の払込金額 

 （１）新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。 

 （２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株

式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数についてはこ

れを切り上げる。但し、当該金額が新株予約権割当日の終値（当日に終値が無い場合はそれに先立つ直近日

の終値）を下回る場合は、新株予約権割当日の終値とする。 

 なお、新株予約権割当日以降、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整による生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  また、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき、時価を下回る価格で新株を発行または自己株式の処分

を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。 

    ３. 新株予約権の行使の条件 

 （１）新株予約権の割当日から権利行使時までの間、継続して当社及び当社の子会社の取締役及び使用人のい

ずれかの地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が認めた

場合はこの限りでない。 

 （２）新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 （３）その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めると

ころによる。 

決議年月日 平成20年２月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役６名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 800株（注）１ 

新株予約権の発行日 平成20年３月13日 

新株予約権の行使時の払込金額 （注）２ 

新株予約権の行使期間 平成22年２月28日から平成24年２月27日まで 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 新株式発行前の時価 

        既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



 ４. 譲渡による新株予約権の取得については認めない。 

５. 新株予約権１個当たりの公正価値は、新株予約権の割当日の株価及び行使価額等を用いてブラック・ショー

ルズ式により算定した公正な評価単価に基づくものといたします。 

④平成20年２月27日開催の取締役会決議に基づく第５回新株予約権 

 （注）１. 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式

の数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率  

     ２. 新株予約権の行使時の払込金額 

 （１）新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。 

 （２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株

式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数についてはこ

れを切り上げる。但し、当該金額が新株予約権割当日の終値（当日に終値が無い場合はそれに先立つ直近日

の終値）を下回る場合は、新株予約権割当日の終値とする。 

 なお、新株予約権割当日以降、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整による生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  また、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき、時価を下回る価格で新株を発行または自己株式の処分

を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。 

決議年月日 平成20年２月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社使用人95名、子会社取締役６名、子会社使用人10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 2,992株 （注）１ 

新株予約権の発行日  平成20年３月13日  

新株予約権の行使時の払込金額 （注）２ 

新株予約権の行使期間 平成22年２月28日から平成24年２月27日まで  

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

調整後 

行使価額  
 ＝  調整前行使価額 ×  

既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込

金額 

 １株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数による増加株式数 



 ３. 新株予約権の行使の条件 

（１）新株予約権の割当日から権利行使時までの間、継続して当社及び当社の子会社の取締役及び使用人のい

ずれかの地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が認めた

場合はこの限りでない。 

（２）新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

（３）その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めると

ころによる。 

 ４. 譲渡による新株予約権の取得については認めない。 

 ５. 新株予約権１個当たりの公正価値は、新株予約権の割当日の株価及び行使価額等を用いてブラック・ショ

ールズ式により算定した公正な評価単価に基づくものといたします。 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

    該当事項はありません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

    該当事項はありません。 



３【配当政策】 

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付け、安定的かつ恒久的な経営基盤の確保に努め

ることを基本方針としており、業績の状況、内部留保の充実並びに株主資本利益率、配当性向等を総合的に勘案し決定

する方針であります。 

  当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としておりますが、会社法第459条第１項に基づき、「中

間期末日及び期末日以外の日を基準日に定めて剰余金の配当をすることができる」旨を定款に定めており、これらの剰

余金の配当の決定機関は取締役会であります。 

 以上の方針に基づき、当事業年度は１株当たり1,800円の配当を実施いたしました。 

 なお、当事業年度の内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開並びに経営体質の強化に活用し、事業の拡大

に役立てる所存であります。  

 （注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１. 最高・最低株価は、平成16年11月１日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、平成15年９月26

日より平成16年10月31日までは東京証券取引所市場第二部におけるもの、また平成15年９月25日以前は日本

証券業協会におけるものであります。なお、第14期の事業年度別最高・最低株価のうち、※印は日本証券業

協会によるものであります。 

２. □印は、株式分割権利落後の株価であります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものです。 

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円） 

 平成20年１月25日取締役会決議 1,259 1,800 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 平成19年11月 

最高（円） 
230,000 

※131,000 

540,000 

□239,000 

695,000 

□244,000 
510,000 302,000 

最低（円） 
115,000 

※80,000 

109,000 

□224,000 

188,000 

□215,000 
161,000 96,500 

月別 平成19年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高（円） 259,000 237,000 181,000 152,000 195,000 184,000 

最低（円） 213,000 169,000 123,000 96,500 133,000 125,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（株） 

代表取締役社

長 
  高塚 優 昭和30年７月19日生

昭和54年４月 豊田通商株式会社入社 

平成７年２月 株式会社佳要開発設立、代表取締

役就任 

平成７年４月 当社代表取締役就任（現任） 

（注）

3 
228,239 

取締役 営業本部担当 織井 渉 昭和41年６月７日生

平成２年４月 東急不動産株式会社入社 

平成10年11月 当社入社 

平成13年６月 当社取締役投資企画本部担当就任 

平成17年12月 当社取締役営業本部担当就任（現

任） 

平成19年９月 パシフィックホテル・マネジメン

ト株式会社代表取締役就任（現

任） 

（注）

3 
1,148 

取締役   城野 良一 昭和30年12月15日生

昭和56年４月 アーサー・アンダーセン・アン

ド・カンパニー（現アクセンチュ

ア）入社 

昭和60年４月 ビデオテックスセンター株式会社

入社 

昭和63年４月 セコム株式会社入社 

平成３年５月 株式会社ノストラム代表取締役就

任（現任） 

平成９年５月 当社取締役就任（現任） 

平成17年12月 スマート・アセットマネジメン

ト・システムズ株式会社代表取締

役就任（現任） 

平成18年６月 ビジネスアンドアセットソリュー

ション株式会社代表取締役就任

（現任） 

（注）

3 
408 

取締役   廣崎 晴重 昭和34年１月15日生

昭和56年４月 株式会社ニチイ（現マイカル）入

社 

平成11年１月 株式会社ダックスビブレ（現さく

ら野百貨店）取締役商品部長就任 

平成14年１月 株式会社アスクプランニングセン

ター入社 

平成15年１月 株式会社ジャパンリテールブレイ

ンズ設立代表取締役就任（現任） 

平成15年２月 当社取締役就任 

平成15年２月 パシフィックリテールマネジメン

ト株式会社代表取締役社長就任

（現任） 

平成20年２月 当社取締役就任（現任） 

（注）

3 
150 

取締役 管理本部担当 小林 雅之 昭和34年８月13日生

昭和59年４月 東急建設株式会社入社 

平成13年８月 株式会社日本ルミナス入社 

平成14年６月 当社入社 

平成15年９月 ビジネスアンドアセットソリュー

ション株式会社代表取締役就任 

平成20年２月 当社取締役就任（現任） 

（注）

3 
89 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

取締役   川俣 慶司 昭和19年４月17日生

昭和43年４月 株式会社藤田組（現ACリアルエス

テート）入社 

平成６年６月 同社取締役就任 

平成14年10月 株式会社フジタ代表取締役専務就

任 

平成14年10月 フジタ建物株式会社代表取締役社

長就任 

平成16年６月 藤田商事株式会社代表取締役社長

就任 

平成19年４月 当社顧問就任 

平成20年２月 当社取締役就任（現任） 

（注）

3 
 - 

取締役   菱田 哲也 昭和30年５月６日生

昭和57年12月 アーサー・アンダーセン・アン

ド・カンパニー（現アクセンチュ

ア）入社 

昭和62年３月 ジェムアソシエイツ株式会社代表

取締役就任（現任） 

平成９年５月 当社取締役就任（現任） 

（注） 

1，3 
2,193 

常勤監査役   村松 成一 昭和23年３月23日生

昭和46年９月 ファースト・ナショナル・シティ

バンク（現シティバンク）入行 

平成５年３月 スイス・ユニオン銀行（現ＵＢＳ

銀行）入行 

平成14年２月 日本ドレーク・ビーム・モリン株

式会社入社 

平成14年７月 当社常勤監査役就任（現任） 

（注） 

2，4 
240 

常勤監査役   越智 史夫 昭和18年６月７日生

昭和37年５月 警視庁入庁 

平成９年３月 同庁警視昇任 

平成14年９月 同庁警視正昇任 

平成14年10月 当社入社、法務コンプライアンス

担当 

平成16年２月 当社常勤監査役就任（現任） 

（注）

4 
69 

監査役   石坂 泰彦 昭和５年２月２日生

昭和27年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行）入行 

昭和58年６月 同行取締役就任 

昭和60年７月 同行代表取締役常務就任 

昭和63年６月 ダイヤモンドクレジット株式会社

（現三菱ＵＦＪニコス株式会社）

代表取締役社長就任 

平成３年５月 株式会社松屋代表取締役会長就任 

平成12年11月 当社非常勤監査役就任（現任） 

（注）

2，4 
18 

監査役   小出 尋常 昭和19年３月21日生

昭和42年４月 株式会社協和銀行（現株式会社り

そな銀行）入行 

平成７年６月 同行取締役就任 

平成13年６月 同行副頭取就任 

平成13年12月 株式会社あさひ銀総合研究所（現

りそな総合研究所株式会社）代表

取締役社長就任 

平成14年７月 当社非常勤監査役就任（現任） 

（注）

2，4 
30 

 



 （注）１．取締役菱田哲也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２．監査役村松成一、監査役石坂泰彦、監査役小出尋常及び監査役仁科浩一は、会社法第２条第16号に定める社

外監査役であります。 

３．平成20年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。 

４．平成20年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

監査役   仁科 浩一 昭和16年３月14日生

昭和38年４月 株式会社日本相互銀行（現株式会

社三井住友銀行）入行 

平成３年６月 株式会社太陽神戸三井銀行（現株

式会社三井住友銀行）取締役就任 

平成９年６月 株式会社さくら銀行（現株式会社

三井住友銀行）専務取締役就任 

平成12年６月 株式会社陽友代表取締役社長就任 

平成14年６月 株式会社陽和代表取締役社長就任 

平成20年２月 当社非常勤監査役就任（現任） 

（注） 

2，4 
20 

        計   232,604 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

（１）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社グループは、企業価値を永続的に向上させ、社会的責任を果たすことを主な目的として、社会的公正性

と透明性の確保、経営に対する有効な監視機能と内部統制の強化、情報開示の充実とステークホルダーに対す

る説明責任を果たすことを特に重要な課題と位置づけ、皆様から継続的に評価されるコーポレート・ガバナン

ス体制の充実に取り組んでまいります。 

 当社グループは、投資家の皆様からお預かりする資産を運用させていただく重責を強く認識し、グループ経

営理念に則り、法令の遵守と公正で透明性の高い経営体制の確立に取り組んでおります。 

（２）コーポレート・ガバナンスおよび内部統制の仕組み 

① 役員構成及び役員会 

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。提出日現在において、取締役７名のうち１名が社

外取締役であります。また、経営責任及び執行監督責任の明確化を目的として、取締役の任期を１年としてお

ります。監査役５名のうち４名が社外監査役であります。なお、当連結会計年度末時点および提出日現在にお

ける当社と当社社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、

特別の利害関係はありません。 

 取締役会及び監査役会には、意思決定に必要な情報が適時かつ公平に提供され、各役員による相互牽制及び

経営監視機能が働いております。 

 ② 執行役員制度 

平成16年３月より執行役員制度を導入しており、経営監督機能と業務執行機能の分離及び強化を推進し、経

営の健全性と効率性をより高めております。制度の概要は以下のとおりであります。 

・取締役会の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、権限と責任の明確化を図っております。取締役

会がグループを含めた経営戦略に関する意思決定と業務執行の監督に専念し、業務執行は執行役員が担う経営

体制としております。 

・取締役会にて選任された執行役員は、取締役会で決議された社内規程に基づき、業務執行権限の委譲を受け

て意思決定の迅速化を図っております。 

・執行役員で構成される決議機能を持つ「常務会」において、新たな経営戦略を導きだし、取締役会に対し提

案しております。 

・役付執行役員として「執行役員社長」「執行役員専務」「執行役員常務」を設けております。 

・執行役員の選任及び解任は取締役会が行い、執行役員の任期は１年としております。 

③ 監査体制 

・監査役監査 

監査役は、監査役会で定められた監査方針や監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議体に出席し、法令

の遵守と公正・透明性の確保の観点から意見を述べると共に、各部門の業務状況を監視することにより、社内

における内部牽制機能を発揮しております。 

 また、監査役は、会計監査人と定期的に協議会を開催しており、独立した客観的な立場で会社の健全な発展

に寄与すべく、業務執行と会計に関する情報の共有を図り、監査機能の充実に努めております。 

・内部監査 

社長直属部門として内部監査室を設けており、年度監査計画に基づいて専任担当者が業務監査を定期的に実

施しております。被監査部署に対する問題点の指摘、業務改善の提案、その実現の支援を行うと同時に、内部

監査の内容は社長以下関係役員にも報告され、経営力の強化を図るために役立てております。 

 また、内部監査室は、他部署から独立した組織として専任の担当者３名を配置し、合法性と合理性の観点か

ら公正かつ客観的な立場で評価・助言・勧告を行うことができる組織となっております。 

 年度内部監査計画の策定には、監査役が客観的な立場から助言しており、また、内部監査室が経営者や被監

査部署に対して行う内部監査報告会には必ず監査役が同席すると共に、月次で開催される監査役会には内部監

査室が事務局として参加するなど、常に内部監査室と情報の共有と連携を図っております。 



・会計監査 

当社は監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人は、年間の監査計画に従い監査を実施

しております。 

当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成については

以下のとおりです。 

業務を執行した公認会計士の氏名 

  指定社員・業務執行社員 ：大庭 四志次（１年）、岸 務（２年）、村上 淳（１年） 

  ※（ ）内は継続監査年数 

監査業務に係る補助者の構成 

 公認会計士８名、会計士補８名、その他１名 

④ 株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めて

おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う

ことを目的とするものであります。 

⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

⑥ 剰余金の配当等の決定機関 

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配

当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものでありま

す。 

⑦ コンプライアンス体制 

社長直属部門としてコンプライアンス室を設けており、コンプライアンス基本規程に基づき、以下の業務を

遂行しております。 

・コンプライアンス研修 

取締役会で承認されたコンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムに基づき、専任担

当者が役職員を対象に、コンプライアンス研修を定期的に実施しております。 

・コンプライアンス相談制度 

役職員が自らの業務遂行や行動が法令諸規則等に違反する可能性がある場合、および疑義が生じた場合等

に、あらかじめ、関係部門及びコンプライアンス室に相談する制度を運用しております。 

 コンプライアンス室は、関係する官公庁の見解又は外部専門家（弁護士、会計士、所属する業界団体等）の

意見を求め、それを反映させるとともに、その見解又は意見を、他の役職員に公開し、情報の共有に努めてお

ります。 

・内部通報制度 

当社グループの事業活動並びに取締役及び従業員の法令遵守上疑義のある行為等について、役職員が外部弁

護士に直接通報を行うことのできる内部通報制度を運用しており、相談や不正行為等の通報を受け付けるとと

もに、通報者の人事上の保護を徹底しております。 

⑧ リスク管理体制 

コンプライアンス室がリスク管理規程に基づき、市場リスク、法令違反リスク、災害リスク等の全社的なリ

スクの統括管理を行なっております。各種リスクを網羅的かつ効率的に管理することを目的として、リスクの

種類ごとに担当部門を明確化し、分析およびコントロールする体制を構築しております。 

 また、グループ全社のプロジェクト事務局として、財務報告に係る内部統制システムの整備・強化を推進し

ております。 



（３）役員報酬の内容 

当社が当事業年度に取締役及び監査役に支払った報酬等は、次のとおりであります。 

（注）  １．当事業年度末現在の当社役員の人数は、取締役６名、監査役４名であります。 

  ２．取締役への支給額等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

 ３. 取締役の報酬限度額は平成18年２月24日開催の第16期定時株主総会において年額10億円以内（ただ

し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議しております。 

 ４. 監査役の報酬限度額は平成15年２月27日開催の第13期定時株主総会において年額１億円以内と決議し

ております。 

 ５. 上記の支給額等には、以下のものが含まれております。 

  ・当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与113百万円（取締役６名分107百万円

（うち社外取締役１名分20百万円）、監査役４名分６百万円（うち社外監査役３名分３百万円））。 

  ・当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額35百万円（取締役６名分33百万円（うち社外取締

役１名分0円）、監査役４名分２百万円（うち社外監査役３名分１百万円））。 

６．当社は取締役に対し上記３に記載の報酬限度額とは別枠でストックオプション制度を採用しておりま

す。詳細につきましては、「１ 株式等の状況 （８）ストックオプション制度の内容」をご参照下

さい。 

（４）監査報酬の内容 

 当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する報酬の内容は次のとおりであります。 

① 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の金額     70百万円 

② 上記以外の報酬で該当事項はありません。                         

区分 支給人員 支給額等 

取締役  

（うち社外取締役分） 

 ６名 

 （１名） 

322百万円 

  (30百万円)   

監査役 

（うち社外監査役分） 

 ４名 

 （３名） 

39百万円  

 (22百万円)  

合計 

（うち社外役員） 

 10名 

 （４名） 

 362百万円  

(53百万円)  



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

（１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前連結会計年度（平成17年12月１日から平成18年11月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連

結会計年度（平成18年12月１日から平成19年11月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。 

（２）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前事業年度（平成17年12月１日から平成18年11月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

（平成18年12月１日から平成19年11月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年12月１日から平成18年11月30日ま

で）の連結財務諸表及び前事業年度（平成17年12月１日から平成18年11月30日まで）の財務諸表について並びに金融

商品取引法第193条の２第１項の規程に基づき、当連結会計年度（平成18年12月１日から平成19年11月30日まで）の

連結財務諸表及び当事業年度（平成18年12月１日から平成19年11月30日まで）の財務諸表について、監査法人トーマ

ツにより監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成18年11月30日） 
当連結会計年度 

（平成19年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）              

Ⅰ 流動資産              

１．現金及び預金 ※1   31,324     40,329  

２．受取手形及び売掛金 ※10   1,316     3,047  

３．有価証券     －     600  

４．販売用不動産 
※1,2,5,7, 

9 
  54,749     145,425  

５．仕掛不動産 ※1,9   30,150     46,228  

６．繰延税金資産     3,169     1,419  

７．未収消費税等     248     1,289  

８．その他 ※1,9   9,492     15,900  

９．貸倒引当金     △19     △5  

流動資産合計     130,433 66.7   254,234 78.3 

Ⅱ 固定資産              

１ 有形固定資産              

１．建物及び構築物 ※1,5,9 11,114     5,567    

減価償却累計額   1,579 9,535   1,804 3,763  

２．機械装置及び運搬具 ※1,5,9 249     437    

減価償却累計額   157 92   298 138  

３．工具器具備品 ※1,5,9 238     434    

減価償却累計額   112 126   216 218  

４．土地 ※1,5,9   22,502     23,313  

５．その他 ※1   1     263  

有形固定資産合計     32,257 16.5   27,697 8.5 

２ 無形固定資産              

１．ソフトウェア     651     816  

 ２．のれん ※12   －     7,194  

３．その他     234     970  

無形固定資産合計     885 0.5   8,981 2.8 

３ 投資その他の資産              

１．投資有価証券 ※3   13,351     11,001  

２．その他の関係会社有

価証券 
    2,494     525  

３．長期事業目的有価証

券 
※6   7,960     14,939  

４．出資金     192     287  

５．長期貸付金     698     660  

６．繰延税金資産     410     669  

７．差入敷金保証金     6,115     4,544  

８．その他 ※1,9   715     1,083  

９．貸倒引当金     △53     △83  

投資その他の資産合計     31,884 16.3   33,629 10.4 

固定資産合計     65,027 33.3   70,308 21.7 

Ⅲ 繰延資産     3 0.0   6 0.0 

資産合計     195,464 100.0   324,549 100.0 

               
 



   
前連結会計年度 

（平成18年11月30日） 
当連結会計年度 

（平成19年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）              

Ⅰ 流動負債              

１．支払手形及び買掛金     1,578     1,554  

２．短期借入金 ※1,9,11   70,669     132,437  

３．１年以内償還予定社債     1,300     6,200  

４．未払金     1,638     2,076  

５．未払費用     766     1,214  

６．未払法人税等     8,651     8,567  

７．繰延税金負債     117     －  

８．預り敷金     1,774     3,065  

９．役員賞与引当金     273     210  

10．契約損失引当金     2,600     －  

11．その他     3,960     2,822  

流動負債合計     93,330 47.7   158,149 48.7 

Ⅱ 固定負債              

１．社債     21,900     30,700  

２．長期借入金 ※1,7,9,11   31,820     55,409  

３．繰延税金負債     304     979  

４．役員退職慰労引当金     260     288  

５．退職給付引当金     132     230  

６．長期預り敷金     6,936     7,047  

７．匿名組合出資預り金     714     1,093  

８．その他 ※8   958     1,344  

固定負債合計     63,027 32.3   97,094 29.9 

負債合計     156,358 80.0   255,244 78.6 

（純資産の部）              

Ⅰ 株主資本               

１. 資本金     10,042 5.1   19,285 5.9 

２. 資本剰余金     9,897 5.1   19,140 5.9 

３. 利益剰余金     17,928 9.2   29,278 9.0 

株主資本合計     37,868 19.4   67,703 20.8 

Ⅱ 評価・換算差額等               

その他有価証券評価差額

金 
    617 0.3   269 0.1 

評価・換算差額等合計     617 0.3   269 0.1 

Ⅲ 新株予約権     2 0.0   30 0.0 

Ⅳ 少数株主持分     618 0.3   1,301 0.4 

純資産合計     39,106 20.0   69,305 21.4 

負債純資産合計     195,464 100.0   324,549 100.0 

               



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※6   169,313 100.0   127,707 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※6,7   138,798 82.0   90,620 71.0 

売上総利益     30,515 18.0   37,087 29.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費              

１．役員報酬   391     425    

２．給与手当   1,535     1,989    

３．賞与   963     777    

４．役員賞与引当金繰入額   273     210    

５．役員退職慰労引当金繰
入額 

  61     50    

６．租税公課   989     －    

７．支払地代家賃   282     －    

８．支払手数料   2,406     2,659    

９. のれん償却額    －     1,277    

10．その他   1,630 8,534 5.0 3,607 10,997 8.6 

営業利益     21,980 13.0   26,090 20.4 

Ⅳ 営業外収益              

１．受取利息   28     66    

２．受取配当金   60     421    

３．匿名組合投資利益   496     178    

４. 消費税等簡易課税差額
収益 

  261     －    

５．消費税等差額収益    －     399    

６. 負ののれん償却額   －     14    

７．その他   407 1,253 0.7 424 1,505 1.2 

Ⅴ 営業外費用              

１．支払利息   2,654     4,187    

２．株式交付費   1     97    

３．借入事務手数料   1,178     1,432    

４. 貸倒引当金繰入額    10     －    

５．持分法による投資損失   1     95    

６．その他   285 4,133 2.4 672 6,485 5.1 

経常利益     19,100 11.3   21,110 16.5 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益              

１．前期損益修正益   118     －     

２．固定資産売却益 ※1 190     2,246    

３．投資有価証券売却益 ※4 86     1,066     

４．役員退職慰労引当金戻
入益 

  －     22     

５．その他   11 407 0.2 － 3,335 2.6 

               

Ⅶ 特別損失              

１．前期損益修正損   75     －    

２．固定資産売却損 ※2  －     651    

３．固定資産除却損  ※3  3     3    

４．投資有価証券売却損 ※5 21     26    

５. 投資有価証券評価損   －     491    

６．貸倒引当金繰入額   40     15    

７．その他   24 165 0.1 33 1,222 0.9 

匿名組合損益分配前税金等調
整前当期純利益 

    19,342 11.4   23,223 18.2 

匿名組合損益分配額     △31 △0.0   △82 △0.1 

税金等調整前当期純利益     19,374 11.4   23,306 18.3 

法人税、住民税及び事業税   10,538     9,289    

法人税等調整額   △2,408 8,130 4.7 1,072 10,362 8.1 

少数株主利益     296 0.2   866 0.7 

当期純利益     10,948 6.5   12,077 9.5 

               



③【連結株主資本等変動計算書】 

前連結会計年度（自平成17年12月１日 至平成18年11月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金  利益剰余金 株主資本合計 

平成17年11月30日残高

（百万円） 
10,041 9,895 7,650 27,587

連結会計年度中の変動額        

新株の発行 1 1 － 2

利益処分による配当 － － △438 △438

利益処分による役員賞

与 
－ － △252 △252

当期純利益 － － 10,948 10,948

連結子会社の除外によ

る増加  
－ － 21 21

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

－ － － －

連結会計年度中の変動額

合計（百万円） 
1 1 10,278 10,281

平成18年11月30日残高

（百万円） 
10,042 9,897 17,928 37,868

  評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分   純資産合計 
  その他有価証券 

評価差額金 

平成17年11月30日残高

（百万円） 
91 － 263 27,942

連結会計年度中の変動額        

新株の発行 － － － 2

利益処分による配当 － － － △438

利益処分による役員賞

与 
－ － － △252

当期純利益 － － － 10,948

連結子会社の除外によ

る増加  
－ － － 21

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

525 2 354 882

連結会計年度中の変動額

合計（百万円） 
525 2 354 11,163

平成18年11月30日残高

（百万円） 
617 2 618 39,106



当連結会計年度（自平成18年12月１日 至平成19年11月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金  利益剰余金 株主資本合計 

平成18年11月30日残高

（百万円） 
10,042 9,897 17,928 37,868

連結会計年度中の変動額        

新株の発行 9,242 9,242 － 18,485

剰余金の配当 － － △1,064 △1,064

当期純利益 － － 12,077 12,077

連結子会社の除外によ

る増加  
－ － 336 336

連結子会社の除外によ

る減少  
－ － △0 △0

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

－ － － －

連結会計年度中の変動額

合計（百万円） 
9,242 9,242 11,349 29,835

平成19年11月30日残高

（百万円） 
19,285 19,140 29,278 67,703

  評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分   純資産合計 
  その他有価証券 

評価差額金 

平成18年11月30日残高

（百万円） 
617 2 618 39,106

連結会計年度中の変動額        

新株の発行 － － － 18,485

剰余金の配当 － － － △1,064

当期純利益 － － － 12,077

連結子会社の除外によ

る増加  
－ － － 336

 連結子会社の除外によ

る減少  
－ － － △0

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

△347 27 683 363

連結会計年度中の変動額

合計（百万円） 
△347 27 683 30,198

平成19年11月30日残高

（百万円） 
269 30 1,301 69,305



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日）

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１．税金等調整前当期純利益   19,374 23,306 

２．減価償却費   790 1,369 

３．のれん償却額   － 1,277 

４．負ののれん償却額   － △14 

５．貸倒引当金の増加額   50 15 

６. 役員賞与引当金の増減(△)額    273 △62 

７. 契約損失引当金の増加額    2,600 － 

８. 退職給付引当金の減少額   △3 △56 

９．役員退職慰労引当金の増加額   82 27 

10．受取利息及び受取配当金   △89 △488 

11．支払利息   2,654 4,187 

12. 匿名組合投資損益(△)   △496 △69 

13．持分法による投資損失   1 95 

14．固定資産売却損益(△)   △189 △1,596 

15．投資有価証券売却損益(△)   － △1,040 

16．固定資産除却損   3 3 

17．匿名組合損益分配額   △31 △82 

18．売上債権の増(△)減額   811 △1,805 

19．販売用不動産の増(△)減額   46,179 △48,245 

20．仕掛不動産の増加額   △33,736 △23,817 

21．仕入債務の増減(△)額   458 △38 

22．未収消費税等の増(△)減額   1,373 △993 

23．預り敷金の増減(△)額   △2,427 2,111 

24．役員賞与の支払額   △266 － 

25．その他   △591 △6,036 

小計   36,821 △51,953 

26．利息及び配当金の受取額   135 488 

27．利息の支払額   △2,579 △3,876 

28．法人税等の支払額   △5,132 △9,362 

営業活動によるキャッシュ・フロー   29,243 △64,704 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日）

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１．有形固定資産の取得による支出   △999 △1,390 

２. 有形固定資産の売却による収入    1,126 5,870 

３．無形固定資産の取得による支出   △414 △966 

４．貸付金の実行による支出   △17,943 △4,071 

５．貸付金の回収による収入   10,515 244 

６．有価証券の取得による支出   － △600 

７．投資有価証券の取得による支出   △10,375 △2,033 

８．投資有価証券の払戻による収入   806 144 

９．投資有価証券の売却による収入   139 2,995 

10．その他の関係会社有価証券の取得による支出   △9,188 △384 

11．その他の関係会社有価証券の払戻による収入   10,967 2,293 

12．その他の関係会社有価証券の売却による収入   3,500 － 

13．長期事業目的有価証券の取得による支出   △10,325 △9,467 

14．長期事業目的有価証券の払戻による収入   650 1,499 

15．出資金の払込による支出   △55 △133 

16．連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支
出 

※２ △8,718 △16,726 

17．連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収
入 

※２ 1,340 151 

18．連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支
出 

※３ △441 － 

19．連結範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証券
の取得による支出 

※２ △6,501 △1,107 

20．敷金保証金の差入による支出   △109 △117 

21．敷金保証金の払戻による収入   51 － 

22．その他   491 △904 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △35,481 △24,702 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．短期借入による収入   180,762 228,160 

２．短期借入金の返済による支出   △146,385 △198,698 

３．長期借入による収入   12,960 58,777 

４．長期借入金の返済による支出   △40,716 △19,547 

５．社債の発行による収入   19,907 14,925 

６．社債の償還による支出   △1,744 △1,300 

７．株式の発行による収入   1 18,387 

８．匿名組合出資者からの払込による収入   1,417 460 

９. 匿名組合出資者への払戻による支出    △150 － 

10．配当金の支払額   △445 △1,109 

11．その他   △1,196 △1,748 

財務活動によるキャッシュ・フロー   24,410 98,308 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日）

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   18,172 8,900 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   13,791 31,324 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額   14 － 

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額   △653 △195 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 31,324 40,029 

      



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数  36社 

連結子会社の名称 

パシフィック・インベストメント・

アドバイザーズ株式会社 

有限会社パシフィック・プロパティ

ーズ・インベストメント 

有限会社スカイ・ライン（注１） 

有限会社パシフィック・コマーシャ

ル・リアルティ 

有限会社パシフィック・グロース・

リアルティ 

パシフィックリテールマネジメント

株式会社 

ビジネスアンドアセットソリューシ

ョン株式会社 

パシフィック・コマーシャル・イン

ベストメント株式会社 

有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル 

有限会社サファイア・ライン 

有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・ツー 

パシフィック・インベストメント・

パートナーズ株式会社 

スマート・アセットマネジメント・

システムズ株式会社 

株式会社中川工務店 

コマーシャル・デベロップメント有

限会社 

有限会社下目黒興産 

パシフィックスポーツアンドリゾー

ツ株式会社 

ピーエスアール相武株式会社（注

２） 

有限会社ファイン・ストリート・ツ

ー  

有限会社アクティブ・ピース・コー

ポレーション  

他16社 

(1）連結子会社の数  42社 

連結子会社の名称 

パシフィック・インベストメント・

アドバイザーズ株式会社 

パシフィック・コマーシャル・イン

ベストメント株式会社 

パシフィック・インベストメント・

パートナーズ株式会社 

パシフィックリテールマネジメント

株式会社 

ビジネスアンドアセットソリューシ

ョン株式会社 

スマート・アセットマネジメント・

システムズ株式会社 

パシフィックスポーツアンドリゾー

ツ株式会社 

株式会社ＳＭＧパートナーズ 

株式会社中川工務店  

有限会社パシフィック・プロパティ

ーズ・インベストメント 

有限会社パシフィック・グロース・

リアルティ 

有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル 

有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・ツー 

合同会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・スリー 

有限会社下目黒興産 

有限会社ファイン・ストリート・ツ

ー  

有限会社エフ・ビー・イー  

合同会社神戸ＨＬホールディング 

合同会社サリス・デベロップメント 

ピーエスアール武蔵株式会社 

他22社 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

  前連結会計年度末（平成17年11月30

日）と比較して17社増加し、2社減少

しました。 

（設立、取得による増加）16社 

スマート・アセットマネジメント・

システムズ株式会社 

株式会社中川工務店 

コマーシャル・デベロップメント有

限会社 

有限会社下目黒興産 

パシフィックスポーツアンドリゾー

ツ株式会社 

ピーエスアール相武株式会社 

有限会社ファイン・ストリート・ツ

ー 

有限会社アクティブ・ピース・コー

ポレーション 

他8社 

（重要性が増したことによる増加）1

社 

パシフィック・インベストメント・

パートナーズ株式会社  

（匿名組合契約終了による減少）1社 

有限会社アンドロメダ・エンティテ

ィ 

（匿名組合出資持分減少による減

少）1社 

有限会社アクティブ・ソニック・コ

ーポレーション 

（注１）南大塚プロパティーズ・コ

ーポレーション有限会社は、平成18

年６月13日をもって、有限会社スカ

イ・ラインに商号を変更しておりま

す。 

（注２）株式会社相武カントリー倶

楽部は、平成18年９月28日をもっ

て、ピーエスアール相武株式会社に

商号を変更しております。 

前連結会計年度末（平成18年11月30

日）と比較して12社増加し、６社減

少しました。 

（設立による増加）３社 

 合同会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・スリー 

株式会社ＳＭＧパートナーズ 

合同会社神戸ＨＬホールディング  

(取得による増加) ９社 

 ピーエスアール武蔵株式会社 

 他８社 

（清算による減少）２社 

有限会社ラピスラズリ・リアル・エ

ステート 

有限会社ソラリス・エンティティ 

 （匿名組合契約終了による減少）４社 

 有限会社ファイン・ビルディング・

コーポレーション 

 有限会社ゼルコバ・デベロップメン

ト 

 有限会社ウィロー・デベロップメン

ト 

 有限会社モーニング・グローリー・

インベストメント 

  (2）非連結子会社の数  ２社 

非連結子会社の名称 

有限会社アクティブ・インベストメ

ント・ツー 

合同会社クラブ 

(2）非連結子会社の数 １社 

非連結子会社の名称 

 パシフィックホテル・マネジメント

株式会社 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 有限会社アクティブ・インベストメ

ント・ツー及び合同会社クラブは、当

社による財務及び営業又は事業の方針

を決定する機関に対する支配が一時的

であると認められる子会社に該当する

ため連結の範囲から除いております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

パシフィックホテル・マネジメント株

式会社は、小規模であり、総資産、売上

高、当期純利益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の範囲から除いて

おります。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の関連会社の数  ２社 

持分法適用の関連会社の名称 

タッチストーン・レジデンシャル・

マネージメント株式会社 

特定目的会社ＰＤみなとみらい 

 株式会社中川工務店は、株式の追加

取得により、当連結会計年度より連結

子会社となったため、持分法の適用範

囲から除外しております。 

(1）持分法適用の関連会社の数 ２社 

持分法適用の関連会社の名称 

株式会社生活科学運営 

特定目的会社ＰＤみなとみらい 

 タッチストーン・レジデンシャル・マ

ネージメント株式会社は、株式売却に

より、当連結会計年度より持分法の適

用範囲から除外しております。 

  (2）持分法適用の非連結子会社の数 

 該当事項はありません。 

(2）    ────── 

  (3）持分法を適用しない非連結子会社の

うち主要な会社等の名称 

有限会社アクティブ・インベストメ

ント・ツー 

合同会社クラブ 

（持分法を適用しない理由） 

 有限会社アクティブ・インベストメ

ント・ツー及び合同会社クラブは、当

社による財務及び営業又は事業の方針

を決定する機関に対する支配が一時的

であると認められる子会社に該当する

ため、持分法を適用しておりません。  

(3）持分法を適用しない非連結子会社の

名称 

  パシフィックホテル・マネジメント

株式会社 

（持分法を適用しない理由） 

  パシフィックホテル・マネジメント

株式会社は、小規模であり、総資産、

売上高、当期純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、持分

法を適用しておりません。   

     

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうちパシフィック・イン

ベストメント・アドバイザーズ株式会社

他９社については、決算日が連結決算日

と異なり決算日の差異が３ヶ月を超える

ことから、決算に準じた仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。 

 決算日が連結決算日と異なる連結子会

社の数は13社であります。パシフィッ

ク・インベストメント・アドバイザーズ

株式会社他10社は、連結決算日現在で決

算に準じた仮決算を行った財務諸表を使

用しております。仮決算を行わない２社

の決算日は９月30日であり、各社の決算

日現在の財務諸表を使用しております。

なお、連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については連結上必要な調整

を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によっておりま

す。 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法によって

おります。 

時価のないもの 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

  ロ たな卸資産 

販売用不動産 

 個別法による原価法によっており

ます。 

仕掛不動産 

 個別法による原価法によっており

ます。 

ロ たな卸資産 

販売用不動産 

同左 

  

仕掛不動産 

同左 

  

  ハ デリバティブ取引 

  時価法によっております。 

ハ デリバティブ取引 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 定率法によっております。ただし、

建物（建物附属設備を除く）につきま

しては、定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

イ 有形固定資産 

 定率法によっております。ただし、

建物（建物附属設備を除く）につきま

しては、定額法によっております。  

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。  

  建物及び構築物 ：８～50年 

機械装置及び運搬具 ：  ６年 

工具器具備品 ：５～20年 

建物及び構築物  ：８～50年 

機械装置及び運搬具  ：  ６年 

工具器具備品 ：５～20年 

    （会計処理の変更） 

  法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益はそれぞれ４

百万円減少しております。 

  ロ 無形固定資産 

 自社利用によるソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

ロ 無形固定資産 

同左 

  ハ 長期前払費用 

 均等償却によっております。 

ハ 長期前払費用 

同左 

(3）重要な繰延資産の処理

方法 

イ 株式交付費   

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

イ 株式交付費   

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

 なお、平成19年２月１日に一般募集

による新株式発行（72,000株）を、１

株当たりの発行価額255,750円、募集価

格266,750円として行っております。本

発行に係る引受契約においては、発行

価額の総額をもって引受価額の総額と

し、引受手数料は支払わないこととさ

れており、従って株式交付費には本発

行に係る引受手数料は含まれておりま

せん。また、発行価額のうち127,875円

を資本金に、127,875円を資本準備金に

組み入れております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

  ロ  社債発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

ロ 社債発行費 

同左 

  ハ  その他 

創立費及び開業費については、５年

間で均等償却しております。 

ハ その他 

同左 

(4）重要な引当金の計上基

準 

イ  貸倒引当金 

 債権の貸倒に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を考慮の上、回収不能見積

額を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ  役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に備えるため、役

員に対する賞与の支給見込額のうち、

当連結会計年度に帰属する額を計上し

ております。 

ロ 役員賞与引当金 

同左 

  ハ  契約損失引当金 

 売買契約等に基づき将来発生する可

能性のある損失に備えるため、当連結

会計年度末に必要と見込まれる損失発

生見込額を計上しております。 

ハ      ──────  

  ニ  役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金支給基準に基づき

期末要支給額を計上しております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

同左  

  ホ  退職給付引当金 

 一部の連結子会社は、従業員の退職

金の支出に備えるため、「退職給付会

計に関する実務指針（中間報告）」

（公認会計士協会会計制度委員会報告

13号平成11年９月14日）に定める簡便

法により、自己都合退職による期末要

支給額の100％相当額を計上しており

ます。 

ホ  退職給付引当金 

 同左  

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、金利スワップについて特例

処理の要件を満たしている場合には特

例処理を採用しております。 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引等 

ヘッジ対象…借入金利 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ハ ヘッジ方針 

 借入金の支払金利に係る金利変動リ

スクをヘッジしております。 

ハ ヘッジ方針 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

  ニ  ヘッジ有効性評価の方法  

 主としてヘッジ開始時から有効性判

定時点までの期間における、ヘッジ対

象の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動又

はキャッシュ・フロー変動の累計とを

比較し、両者の変動額等を基礎として

有効性を判定しております。ただし、

特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ等については、ヘッジ有効性判

定を省略しております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法  

同左 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

イ  消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜処理を採

用しており、控除対象外の消費税等に

ついては、算定した税額を発生事業年

度の期間費用として処理しておりま

す。ただし、固定資産に係る控除対象

外の消費税等は、投資その他の資産の

その他に計上し、５年間で均等償却し

ております。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

   ロ  匿名組合出資のうち投資事業有限責

 任組合に類する出資金の会計処理 

 匿名組合出資のうち投資事業有限責

任組合に類する出資金の会計処理は、

匿名組合の純資産及び純損益のうち当

社及び当社の連結子会社の持分相当額

をそれぞれ有価証券及び収益・費用と

して計上しております。 

 なお、匿名組合の純損益の持分相当

額の計上については、投資有価証券に

計上する事業目的以外の匿名組合出資

に係る損益は営業外損益に計上し、そ

の他の関係会社有価証券及び長期事業

目的有価証券に計上する事業目的の匿

名組合出資に係る損益は売上高に計上

しております。 

 ロ  匿名組合出資のうち投資事業有限責 

 任組合に類する出資金の会計処理 

 匿名組合出資のうち投資事業有限責

任組合に類する出資金の会計処理は、

匿名組合の純資産及び純損益のうち当

社及び当社の連結子会社の持分相当額

をそれぞれ有価証券及び収益・費用と

して計上しております。 

 なお、匿名組合の純損益の持分相当

額の計上については、「投資有価証

券」に計上する事業目的以外の匿名組

合出資に係る損益は営業外損益に計上

し、「その他の関係会社有価証券」及

び「長期事業目的有価証券」に計上す

る事業目的の匿名組合出資に係る損益

は売上高または売上原価に計上してお

ります。 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

については、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、発生

原因に応じ効果の発現する期間を合理的

に見積り20年以内で均等償却しておりま

す。 

 なお、金額が僅少なものについては発

生した連結会計年度において一括償却し

ております。 

──────   

７ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 ──────   のれん及び負ののれんの償却について

は、発生原因に応じ効果の発現する期間

を合理的に見積り20年以内で均等償却し

ております。なお、金額が僅少なものに

ついては発生した連結会計年度において

一括償却しております。 

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１ 固定資産の減損に係る会計基準      

  当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号）を適用しております。 

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。 

 １        ────── 

２ 役員賞与に関する会計基準 

  従来、役員賞与は株主総会の利益処分案決議により

未処分利益の減少として会計処理しておりましたが、

当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益は、273百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響については当該

箇所に記載しております。 

２        ────── 

３ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

   当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

38,485百万円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計

年度における連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

３         ────── 

４ ストック・オプション等に関する会計基準 

  当連結会計年度より、「ストック・オプション等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成18年５月31日 企業会計基準適用指針

第11号）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は、２百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響については当該箇

所に記載しております。 

４                ────── 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

５ 投資事業組合等への出資に係る会計処理 

  当連結会計年度より、「投資事業組合に対する支配

力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18年９月８日 実務

対応報告第20号）を適用しております。 

 これによる当連結会計年度の総資産及び損益に与え

る影響はありません。  

 ただし、関連会社の範囲の変更により、その他の関

係会社有価証券は5,919百万円減少し、長期事業目的有

価証券は同額増加しております。 

５                ────── 



表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

（連結貸借対照表） 

    流動資産の「前払制作費」は、従来個別掲記してお

りましたが、金額的重要性がなくなったため、流動資

産の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度は流動資産の「その他」に１百

万円含まれております。 

（連結貸借対照表） 

  前連結会計年度において、無形固定資産の「その他」

に含て表示しておりました営業権145百万円は、当連結

会計年度より「のれん」と表示しております。 

 （連結損益計算書） 

１. 前連結会計年度において、営業外費用として表示し

ておりました「新株発行費」は、当連結会計年度よ

り、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企

業会計基準委員会 平成18年８月11日 実務対応報告

第19号）の適用により、「株式交付費」と表示するこ

とといたしました。   

  

  

２. 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「消費税等簡易課税差額収益」

は、当連結会計年度において営業外収益の総額の100分

の10を超えることとなったため区分掲記することにい

たしました。 

 なお、前連結会計年度における「消費税等簡易課税

差額収益」の金額は、23百万円であります。 

 （連結損益計算書） 

１. 前連結会計年度において、販売費及び一般管理費に

区分掲記しておりました「租税公課」及び「支払地代

家賃」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10以

下であるため、販売費及び一般管理費の「その他」に

含めることといたしました。なお、当連結会計年度の

「その他」に含まれる金額は、それぞれ889百万円、

438百万円であります。 

  

２. 前連結会計年度において、営業外収益に区分掲記し

ておりました「消費税等簡易課税差額収益」（当連結

会計年度18百万円）は、当連結会計年度より免税事業

者として消費税等の納付義務免除に伴う収益も含めて

「消費税等差額収益」と表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「前払制作費

の減少額」は、前連結会計年度において区分掲記して

おりましたが、金額的重要性が乏しくなったため、当

連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「前払制作費の減少額」は1百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前連結会計年度において、「減価償却費」に含めて

表示していた営業権償却額33百万円及び「その他」に

含めて表示していた連結調整勘定償却額460百万円は、

当連結会計年度より「のれん償却額」と表示しており

ます。 

２．前連結会計年度において、旧有限会社法に規定する

有限会社に対する当社持分の売却額は、投資活動によ

るキャッシュ・フローの「出資金の売却による収入」

に含めて表示しておりましたが、会社法及び会社法の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第２条第２

項により、その持分が有価証券（株式）とみなされる

こととなったため、当連結会計年度より投資活動によ

るキャッシュ・フローの「投資有価証券の売却による

収入」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度の「投資有価証券の売却によ

る収入」に含めた有限会社に対する持分の売却額は、

18百万円であります。 

 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成19年11月30日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

販売用不動産 47,391百万円

仕掛不動産 27,605百万円

流動資産（その他） 2,730百万円

建物及び構築物 8,091百万円

機械装置及び運搬具 29百万円

工具器具備品  5百万円

土地  11,153百万円

投資その他の資産（そ

の他）  
51百万円

合計 97,057百万円

上記の他、連結上消去した連結子会社の株式3,494百

万円及びその他の関係会社有価証券9,615百万円を担保

に供しております。 

預金 16百万円

販売用不動産 123,202百万円

仕掛不動産 35,775百万円

その他流動資産（信託

留保金等） 

8,275百万円

建物及び構築物 2,836百万円

機械装置及び運搬具 97百万円

工具器具備品 52百万円

土地  19,218百万円

その他有形固定資産 210百万円

合計 189,685百万円

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 

 なお、上記短期借入金及び長期借入金に含まれる

ノンリコースローン（責任財産限定型債務）は、

11,703百万円及び23,478百万円であり、その対応す

る資産の金額は※９のとおりであります。 

短期借入金 51,369百万円 

長期借入金 31,342百万円 

合計 82,712百万円 

 なお、上記短期借入金及び長期借入金に含まれる

ノンリコースローン（責任財産限定型債務）は、そ

れぞれ19,649百万円及び42,612百万円であり、その

対応する資産の金額は※９のとおりであります。 

短期借入金 111,645百万円 

長期借入金 51,841百万円 

合計 163,486百万円 

(3）上記の他、連結上消去された連結子会社の株式54

百万円及びその他の関係会社有価証券3,190百万円

が、短期借入金7,970百万円の担保として供されて

おります。 

(3）       ────── 

※２ 販売用不動産の取得日から当連結会計年度末まで

の保有期間別残高内訳は、以下のとおりでありま

す。 

１年以内 36,001百万円

１年超３年以内 18,392百万円

３年超５年以内 356百万円

合計 54,749百万円

※２ 販売用不動産の取得日から当連結会計年度末まで

の保有期間別残高内訳は、次のとおりであります。 

１年以内 97,823百万円

１年超３年以内 37,312百万円

３年超５年以内 10,232百万円

５年超 56百万円

合計 145,425百万円

※３ 投資有価証券 

 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

※３ 投資有価証券 

 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券（株式） 5百万円 投資有価証券（株式） 611百万円

 



前連結会計年度 
（平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成19年11月30日） 

４ 当社及び連結子会社は効率的な資金調達を行うため

貸出コミットメント契約及び当座貸越契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。 

４ 当社及び連結子会社は効率的な資金調達を行うため

貸出コミットメント契約及び当座貸越契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度末の

借入未実行残高は、次のとおりであります。 

 （１) 貸出コミットメント契約 

貸出コミットメントの総額 88,200百万円

借入実行残高 24,889百万円

差引額 63,311百万円

 （１) 貸出コミットメント契約 

貸出コミットメントの総額 105,100百万円

借入実行残高 52,640百万円

差引額 52,460百万円

 （２) 当座貸越契約  （２) 当座貸越契約 

 当座貸越契約の総額 3,500百万円 

 借入実行残高 3,410百万円 

差引額  90百万円 

 当座貸越契約の総額 6,300百万円 

 借入実行残高 6,100百万円 

差引額  200百万円 

 なお、これらの契約の一部につきましては、金融機関

ごとに財務制限条項が付されております。（※11) 

 なお、これらの契約の一部につきましては、金融機関

ごとに財務制限条項が付されております。（※11) 

※５        ────── ※５  有形固定資産の保有目的の変更 

  連結子会社である有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル及び有限会社パシフィック・クリエイ

ツ・キャピタル・ツーが保有している賃貸目的不動産を

全て転売方針に変更したことに伴い、当連結会計年度に

おいて「有形固定資産」から「販売用不動産」に振替え

た金額は、次のとおりであります。 

建物及び構築物  5,872百万円 

機械装置及び運搬具  19百万円 

工具器具備品  13百万円 

土地  8,863百万円 

合計 14,767百万円 

※６ 長期事業目的有価証券 

 子会社及び関連会社の範囲に含まれる組合その他こ

れらに準ずる事業体を除く当社及び当社の関係会社が

主体的に組成を行った投資事業組合等への出資（その

他の関係会社有価証券を除く）のうち、転売による売

却益の収受及び保有期間の配当収入の収受を目的とす

る出資を事業性の出資金とし、投資対象となった不動

産又は当該出資金の長期保有を目的とした事業性の出

資金を投資その他の資産の長期事業目的有価証券に計

上しております。 

 なお、当該出資金に関わる損益は売上高として計上

しております。 

※６ 長期事業目的有価証券 

 子会社及び関連会社の範囲に含まれる組合その他こ

れらに準ずる事業体を除く当社及び当社の関係会社が

主体的に組成を行った投資事業組合等への出資（「そ

の他の関係会社有価証券」を除く）のうち、転売によ

る売却益の収受及び保有期間の配当収入の収受を目的

とする出資を事業性の出資金とし、投資対象となった

不動産又は当該出資金の長期保有を目的とした事業性

の出資金を投資その他の資産の「長期事業目的有価証

券」に計上しております。 

 なお、当該出資金に関わる損益は売上高または売上原

価として計上しております。 

※７                ──────  ※７ 「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲

渡人の会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士

協会 会計制度委員会第15号）に準じて、金融取引と

して会計処理した当連結会計年度末の資産及び負債

は、次のとおりであります。 

販売用不動産 1,690百万円

長期借入金 1,755百万円

※８ 固定負債の「その他」に含まれている連結調整勘

定の残高は、140百万円であります。  

※８        ────── 

 



前連結会計年度 
（平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成19年11月30日） 

※９ ノンリコースローン  

 「短期借入金」及び「長期借入金」に含まれるノンリ

コースローン（責任財産限定型債務）は、11,703百万

円及び23,478百万円であります。 

 当該ノンリコースローンは連結子会社である有限会

社サファイア・ライン他６社がそれぞれ保有する不動

産を担保として金融機関から調達した借入金であり、

当該不動産及び当該不動産の収益のみを返済原資とす

るものです。 

 上記ノンリコースローンに対応する連結子会社の資

産の金額は次のとおりであります。 

※９ ノンリコースローン  

 「短期借入金」及び「長期借入金」に含まれるノンリ

コースローン（責任財産限定型債務）は、それぞれ

19,649百万円及び42,612百万円であります。 

 当該ノンリコースローンは連結子会社である有限会

社パシフィック・クリエイツ・キャピタル他８社がそ

れぞれ保有する不動産を担保として金融機関から調達

した借入金であり、当該不動産及び当該不動産の収益

のみを返済原資とするものです。 

 上記ノンリコースローンに対応する連結子会社の資

産の金額は、次のとおりであります。 

販売用不動産 9,668百万円 

仕掛不動産 13,617百万円 

流動資産（その他） 2,367百万円  

建物及び構築物 8,091百万円 

機械装置及び運搬具 29百万円 

工具器具備品 5百万円  

土地 11,153百万円  

投資その他の資産（その

他） 

51百万円 

合計 44,984百万円 

販売用不動産 51,402百万円 

仕掛不動産 21,312百万円 

その他流動資産（信託留保

金） 

6,809百万円  

合計 79,524百万円 

※10 受取手形及び売掛金には、完成工事未収入金を含

めております。 

※10 受取手形及び売掛金には、完成工事未収入金を含

めております。 

※11 財務制限条項 

   短期借入金の合計額のうち30,974百万円には、以下

の財務制限条項が付されており、各条項のいずれかに

抵触した場合には、当該借入金の借入先に対し該当す

る借入金額を一括返済することがあります。 

（カッコ内は財務制限条項の対象となる借入金額。） 

  なお、複数の財務制限条項が付されている借入金

があるため、下記（１）から（４）までの合計は、 

30,974百万円を超えております。 

  

（１） 純資産維持条項  

①各決算期末、各中間決算期末及び各四半期決算期末

において、連結貸借対照表における従来の資本の部

の合計に相当する金額を、それぞれ直前決算期末の

金額の75％以上に維持すること。各決算期末及び各

中間決算期末において、単体貸借対照表における従

来の資本の部の合計に相当する金額を、それぞれ直

前決算期末の金額の75％以上に維持すること。

（3,400百万円） 

②各決算期末及び各中間決算期末において、単体及び

連結貸借対照表における純資産の部の金額から新株

予約権、繰延ヘッジ損益及び連結貸借対照表の場合

には少数株主持分の金額を控除した金額を、平成17

年11月末日の資本の部の金額もしくは直前各決算期

末の純資産の部から新株予約権、繰延ヘッジ損益及

び連結貸借対照表の場合には少数株主持分の金額を

控除した金額のいずれかの金額の高い方の75％相当

額以上に維持すること。（770百万円） 

※11  財務制限条項 

  「短期借入金」及び「長期借入金」の合計額のうち

74,060百万円には、以下の財務制限条項が付されてお

り、各条項のいずれかに抵触した場合には、当該借入

金の借入先に対し該当する借入金額を一括返済するこ

とがあります。（カッコ内は財務制限条項の対象とな

る借入金額） 

  なお、複数の財務制限条項が付されている借入金

があるため、下記（１）から（５）までの合計は、 

74,060百万円を超えております。 

（１） 純資産維持条項  

①各決算期末、各中間決算期末及び各四半期決算期末

において、連結貸借対照表における純資産の部の合

計額を、それぞれ直前決算期末の金額の75％以上に

維持すること。各決算期末及び各中間決算期末にお

いて、単体貸借対照表における純資産の部の合計額 

を、それぞれ直前決算期末の金額の75％以上に維持

すること。（「短期借入金」のうち3,500百万円） 

  

②各決算期末及び各中間決算期末において、単体及び

連結貸借対照表における純資産の部の金額から新株

予約権、繰延ヘッジ損益及び連結貸借対照表の場合

には少数株主持分の金額を控除した金額を、平成18

年11月末日の純資産の部の金額もしくは直前各決算

期末の純資産の部から新株予約権、繰延ヘッジ損益

及び連結貸借対照表の場合には少数株主持分の金額

を控除した金額のいずれかの金額の高い方の75％相

当額以上に維持すること。（「短期借入金」のうち

12,650百万円）  

 



前連結会計年度 
（平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成19年11月30日） 

③各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における従来の資本の部の合計に相

当する金額を、平成17年11月末日における連結及び

単体貸借対照表における資本の部のいずれか大きい

方の75％の金額以上にそれぞれ維持すること。

（1,000百万円） 

④各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における従来の資本の部の合計に相

当する金額を、それぞれ直前の中間期末、決算期末

又は平成17年11月末日における連結及び単体貸借対

照表における資本の部のいずれか高い方の金額の

75％以上に維持すること。（14,170百万円） 

⑤各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における従来の資本の部の合計に相

当する金額を、それぞれ直前各決算期末の金額の

60％以上に維持すること。（5,085百万円） 

⑥各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における従来の資本の部の合計に相

当する金額を、平成17年11月末日における連結及び

単体貸借対照表における資本の部の金額の70％以上

に維持すること。（2,759百万円。なお、当該借入金

額は貸出コミットメント契約に基づき、連結子会社

によってなされたものであります。） 

⑦各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における従来の資本の部の合計に相

当する金額を、平成16年11月末日における連結及び

単体貸借対照表における資本の部の金額の70％以上

に維持すること。（3,790百万円。なお、当該借入金

額は貸出コミットメント契約に基づき、連結子会社

によってなされたものであります。） 

⑧       ────── 

  

  

  

 （２）利益維持条項 

①各決算期末、各中間決算期末及び各四半期決算期末

における連結損益計算書の経常損益がマイナスにな

らないこと。各決算期末及び各中間決算期末におけ

る単体損益計算書の経常損益がマイナスにならない

こと。（3,400百万円） 

②各決算期末において連結及び単体損益計算書の経常

損益がマイナスにならないこと。（5,085百万円） 

③各決算期末及び中間決算期末において連結及び単体

損益計算書の経常損益がマイナスにならないこと。

（22,489百万円。なお、当該借入には貸出コミット

メント契約に基づき、連結子会社によってなされた

ものが含まれております。） 

③各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における純資産の部の金額を、平成

18年11月末日における連結及び単体貸借対照表にお

ける純資産の部のいずれか大きい方の75％の金額以

上にそれぞれ維持すること。（「短期借入金」のう

ち1,600百万円）   

④各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における純資産の部の金額を、それ

ぞれ直前の中間期末、決算期末における連結及び単

体貸借対照表の純資産の部のいずれか高い方の金額

の75％以上に維持すること。（「短期借入金」のう

ち36,490百万円）  

⑤       ────── 

 

  

  

⑥              ────── 

  

  

  

  

 

  

⑦               ────── 

  

  

  

 

  

  

⑧各決算期末において、単体貸借対照表の純資産の部

の金額がマイナスにならないこと。（「短期借入

金」のうち1,120百万円及び「長期借入金」のうち

500百万円）       

 （２）利益維持条項 

①各決算期末、各中間決算期末及び各四半期決算期末

における連結損益計算書の経常損益がマイナスにな

らないこと。各決算期末及び各中間決算期末におけ

る単体損益計算書の経常損益がマイナスにならない

こと。（「短期借入金」のうち3,500百万円）  

②               ──────  

  

③各決算期末及び中間決算期末において、連結及び単

体損益計算書の経常損益がマイナスにならないこ

と。（「短期借入金」のうち50,740百万円）  

  

  

 



前連結会計年度 
（平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成19年11月30日） 

 ④              ──────  

  

  

  

④各決算期末において、単体損益計算書の営業損益又

は経常損益のいずれかがマイナスにならないこと。

（「短期借入金」のうち1,120百万円及び「長期借入

金」のうち500百万円）  

（３）連結子会社が有する信託不動産の評価価額の

合計額から、財務制限条項の対象となる借入金の

合計額を0.85で除した金額を控除した金額がマイ

ナスにならないこと。（4,724百万円。なお、当

該借入金額は貸出コミットメント契約に基づき、

連結子会社によってなされたものの一部でありま

す。） 

 （４）連結子会社が有する信託不動産の評価価額の

合計額から、財務制限条項の対象となる借入金の

合計額を0.7で除した金額を控除した金額がマイナ

スにならないこと。（349百万円。なお、当該借入

金額は貸出コミットメント契約に基づき、連結子

会社によってなされたものの一部であります。） 

 （５）      ────── 

 （３）      ────── 

  

  

  

  

 

  

 （４）       ────── 

  

  

  

 

  

（５） ゴルフ場を保有する連結子会社のうち６社を対

象として各四半期末において実施される償却前営業

利益テストに合格すること。 

平成19年10月1日から平成19年12月31日までのその保

有するゴルフ場の実際の償却前営業利益の合計額が

それぞれ予定収支表に当該期間の予想として記載さ

れた償却前営業利益の85％に達している場合は合格

とし、達していない場合は不合格となる（「短期借

入金」のうち18,200百万円。なお、当該借入金額は

連結子会社によってなされたものであります。）。 

※12        ────── ※12 のれん及び負ののれんの表示 

のれん及び負ののれんは、相殺して無形固定資産の

「のれん」と表示しております。相殺前の金額は、次

のとおりであります。 

のれん 7,303百万円 

負ののれん 108百万円 

差引額 7,194百万円 

 13 契約残高 

 当社及び連結子会社は、現在開発中又は開発予定の

不動産について当連結会計年度末以降に取得・引取す

る契約を締結しております。当連結会計年度末の当該

契約残高は82,594百万円（うち１年超27,256百万円）

であります。 

 13 契約残高 

 当社及び連結子会社は、現在開発中又は開発予定の

不動産について当連結会計年度末以降に取得・引取す

る契約を締結しております。当連結会計年度末の当該

契約残高は97,088百万円（うち1年超26,324百万円）

であります。  

 14  受取手形割引高  

 19百万円  

 14         ────── 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

※１ 固定資産売却益 

建物及び構築物 105百万円 

機械装置及び運搬具 1百万円 

工具器具備品 0百万円 

土地 83百万円 

合計 190百万円 

※１ 固定資産売却益 

建物及び構築物 288百万円 

土地 1,958百万円 

合計 2,246百万円 

※２        ────── ※２ 固定資産売却損 

建物及び構築物 556百万円 

機械装置及び運搬具 3百万円 

土地 90百万円 

合計 651百万円 

※３ 固定資産除却損 

建物及び構築物  2百万円 

機械装置及び運搬具 0百万円 

工具器具備品 0百万円 

合計 3百万円 

※３ 固定資産除却損 

工具器具備品等 3百万円 

※４ 投資有価証券売却益の内訳は、次のとおりであり

ます。 

子会社株式及び関連会社株式 82百万円 

その他有価証券 4百万円 

合計 86百万円 

※４ 投資有価証券売却益の内訳は、次のとおりであり

ます。 

関連会社株式 4百万円 

その他有価証券 1,062百万円 

合計 1,066百万円 

※５ 投資有価証券売却損の内訳は、次のとおりであり

ます。 

子会社株式 7百万円 

その他有価証券 13百万円 

合計 21百万円 

※５ 投資有価証券売却損の内訳は、次のとおりであり

ます。 

子会社株式  24百万円 

その他有価証券  2百万円 

合計 26百万円 

 ※６ その他の関係会社有価証券及び長期事業目的有価

証券に係る匿名組合からの配当損益は、次のとお

りであります。 

その他の関係会社有価証券  2,174百万円 

長期事業目的有価証券 1,006百万円 

合計 3,180百万円 

 ※６ 売上高及び売上原価に含めた「その他の関係会社

有価証券」及び「長期事業目的有価証券」に係る

匿名組合からの配当損益は、次のとおりでありま

す。 

(1）売上高 

(2）売上原価 

その他の関係会社有価証券  4百万円 

長期事業目的有価証券 958百万円 

合計 962百万円 

その他の関係会社有価証券  91百万円 

長期事業目的有価証券 165百万円 

合計 257百万円 

※７ 売買契約に基づく契約損失引当金繰入額2,600百万

円が売上原価に含まれております。 

※７        ──────  



（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 １．株式分割（分割比率１：３）による増加は、417,536株であります。 

 ２. 新株予約権の権利行使による増加は、90株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

（注）平成18年１月20日付をもって普通株式１株を３株に分割しておりますが、上記１株当たり配当金額は分割考慮前の

ものとなっております。 

 （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式（株） 

（注）１,２ 
208,768 417,626 － 626,394 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
普通株式 － － － － 2 

合計 － － － － － 2 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

 平成18年２月24日

定時株主総会 
普通株式  438 2,100 平成17年11月30日  平成18年２月24日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

（百万円）  

１株当たり 

 配当額（円） 
基準日 効力発生日 

 平成19年２月27

日定時株主総会 
普通株式  利益剰余金  1,064 1,700 平成18年11月30日  平成19年２月28日 



当連結会計年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 １．公募増資による増加は、72,000株であります。 

 ２. 新株予約権の権利行使による増加は、1,452株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

 （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式（株） 

（注）１,２ 
626,394 73,452 － 699,846 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
普通株式 － － － － 30 

合計 － － － － － 30 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円）  

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

 平成19年２月27

日定時株主総会 
普通株式  1,064 1,700 平成18年11月30日 平成19年２月28日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（百万円）  

１株当たり 

 配当額（円） 
基準日 効力発生日 

 平成20年１月25

日取締役会 
普通株式  利益剰余金  1,259 1,800 平成19年11月30日  平成20年２月28日 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年11月30日現在） （平成19年11月30日現在） 

現金及び預金勘定 31,324百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
－百万円

現金及び現金同等物 31,324百万円

現金及び預金勘定 40,329百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△300百万円

現金及び現金同等物 40,029百万円

 ※２ 株式及び出資持分の取得により新たに連結子会社

となった会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式及び出資金の取得により新たに連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式

及び出資金の取得価額と取得による支出及び収入

（純額）との関係は次のとおりであります。 

 ※２ 株式及び出資持分の取得により新たに連結子会社

となった会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式及び出資金の取得により新たに連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式

及び出資金の取得価額と取得による支出及び収入

（純額）との関係は、次のとおりであります。 

秀栄商事株式会社、明成興業株式会社及びピーエス

アール福崎株式会社他３社 

 なお、秀栄商事株式会社及び明成興業株式会社は

平成18年５月26日付で株式会社タマホールディング

スに吸収合併されております。  

販売用不動産 6,437百万円

その他流動資産 465百万円

固定資産 2,654百万円

投資その他の資産  7百万円

流動負債 △471百万円

固定負債 △243百万円

取得時提出会社持分 △55百万円

上記６社株式の取得価額 8,795百万円

上記６社現金及び現金同等物 77百万円

差引：上記６社取得による支出 8,718百万円

ピーエスアール武蔵株式会社、有限会社眞和、有限

会社新生及びピーエスアール坂東株式会社 

流動資産 2,433百万円

固定資産 11,201百万円

のれん 6,119百万円

流動負債 △457百万円

固定負債 △1,431百万円

株式取得に伴う貸付金 △781百万円

上記４社株式の取得価額 17,085百万円

前連結会計年度における株式取得の

ための前渡金 

260百万円

上記４社現金及び現金同等物 98百万円

差引：上記４社取得による支出 16,726百万円

株式会社中川工務店他１社、ピーエスアール相武株

式会社、株式会社ヱスビー商事及び有限会社下目黒

興産 

販売用不動産 4,612百万円

仕掛不動産 1,186百万円

その他流動資産 3,023百万円

固定資産 8,968百万円

連結調整勘定 493百万円

投資その他の資産 664百万円

流動負債 △16,296百万円

固定負債 △1,657百万円

連結調整勘定 △656百万円

少数株主持分  △36百万円

取得時提出会社持分 △111百万円

上記５社株式の取得価額 190百万円

上記５社現金及び現金同等物 1,530百万円

差引：上記５社取得による収入 1,340百万円

 

 



次へ 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

 なお、株式会社ヱスビー商事は平成18年９月23日

付で株式会社相武カントリー倶楽部に吸収合併され

ております。株式会社相武カントリー倶楽部は、平

成18年９月28日をもって、ピーエスアール相武株式

会社に商号を変更しております。 

 

有限会社ファイン・ビルディング・コーポレーショ

ン 

販売用不動産 19,488百万円

その他流動資産 1,013百万円

投資その他の資産 46百万円

流動負債 △208百万円

連結調整勘定 △255百万円

その他の固定負債 △13,387百万円

少数株主持分 △3百万円

有限会社ファイン・ビルディング・

コーポレーション株式の取得価額 

6,694百万円

有限会社ファイン・ビルディング・

コーポレーション現金及び現金同等

物 

192百万円

差引：有限会社ファイン・ビルディ

ング・コーポレーション取得による

支出 

6,501百万円

 

 ※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により有限会社オーク・デベロップメ

ントが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の

資産及び負債の内訳並びに株式売却益と売却による

支出は次のとおりであります。 

仕掛不動産 5,528百万円

その他流動資産  444百万円

 資産計  5,973百万円

流動負債 6,052百万円

 負債計 6,052百万円

株式売却益 82百万円

現金及び現金同等物 444百万円

差引：有限会社オーク・デベロップ

メント売却による支出 

441百万円

 

   



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１. リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 前連結会計年度よりリース契約１件当たりのリース料

総額が３百万円未満のリース取引は下記の金額に含めて

おりません。 

１. リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  

（借主側） 

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

（借主側） 

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

94 69 24 

工具器具備品 32 22 10 

ソフトウェア 26 12 14 

 
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

49 29 20 

工具器具備品 72 24 47 

（２） 未経過リース料期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 31百万円 

１年超 33百万円 

合計 65百万円 

１年以内 21百万円 

１年超 48百万円 

合計 70百万円 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 33百万円 

減価償却費相当額 27百万円 

支払利息相当額 2百万円 

支払リース料 33百万円 

減価償却費相当額 33百万円 

支払利息相当額 2百万円 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（５）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

（５）利息相当額の算定方法 

同左 

２.        ────── ２. オペレーティング・リース取引 

（貸主側） 

   未経過リース料 

１年以内 1,039百万円 

１年超 4,097百万円 

合計 5,136百万円 



（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成18年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注）匿名組合出資には、長期事業目的有価証券が含まれております。 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  該当事項はありません。 

  種類 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 6,581 6,819 238 

(2）債券 － － － 

(3）その他 1,331 2,274 943 

小計 7,912 9,093 1,181 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

 (1）株式 3,083 2,937 △145 

 (2）債券 － － － 

 (3）その他 － － － 

小計  3,083 2,937 △145 

合計 10,995 12,031 1,035 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

115 4 13 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

（１）関係会社株式  5  

（２）その他有価証券   

 非上場株式 373  

匿名組合出資 11,394 



当連結会計年度（平成19年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）１. 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

 ２. その他有価証券（時価のある株式）について491百万円減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっ

ては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行うほか、30％～50％

未満下落した場合には回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。 

 ３．「その他」の主なものは、証券投資信託受益証券（取得価額6,877百万円、連結貸借対照表計上額6,801百万

円、差額△76百万円）であります。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注）匿名組合出資には、長期事業目的有価証券が含まれております。 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  種類 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 － － － 

(2）債券 － － － 

(3）その他 1,965 2,538 573 

小計 1,965 2,538 573 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

 (1）株式 404 403 △0 

 (2）債券 － － － 

 (3）その他 6,136 6,030 △105 

小計  6,540 6,434 △106 

合計 8,506 8,973 467 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

1,905 1,066 2 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

（１）関係会社株式  611   

（２）その他有価証券   

 非上場株式 941   

 譲渡性預金 600   

匿名組合出資 15,940 

 

当連結会計年度（平成19年11月30日） 

１年以内  
（百万円） 

１年超５年以内  
（百万円） 

 ５年超10年以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

その他有価証券         

譲渡性預金 600 － － － 

合計 600 － － － 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

 １．取引の状況に関する事項  １．取引の状況に関する事項 

（１）取引の内容  

 当社及び連結子会社の利用しているデリバティブ

取引は、金利スワップ取引等であります。 

（１）取引の内容  

 同左 

（２）取引に対する取組方針 

当社及び連結子会社のデリバティブ取引は、将来の

金利の変動によるリスク回避を目的としており、投

機的な取引は行わない方針であります。 

（２）取引に対する取組方針 

 同左 

 （３）取引の利用目的 

 当社及び連結子会社のデリバティブ取引は、借入金

等の将来の金利市場における利率上昇によるリスクを

回避する目的で利用しており、投機やトレーディング

を目的としたものではありません。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

（３）取引の利用目的 

 同左 

 イ ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利

スワップについて特例処理の要件を満たしている場

合には特例処理を採用しております。 

 イ ヘッジ会計の方法 

 同左 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ取引等 

ヘッジ対象 借入金利  

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

 ハ ヘッジ方針 

 借入金の支払金利に係る金利変動リスクをヘッジし

ております。 

 ハ ヘッジ方針 

 同左 

 ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 主としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期

間における、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の

変動額等を基礎として有効性を判定しております。

ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワッ

プ等については、ヘッジ有効性判定を省略しており

ます。 

 ニ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

（４）取引に係るリスクの内容 

  当社及び連結子会社が利用する金利スワップ取引等

については、金利市場の変動によるリスクを有しており

ます。なお、これらの取引の契約先は信用度の高い金融

機関に限っているため、相手先の契約不履行によるリス

クはほとんどないと判断しております。 

（４）取引に係るリスクの内容 

同左 

 （５）取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担

当部門が決裁権限者の承認を得て行っております。 

 （５）取引に係るリスク管理体制 

同左 



２．取引の時価等に関する事項 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

（注） １. 時価は、取引金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。 

    ２. 「契約額等」の欄の（ ）内は、キャップ料の連結貸借対照表計上額であります。 

  ３. 上記の金利キャップ取引については、潜在的なリスクはありません。 

    ４. ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

（注） １. 時価は、取引金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。 

    ２. 「契約額等」の欄の（ ）内は、キャップ料の連結貸借対照表計上額であります。 

    ３.  ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

区分 種類 

前連結会計年度（平成18年11月30日） 

契約額等 
契約額等 
うち１年超 

時価 評価損益 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

市場取引以外

の取引 

金利キャップ取引（買建） 
14,937 

(51) 

9,787 

(51) 
51 △39 

金利スワップ取引 

（支払固定・受取変動） 
15,000 15,000 29 29 

 合計 29,937 24,787 80 △9 

区分 種類 

当連結会計年度（平成19年11月30日） 

契約額等 
契約額等 
うち１年超 

時価 評価損益 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

市場取引以外

の取引 

金利キャップ取引（買建） 
29,787 

(184) 

29,787 

(184) 
184 △239 

金利スワップ取引 

（支払固定・受取変動） 
15,000 15,000 △15 △44 

 合計 44,787 44,787 169 △283 



（退職給付関係） 

次へ 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１. 採用している退職給付

制度の概要 

 当社の連結子会社３社は、退職金規

程に基づく退職一時金制度を採用して

おります。また当社の連結子会社１社

は、規程に基づく退職一時金制度を採

用し、特定退職金共済制度に加入して

おります。なお、当社の連結子会社４

社は、退職給付債務の算定に当たり簡

便法（自己都合退職による期末要支給

額の100％を退職給付債務とする方法）

を採用しております。 

 当社の連結子会社２社は、退職金規

程に基づく退職一時金制度を採用して

おります。また当社の連結子会社１社

は、規程に基づく退職一時金制度を採

用し、特定退職金共済制度に加入して

おります。なお、当社の連結子会社３

社は、退職給付債務の算定に当たり簡

便法（自己都合退職による期末要支給

額の100％を退職給付債務とする方法）

を採用しております。 

 ２. 退職給付債務に関する

事項 

退職給付債務 132百万円 

退職給付引当金 132百万円 

退職給付債務 230百万円 

退職給付引当金 230百万円 

 ３. 退職給付費用に関する事

項 

(注）簡便法を採用している連結子会社

の退職給付費用は「勤務費用」に計

上しております。 

勤務費用 28百万円 

退職給付費用 28百万円 

(注）簡便法を採用している連結子会社

の退職給付費用は「勤務費用」に計

上しております。 

勤務費用 23百万円 

退職給付費用 23百万円 

 ４. 退職給付債務等の計算

の基礎に関する事項 

 当社の連結子会社４社は、退職給付

債務の算定に当たり、簡便法を採用し

ておりますので、基礎率等については

記載しておりません。 

 当社の連結子会社３社は、退職給付

債務の算定に当たり、簡便法を採用し

ておりますので、基礎率等については

記載しておりません。 



（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

 平成16年11月期 
 第１回新株予約権 

パシフィックマネジメント
株式会社 

 平成17年11月期  
 第２回新株予約権（い） 

パシフィックマネジメント
株式会社 

平成17年11月期   
 第２回新株予約権（ろ） 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役４名 

当社監査役２名  

当社使用人18名  

子会社取締役１名  

合計25名 

当社取締役５名 

当社使用人37名  

子会社使用人１名 

合計43名 

子会社取締役２名 

子会社使用人２名  

合計４名 

ストック・オプション数 

（注）１ 
普通株式 325株   普通株式 960株   普通株式 33株   

付与日（取締役会決議日）  平成16年２月24日  平成17年４月21日  平成17年８月25日 

権利確定条件  （注）２   （注）２   （注）２ 

対象勤務期間 
自 平成16年２月24日   

至 平成17年２月27日  

自 平成17年４月21日  

至 平成19年２月25日  

自 平成17年８月25日  

至 平成19年２月25日  

権利行使期間 
自 平成17年２月28日 

至 平成19年２月27日  

自 平成19年２月26日  

至 平成21年２月25日   

自 平成19年２月26日 

至 平成21年２月25日 

権利行使条件  （注）３  （注）３  （注）３ 

 

パシフィックマネジメント
株式会社 

平成18年11月期  
 第３回新株予約権（い）  

パシフィックマネジメント
株式会社 

 平成18年11月期  
 第３回新株予約権（ろ）  

付与対象者の区分及び数 

当社取締役３名 

当社使用人51名  

子会社取締役１名 

子会社使用人３名 

合計58名 

当社使用人16名 

子会社取締役３名  

子会社使用人３名 

合計22名 

ストック・オプション数 

（注）１ 
普通株式 1,024株   普通株式 415株   

付与日（取締役会決議日）  平成18年３月６日  平成18年11月３日 

権利確定条件   （注）２   （注）２ 

対象勤務期間 
自 平成18年３月６日  

至 平成20年２月24日   

自 平成18年11月３日  

至 平成20年２月24日  

権利行使期間 
自 平成20年２月25日  

至 平成22年２月24日   

自 平成20年２月25日  

至 平成22年２月24日 

権利行使条件  （注）３  （注）３ 

 （注） １．株式数に換算して記載しております。 

２．付与日以降権利確定日までの間、継続して当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は使用人であ

ることを要する。 

３．権利行使の条件は以下のとおりです。 

  ① 新株予約権の割当を受けた者は、割当てを受けた日から権利行使時までの間、継続して当社又は

当社の子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任、定

年退職その他当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。 

 ② 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 ③ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する契約に定めるところによる。 



 
株式会社中川工務店 
平成18年11月期 

 第２回新株予約権  

付与対象者の区分及び数 同社取締役４名 

ストック・オプション数 

（注）１ 
普通株式 599株   

付与日（取締役会決議日）  平成18年４月27日 

権利確定条件   （注）２ 

対象勤務期間 
自 平成18年４月27日  

至 平成20年４月27日   

権利行使期間 
自 平成20年４月28日  

至 平成25年４月27日   

権利行使条件  （注）３ 

 （注） １．株式数に換算して記載しております。 

２．付与日以降権利確定日までの間、継続して同社又は同社の子会社の取締役又は使用人であることを要

する。 

３．権利行使の条件は以下のとおりです。 

  ① 同社の議決権株式を有する株主の過半数から、平成19年10月末日までに書面による同意が得られる

ことを条件とする。 

 ②  新株予約権の割当を受けた者は、割当てを受けた日から権利行使時までの間、継続して同社又は同

社の子会社の取締役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他当

社取締役会が認めた場合はこの限りでない。 

 ③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 ④ 株主総会及び取締役会決議に基づき、同社と新株予約権者との間で締結する契約に違反しないこと。

 
株式会社中川工務店 
 平成18年11月期  
 第３回新株予約権  

付与対象者の区分及び数 

同社取締役４名 

同社使用人37名 

同社の子会社取締役１名  

合計42名 

ストック・オプション数 

（注）１ 
普通株式 100株   

付与日（取締役会決議日）  平成18年４月27日 

権利確定条件   （注）２ 

対象勤務期間 （注）３ 

権利行使期間  （注）３ 

権利行使条件  （注）４ 

 （注） １．株式数に換算して記載しております。 

２. 付与日以降権利確定日までの間、継続して同社又は同社の子会社の取締役又は使用人であることを要す

る。 

３． 同社株式が証券取引法の定めにより設置される証券取引所において上場された日（以下「上場日」とい

う。）から２年が経過する日までとする。 但し、上場日が平成20年４月28日以前に到来した場合に

は、平成20年４月28日から２年が経過する日までとする。行使期間の最終日は平成28年４月27日を超え

ないものとする。  

４． 権利行使の条件は以下のとおりです。 

 ① 新株予約権の割当を受けた者は、割当てを受けた日から権利行使時までの間、継続して同社又は同社の

子会社の取締役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他当社取締

役会が認めた場合はこの限りでない。  

 ② 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。  

 ③ 株主総会及び取締役会決議に基づき、同社と新株予約権者との間で締結する契約に違反しないこと。 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 （単位：株） 

 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成16年11月期 
 第１回新株予約権  

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成17年11月期 
 第２回新株予約権（い）  

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成17年11月 
第２回新株予約権（ろ） 

付与日  平成16年２月24日 平成17年４月21日   平成17年８月25日 

権利確定前       

前連結会計年度末未確定残 － 930 33 

付与 － － － 

分割による増加（注） － 1,860 66 

失効 － 51 18 

権利確定 － － － 

当連結会計年度末未確定残 － 2,739 81 

権利確定後        

 前連結会計年度末未行使残 410 － － 

権利確定 － － － 

 分割による増加（注） 820 － － 

 権利行使 90 － － 

失効 － － － 

当連結会計年度末未行使残  1,140 － － 

 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成18年11月期 
 第３回新株予約権（い）  

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成18年11月期 
第３回新株予約権（ろ）   

付与日   平成18年３月６日   平成18年11月３日 

権利確定前     

前連結会計年度末未確定残 － － 

付与 1,024 415 

分割による増加（注） － － 

失効 33 － 

権利確定 － － 

当連結会計年度末未確定残 991 415 

権利確定後      

 前連結会計年度末未行使残 － － 

権利確定 － － 

 分割による増加（注） － － 

 権利行使 － － 

失効 － － 

当連結会計年度末未行使残  － － 

 （注） 平成17年６月23日開催の取締役会決議により、平成18年１月20日をもって、普通株式1株を３株に分割い

たしました。権利株式数は分割後の株式数で記載しております。 



② 単価情報 

 （単位：円）

 
 株式会社中川工務店 

平成18年11月期 
 第２回新株予約権   

 株式会社中川工務店  
平成18年11月期 

第３回新株予約権   

付与日   平成18年４月27日   平成18年４月27日 

権利確定前     

前連結会計年度末未確定残 － － 

付与 599 100 

分割による増加 － － 

失効 － － 

権利確定 － － 

当連結会計年度末未確定残 599 100 

権利確定後      

 前連結会計年度末未行使残 － － 

権利確定 － － 

分割による増加 － － 

権利行使 － － 

失効 － － 

当連結会計年度末未行使残  － － 

 

パシフィックマネジメント
株式会社 

平成16年11月期 
 第１回新株予約権 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成17年11月期 
 第２回新株予約権（い） 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成17年11月期 
第２回新株予約権（ろ） 

権利行使価格 （注） 29,834 120,667 169,628 

権利行使時の平均株価

（注） 
197,961 － － 

付与日における公正な評価

単価 
 －  －  － 

 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成18年11月期 
 第３回新株予約権（い） 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成18年11月期 
 第３回新株予約権（ろ） 

権利行使価格（注） 346,553 334,450 

権利行使時の平均株価

（注） 
－ － 

付与日における公正な評価

単価 
 － 110,428 

 （注）平成17年６月23日開催の取締役会決議により、平成18年１月20日をもって、普通株式1株を３株に分割いたし

ました。権利行使価格は分割後の金額で記載、権利行使時の平均株価は、当該分割が期首に行われたものとし

て算出しております。 



２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与されたパシフィックマネジメント株式会社第３回新株予約権（ろ）（平成18年11月３

日）についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。 

① 使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法  

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法  

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式を採用してお

ります。 

４．連結財務諸表への影響額 

次へ 

 
株式会社中川工務店 
平成18年11月期 

 第２回新株予約権 

株式会社中川工務店  
平成18年11月期 

 第３回新株予約権 

権利行使価格 133,000 133,000 

権利行使時の平均株価 － － 

付与日における公正な評価

単価 
－ － 

  
パシフィックマネジメント株式会社  

 第３回新株予約権（ろ） 

 株価変動性 （注）１ 64.164％  

 予想残存期間 （注）２ ２年３ヵ月  

 予想配当 （注）３ 700円／株  

 無リスク利子率 （注）４ 0.783％  

 （注） １．２年４ヶ月間（平成16年７月から平成18年11月まで）の株価実績に基づき算定しておりま

す。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点に

おいて行使されるものと推定して見積もっております。 

３．平成17年11月期の配当実績（株式分割考慮後）によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

ストック・オプション制度による株式報酬費用 2百万円



当連結会計年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

販売費及び一般管理費 27百万円

 

パシフィックマネジメント
株式会社 

 平成17年11月期  
 第２回新株予約権（い） 

パシフィックマネジメント
株式会社 

平成17年11月期   
 第２回新株予約権（ろ） 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役５名 

当社使用人37名  

子会社使用人１名 

合計43名 

子会社取締役２名 

子会社使用人２名  

合計４名 

ストック・オプション数 

（注）１ 
普通株式 960株   普通株式 33株   

付与日（取締役会決議日）  平成17年４月21日  平成17年８月25日 

権利確定条件   （注）２   （注）２ 

対象勤務期間 
自 平成17年４月21日  

至 平成19年２月25日  

自 平成17年８月25日  

至 平成19年２月25日  

権利行使期間 
自 平成19年２月26日  

至 平成21年２月25日   

自 平成19年２月26日 

至 平成21年２月25日 

権利行使条件  （注）３  （注）３ 

 

パシフィックマネジメント
株式会社 

平成18年11月期  
 第３回新株予約権（い）  

パシフィックマネジメント
株式会社 

 平成18年11月期  
 第３回新株予約権（ろ）  

付与対象者の区分及び数 

当社取締役３名 

当社使用人51名  

子会社取締役１名 

子会社使用人３名 

合計58名 

当社使用人16名 

子会社取締役３名  

子会社使用人３名 

合計22名 

ストック・オプション数 

（注）１ 
普通株式 1,024株   普通株式 415株   

付与日（取締役会決議日）  平成18年３月６日  平成18年11月３日 

権利確定条件   （注）２   （注）２ 

対象勤務期間 
自 平成18年３月６日  

至 平成20年２月24日   

自 平成18年11月３日  

至 平成20年２月24日  

権利行使期間 
自 平成20年２月25日  

至 平成22年２月24日   

自 平成20年２月25日  

至 平成22年２月24日 

権利行使条件  （注）３  （注）３ 

 （注） １．株式数に換算して記載しております。 

２．付与日以降権利確定日までの間、継続して当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は使用人である

ことを要する。 

３．権利行使の条件は以下のとおりです。 

  ① 新株予約権の割当を受けた者は、割当てを受けた日から権利行使時までの間、継続して当社又は当

社の子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退

職その他当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。 

 ② 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 ③ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結

する契約に定めるところによる。 



 
株式会社中川工務店 
平成18年11月期 

 第２回新株予約権  

付与対象者の区分及び数 同社取締役４名 

ストック・オプション数 

（注）１ 
普通株式 599株   

付与日（取締役会決議日）  平成18年４月27日 

権利確定条件   （注）２ 

対象勤務期間 
自 平成18年４月27日  

至 平成20年４月27日   

権利行使期間 
自 平成20年４月28日  

至 平成25年４月27日   

権利行使条件  （注）３ 

 （注） １．株式数に換算して記載しております。 

２．付与日以降権利確定日までの間、継続して同社又は同社の子会社の取締役又は使用人であることを要

する。 

３．権利行使の条件は以下のとおりです。 

 ①  新株予約権の割当を受けた者は、割当てを受けた日から権利行使時までの間、継続して同社又は同

社の子会社の取締役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他

当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。 

 ② 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

 ③ 株主総会及び取締役会決議に基づき、同社と新株予約権者との間で締結する契約に違反しないこ

と。 

 
株式会社中川工務店 
 平成18年11月期  
 第３回新株予約権  

付与対象者の区分及び数 

同社取締役４名 

同社使用人37名 

同社の子会社取締役１名  

合計42名 

ストック・オプション数 

（注）１ 
普通株式 100株   

付与日（取締役会決議日）  平成18年４月27日 

権利確定条件   （注）２ 

対象勤務期間 （注）３ 

権利行使期間  （注）３ 

権利行使条件  （注）４ 

 （注） １．株式数に換算して記載しております。 

２. 付与日以降権利確定日までの間、継続して同社又は同社の子会社の取締役又は使用人であることを要す

る。 

３． 同社株式が証券取引法の定めにより設置される証券取引所において上場された日（以下「上場日」と

いう。）から２年が経過する日までとする。 但し、上場日が平成20年４月28日以前に到来した場合に

は、平成20年４月28日から２年が経過する日までとする。行使期間の最終日は平成28年４月27日を超

えないものとする。  

４． 権利行使の条件は以下のとおりです。 

 ① 新株予約権の割当を受けた者は、割当てを受けた日から権利行使時までの間、継続して同社又は同社

の子会社の取締役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他当社

取締役会が認めた場合はこの限りでない。  

 ② 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。  

 ③ 株主総会及び取締役会決議に基づき、同社と新株予約権者との間で締結する契約に違反しないこと。 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 （単位：株） 

 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成16年11月期 
 第１回新株予約権  

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成17年11月期 
 第２回新株予約権（い）  

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成17年11月 
第２回新株予約権（ろ） 

付与日  平成16年２月24日 平成17年４月21日   平成17年８月25日 

権利確定前       

前連結会計年度末未確定残 － 2,739 81 

付与 － － － 

失効 － 30 － 

権利確定 － 2,709 81 

当連結会計年度末未確定残 － － － 

権利確定後        

 前連結会計年度末未行使残 1,140 － － 

権利確定 － 2,709 81 

 権利行使 1,140 312 － 

失効 － － － 

当連結会計年度末未行使残  － 2,397 81 

 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成18年11月期 
 第３回新株予約権（い）  

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成18年11月期 
第３回新株予約権（ろ）   

付与日   平成18年３月６日   平成18年11月３日 

権利確定前     

前連結会計年度末未確定残 991 415 

付与 － － 

失効 126 73 

権利確定 － － 

当連結会計年度末未確定残 865 342 

権利確定後      

 前連結会計年度末未行使残 － － 

権利確定 － － 

 権利行使 － － 

失効 － － 

当連結会計年度末未行使残  － － 



② 単価情報 

 （単位：円）

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法  

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式を採用してお

ります。 

 
 株式会社中川工務店 

平成18年11月期 
 第２回新株予約権   

 株式会社中川工務店  
平成18年11月期 

第３回新株予約権   

付与日   平成18年４月27日   平成18年４月27日 

権利確定前     

前連結会計年度末未確定残 599 100 

付与 － － 

失効 － － 

権利確定 － － 

当連結会計年度末未確定残 599 100 

権利確定後      

 前連結会計年度末未行使残 － － 

権利確定 － － 

権利行使 － － 

失効 － － 

当連結会計年度末未行使残   － － 

 

パシフィックマネジメント
株式会社 

平成16年11月期 
 第１回新株予約権 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成17年11月期 
 第２回新株予約権（い） 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成17年11月期 
第２回新株予約権（ろ） 

権利行使価格 （注） 29,834 120,667 169,628 

権利行使時の平均株価

（注） 
265,421 218,731 － 

付与日における公正な評価

単価 
－ － － 

 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成18年11月期 
 第３回新株予約権（い） 

 パシフィックマネジメント
株式会社 

平成18年11月期 
 第３回新株予約権（ろ） 

権利行使価格（注） 346,553 334,450 

権利行使時の平均株価

（注） 
－ － 

付与日における公正な評価

単価 
－ 110,428 

（注）平成17年６月23日開催の取締役会決議により、平成18年１月20日をもって、普通株式1株を３株に分割いたしま

した。権利行使価格は分割後の金額で記載、権利行使時の平均株価は、当該分割が期首に行われたものとして

算出しております。 

 
株式会社中川工務店 
平成18年11月期 

 第２回新株予約権 

株式会社中川工務店  
平成18年11月期 

 第３回新株予約権 

権利行使価格 133,000 133,000 

権利行使時の平均株価 － － 

付与日における公正な評価

単価 
－ － 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産    

未払事業税損金不算入額 672百万円

未払賞与損金不算入額 260百万円

未払不動産取得税損金不算入額 27百万円

役員退職慰労引当金損金不算入額 106百万円

繰越欠損金 1,253百万円

関係会社間内部利益消去 132百万円

貸付債権売却益 357百万円

契約損失引当金損金不算入額 1,058百万円

連結子会社資産の時価評価による

評価差額 

247百万円

有価証券評価損 810百万円

その他 291百万円

繰延税金資産小計 5,217百万円

評価性引当額 △1,456百万円

繰延税金資産合計 3,761百万円

繰延税金負債    

貸倒引当金連結調整額 2百万円

その他有価証券評価差額金 469百万円

その他 130百万円

繰延税金負債合計 602百万円

繰延税金資産（負債）の純額 3,158百万円

繰延税金資産    

未払事業税 674百万円

未払賞与 195百万円

役員退職慰労引当金 117百万円

繰越欠損金 2,629百万円

連結会社間内部利益消去 133百万円

連結子会社資産の時価評価による

評価差額 

102百万円

投資有価証券評価損 199百万円

販売用不動産評価損 333百万円

その他 616百万円

繰延税金資産小計 5,003百万円

評価性引当額 △2,717百万円

同一納税主体による相殺 △197百万円

繰延税金資産の純額 2,088百万円

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 197百万円

連結子会社資産の時価評価による

評価差額 

979百万円

繰延税金負債小計 1,176百万円

 同一納税主体による相殺 △197百万円

繰延税金負債の純額 979百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ

るため記載を省略しております。 

 法定実効税率       40.7％

 （調整）  

  評価性引当額の増減 0.9％

  持分法損益等連結調整に係る項目 1.7％

  その他 1.2％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.5％

   



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

 

不動産投資
ファンド事
業 
（百万円） 

不動産投資
コンサルテ
ィングサー
ビス事業 
（百万円） 

不動産投資
事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 9,436 6,041 153,836 169,313 － 169,313 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
9,102 255 99 9,457 (9,457) － 

計 18,538 6,297 153,935 178,771 (9,457) 169,313 

営業費用 3,859 1,143 144,956 149,959 (2,625) 147,333 

営業利益 14,679 5,153 8,978 28,811 (6,831) 21,980 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
           

資産 24,956 403 142,799 168,159 27,305 195,464 

減価償却費 38 9 641 689 101 790 

資本的支出 56 232 962 1,251 180 1,432 

 

不動産投資
ファンド事
業 
（百万円） 

不動産投資
コンサルテ
ィングサー
ビス事業 
（百万円） 

不動産投資
事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 12,340 3,710 111,656 127,707 － 127,707 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
10,504 418 0 10,923 (10,923) － 

計 22,845 4,129 111,656 138,631 (10,923) 127,707 

営業費用 4,350 1,259 104,795 110,405 (8,787) 101,617 

営業利益 18,494 2,869 6,860 28,225 (2,135) 26,090 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
           

資産 23,959 1,478 272,238 297,676 26,872 324,549 

減価償却費 77 73 2,391 2,542 89 2,631 

資本的支出 37 953 1,325 2,316 215 2,531 



 （注）１. 事業区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２. 各区分に属する主要な事業内容 

３. 「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

４. 会計処理方法の変更（前連結会計年度）  

(1) 会計処理の変更（役員賞与に関する会計基準）に記載のとおり、役員賞与については、当連結会計年度

より発生時に販売費及び一般管理費として処理する方法に変更しております。この結果、従来の方法に

よった場合と比較して、不動産投資ファンド事業において営業費用が167百万円、不動産投資コンサルテ

ィングサービス事業において34百万円、不動産投資事業において1百万円、消去又は全社において69百万

円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。  

(2) 会計処理の変更（ストック・オプション等に関する会計基準）に記載のとおり、当連結会計年度より同

会計基準を適用しております。これによる各セグメントへの影響は軽微であります。  

  主要な事業内容 

不動産投資ファンド事業 
不動産投資ファンドのアレンジメント業務、マネジメント業務、

不動産投資ファンドへの投資 

不動産投資コンサルティングサービ

ス事業 
デューデリジェンス、アセットマネジメント 

不動産投資事業 不動産投資（ゴルフ場投資事業を含む） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額

（百万円） 

1,589 2,132 当社の管理部門に係る費用であります。 

消去又は全社の項

目に含めた全社資

産の金額（百万

円） 

29,016 26,872 
当社の余剰資金（現金及び預金）及び管理部

門に係る資産等であります。 



５. 営業費用の配分方法の変更（当連結会計年度） 

    匿名組合損益については、従来「不動産投資ファンド事業」において売上高計上すると共に「消去または

全社」において営業費用計上しておりましたが、営業費用の各セグメントへの配賦を見直した結果、当連結

会計年度より、「不動産投資ファンド事業」において売上高計上すると共に「不動産投資事業」において営

業費用計上しております。 

    この結果、従来の方法に比べて当連結会計年度の営業費用は、「不動産投資事業」において2,039百万円

増加し、「消去または全社」において同額減少しております。 

 なお、当連結会計年度のセグメント情報を、前連結会計年度において用いた配分方法により区分すると次

のようになります。 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がな

いため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

【関連当事者との取引関係】 

前連結会計年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

１．子会社等 

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引条件は、市場価額等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

当連結会計年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

 該当事項はありません。 

 

不動産投資
ファンド事
業 
（百万円） 

不動産投資
コンサルテ
ィングサー
ビス事業 
（百万円） 

不動産投資
事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

 売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対す

る売上高 
12,340 3,710 111,656 127,707 － 127,707 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

10,504 418 0 10,923 (10,923) － 

計 22,845 4,129 111,656 138,631 (10,923) 127,707 

営業費用 4,350 1,259 102,756 108,366 (6,748) 101,617 

営業利益 18,494 2,869 8,900 30,264 (4,174) 26,090 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

非連結子会

社 

有限会社

アクティ

ブ・イン

ベストメ

ント・ツ

ー 

東京都千

代田区 
3 

不動産投

資事業 
なし なし 

匿名組

合への

出資 

匿名組合出

資 
2,070 

その他の

関係会社

有価証券 

2,070 



（１株当たり情報） 

  （注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  ２．株式分割について 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１株当たり純資産額 61,439円97銭

１株当たり当期純利益 17,479円12銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 17,404円15銭

１株当たり純資産額    97,125円90銭

１株当たり当期純利益    17,571円18銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     17,540円05銭

 
前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

１株当たり当期純利益金額    

当期純利益（百万円） 10,948 12,077 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 10,948 12,077 

普通株式の期中平均株式数（株） 626,357 687,355 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（株） 2,698 1,220 

（うち新株予約権（株）） (2,698) (1,220) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 平成18年２月24日 

定時株主総会決議によるストッ

ク・オプション（新株予約権） 

普通株式 1,406株 

なお、この他に連結子会社の有す

る潜在株式として新株予約権２種

類がある。 

 平成18年２月24日 

定時株主総会決議によるストッ

ク・オプション（新株予約権） 

普通株式  1,207株 

なお、この他に連結子会社の有す

る潜在株式として新株予約権２種

類がある。 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

 当社は、平成18年１月20日付で株式１株につき３株の株

式分割を行っております。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、以下のとおりとなっています。 

 （前連結会計年度） 

１株当たり純資産額     43,830円27銭

１株当たり当期純利益      7,565円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     7,545円79銭

 ──────  



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１ 平成19年１月15日開催の取締役会において、公募に

より新株式を発行することを決議したことに基づ

き、平成19年２月１日を払込期日として次のとおり

新株式を発行いたしました。 

（１）募集株式の数  

 普通株式 72,000株 

（２）発行価額 

１株につき255,750円 

（３）発行価額の総額 

18,414百万円 

（４）資本組入額 

１株につき127,875円 

（５）資本組入額の総額 

 9,207百万円 

（６) 配当起算日 

 平成18年12月１日 

（７）資金使途 

 当社グループが新規に組成する不動産投資ファン

ドの出資金の一部へ充当する予定であります。 

１ 平成20年２月27日開催の取締役会において、当社取

締役に対して第４回株式報酬型ストックオプション

を、当社従業員並びに子会社取締役及び従業員に対し

て第５回株式報酬型ストックオプションを発行するこ

とを決議いたしました。 

  両ストックオプション制度の詳細は、「第４ 提出

会社の状況 １ 株式等の状況 (８) ストックオプシ

ョン制度の内容 ③及び④」に記載のとおりでありま

す。 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

２ 当社子会社のパシフィックスポーツアンドリゾーツ

株式会社は、平成19年1月19日付で、西武鉄道株式会

社、株式会社プリンスホテル及び西武ゴルフ株式会社

（以下西武グループという。）のゴルフ事業部門を承

継するために会社分割によって新設する予定であるピ

ーエスアール武蔵株式会社の株式を取得することを決

定し、当該株式譲渡契約を締結いたしました。 

 ピーエスアール武蔵株式会社は、「おおむらさきゴ

ルフコース」「吉井南陽台ゴルフコース」「箱根くら

かけゴルフ場」を運営する西武グループが、当該ゴル

フ倶楽部の保有・運営にかかる事業を承継させること

を目的として、会社分割により新設する予定である会

社であります。 

 （１）ピーエスアール武蔵株式会社の概要 

 ① 商号 

 ピーエスアール武蔵株式会社 

② 代表者  

 代表取締役社長 香本育良 

③ 本店所在地 

 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 

④ 設立年月日   

 平成19年３月1日 

⑤ 主な事業内容  

 ゴルフ場の経営他 

⑥ 決算期 

 11月末日 

 ⑦ 資本金 

 10百万円 

 ⑧ 発行株式総数 

 282,000株 

⑨  異動後の株主及び所有割合 

 パシフィックスポーツアンドリゾーツ株式会社

(100%) 

 (２) 株式取得先の名称等 

商号 西武鉄道株式会社 

本店所在地 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 

代表者 取締役社長 後藤 高志 

商号 株式会社プリンスホテル 

本店所在地 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 

代表者 取締役社長 渡辺 幸弘 

商号 西武ゴルフ株式会社 

本店所在地 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 

代表者 取締役社長 大野 俊幸 

２ 平成20年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成

20年２月27日に第４回無担保社債を発行いたしました。

その概要は、次のとおりです。 

 (１）発行総額   

  7,000百万円 

（２）発行価額  

 額面100円につき100円 

 （３）利率  

  年3.43％ 

 （４）払込期日 

  平成20年２月27日 

 （５）償還期限 

   平成22年２月26日 

  （６）担保 

   無担保 

 （７）資金使途 

  不動産投資ファンド組成に向けた物件の先行確保

等 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

 (３) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式

の状況 

 ① 異動前の所有株式数 

 0株（所有割合 0%） 

② 取得株式数 

 282,000株（取得価額14,100百万円） 

 ③ 異動後の所有株式数 

 282,000株（所有割合 100%） 

 (４) 株式引渡し期日 

 平成19年３月１日 

 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１. 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。 

２. 当期末残高の欄における上段の（ ）内の金額は、1年以内に償還されるものであり、連結貸借対照表にお

いては流動負債として表示しております。 

【借入金等明細表】 

 （注）１. 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２. 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のと

おりであります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率 
（％） 

担保 償還期限 

パシフィックマネジ

メント株式会社 
第４回無担保社債 平成16年11月25日 

(200) 

600 

(200) 

400 
0.82 無担保社債 

平成21年11月25日 

（最終償還期限） 

パシフィックマネジ

メント株式会社 
第５回無担保社債 平成16年11月26日 

(100) 

100 

－ 

－ 
0.43 無担保社債 

平成19年11月26日 

（最終償還期限） 

パシフィックマネジ

メント株式会社 
第６回無担保社債 平成17年２月28日 

(1,000) 

2,500 

(1,000) 

1,500 
0.56  無担保社債 

平成21年２月27日 

（最終償還期限） 

パシフィックマネジ

メント株式会社 
第７回無担保社債 平成19年７月31日 

－ 

－ 

(5,000) 

5,000 
2.04  無担保社債 

平成20年７月31日 

（最終償還期限） 

パシフィックマネジ

メント株式会社 

第１回無担保公募

社債 
平成18年３月16日 

－ 

10,000 

－ 

10,000 
2.37  無担保社債 

平成22年３月16日 

（最終償還期限） 

パシフィックマネジ

メント株式会社 

第２回無担保公募

社債  
平成18年３月16日 

－ 

10,000 

－ 

10,000 
2.80  無担保社債 

平成23年３月16日 

（最終償還期限） 

パシフィックマネジ

メント株式会社 

第３回無担保公募

社債   
平成19年３月15日 

－ 

－ 

－ 

10,000 
2.94  無担保社債 

平成24年３月15日 

（最終償還期限） 

   合計 － － 
(1,300) 

23,200 

(6,200) 

36,900 
    － － － 

１年以内（百万円） 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

6,200 700 10,000 10,000 10,000 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 59,221 116,483 2.33 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 11,447 15,954 1.99 － 

長期借入金 

（１年以内に返済予定のものを除く。） 
31,820 55,409 2.28 平成20年～27年 

その他の有利子負債 － － － － 

計 102,489 187,847 － － 

区分 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 6,215 10,311 19,219 85 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成18年11月30日） 
当事業年度 

（平成19年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）              

Ⅰ 流動資産              

１ 現金及び預金     15,394     19,624  

２ 売掛金  ※4   456     5,365  

３ 販売用不動産 ※3,7   265     265  

４ 前渡金     1,766     2,082  

５ 前払費用     194     309  

６ 繰延税金資産     2,511     871  

７ 関係会社短期貸付金     64,360     97,610  

８ 立替金     120     150  

９ その他     1,173     1,794  

10 貸倒引当金     △6     △12  

流動資産合計     86,235 64.9   128,060 60.4 

Ⅱ 固定資産              

１ 有形固定資産              

(1）建物   87     95    

減価償却累計額   14 73   18 76  

(2）車輌運搬具   30     28    

減価償却累計額   12 18   12 15  

(3）工具器具備品   115     188    

減価償却累計額   53 61   73 115  

有形固定資産合計     154 0.1   207 0.1 

２ 無形固定資産              

(1）ソフトウェア     302     296  

(2）その他     1     34  

無形固定資産合計     304 0.2   331 0.2 

３ 投資その他の資産              

(1）投資有価証券     10,972     9,731  

(2）関係会社株式     1,166     2,428  

(3）その他の関係会社有
価証券 

※1   19,978     24,467  

(4）長期事業目的有価証
券 

※6   7,960     14,940  

(5）出資金     181     267  

(6) 関係会社長期貸付金     －     26,117  

(7）長期前払費用     133     62  

(8）繰延税金資産     －     168  

(9）差入敷金保証金     5,841     4,961  

(10）長期前払消費税等     5     －  

(11）その他     29     209  

投資その他の資産合計     46,269 34.8   83,354 39.3 

固定資産合計     46,728 35.1   83,893 39.6 

資産合計     132,963 100.0   211,953 100.0 

               

 



   
前事業年度 

（平成18年11月30日） 
当事業年度 

（平成19年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）              

Ⅰ 流動負債              

１ 買掛金     27     19  

２ 短期借入金 
※

1,4,8 
  40,875     79,860  

３ １年以内返済予定長期
借入金 

※1,8   9,851     15,648  

４ １年以内償還予定社債     1,300     6,200  

５ 未払金     552     496  

６ 未払費用     341     572  

７ 未払法人税等     6,514     3,964  

８ 未払消費税等     276     128  

９ 預り金     899     286  

10 役員賞与引当金     193     113  

11  契約損失引当金      2,600     －  

12 その他     561     560  

流動負債合計     63,991 48.1   107,850 50.9 

Ⅱ 固定負債              

１ 社債     21,900     30,700  

２ 長期借入金 
※

1,7,8 
  8,072     10,890  

３ 繰延税金負債      292     －  

４ 役員退職慰労引当金     215     251  

 ５ 長期預り敷金      5,621     4,645  

 ６ その他     －     17  

固定負債合計     36,101 27.2   46,504 21.9 

負債合計     100,093 75.3   154,355 72.8 

(純資産の部）              

Ⅰ 株主資本               

 １ 資本金     10,042 7.6   19,285 9.1 

 ２ 資本剰余金               

資本準備金   9,897     19,140     

 資本剰余金合計     9,897 7.4   19,140 9.0 

３ 利益剰余金                

（１）利益準備金    2     2     

 （２）その他利益剰余金               

 繰越利益剰余金   12,288     18,854     

利益剰余金合計      12,290 9.2   18,856 8.9 

 株主資本合計     32,230 24.2   57,282 27.0 

Ⅱ 評価・換算差額等               

 その他有価証券評価差額
金 

    637     285   

 評価・換算差額等合計     637 0.5   285 0.2 

Ⅲ 新株予約権     2 0.0   30 0.0 

 純資産合計     32,870 24.7   57,598 27.2 

 負債純資産合計     132,963 100.0   211,953 100.0 

               



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※1,4            

１ 不動産投資ファンド事
業収入 

  13,816     16,092    

２ 不動産投資コンサルテ
ィングサービス事業収
入 

  5,870     3,503    

３ 不動産投資事業収入   10 19,697 100.0 51 19,647 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※1,4            

１ 不動産投資ファンド事
業原価 

  312     1,322    

２ 不動産投資コンサルテ
ィングサービス事業原
価 

  264     451    

３ 不動産投資事業原価   2,600 3,176 16.1 － 1,774 9.0 

売上総利益     16,521 83.9   17,872 91.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費              

１ 役員報酬   261     213    

２ 給与手当   736     849    

３ 賞与   650     461    

４ 役員賞与引当金繰入額   193     113    

５ 役員退職慰労引当金繰
入額 

  45     35    

６ 法定福利費   137     －    

７ 福利厚生費   6     －    

８ 採用費   67     －    

９ 接待交際費   58     －    

10 旅費交通費   99     －    

11 通信費   11     －    

12 消耗品費   59     －    

13 租税公課   211     210    

14 減価償却費   104     131    

15 地代家賃   159     209    

16 リース料   16     －    

17 支払手数料   533     1,095    

18  貸倒引当金繰入額    －     6    

19 その他   218 3,572 18.2 824 4,152 21.2 

営業利益     12,949 65.7   13,720 69.8 

 



   
前事業年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益              

１ 受取利息 ※1  1,822     3,091    

２ 受取配当金   231     391    

３ 匿名組合投資利益   496     －    

４ デリバティブ評価益   29     －    

５ その他   79 2,659 13.5 338 3,822 19.5 

Ⅴ 営業外費用              

１ 支払利息   1,301     1,856    

２ 社債利息   391     775    

３ 社債発行費   92     74    

４ 株式交付費   1     97    

５ 借入事務手数料   646     819    

６ 貸倒引当金繰入額    1     －    

７ その他   53 2,488 12.6 415 4,039 20.6 

経常利益     13,120 66.6   13,502 68.7 

Ⅵ 特別利益              

１ 前期損益修正益     ※2  118     －    

２ 関係会社株式売却益   15     9    

３ その他   9 143 0.7 － 9 0.1 

Ⅶ 特別損失              

１ 前期損益修正損  ※3 75     －    

２ 固定資産除却損 ※5  －     1    

３ 投資有価証券売却損    13     2    

４  投資有価証券評価損   －     491    

５ 長期事業目的有価証券
清算損 

  15     －    

６ その他   9 113 0.5 33 529 2.7 

税引前当期純利益     13,150 66.8   12,983 66.1 

法人税、住民税及び事
業税 

  7,698     3,932    

法人税等調整額   △2,344 5,353 27.2 1,419 5,352 27.3 

当期純利益     7,796 39.6   7,631 38.8 

               



売上原価明細書 

(1）不動産投資ファンド事業原価明細書 

 （注）前事業年度の「その他の経費」はその他の関係会社有価証券評価損であります。 

(2）不動産投資コンサルティングサービス事業原価明細書 

(3）不動産投資事業原価明細書 

 （注）前事業年度の「その他の経費」は売買契約に基づく契約損失引当金繰入額であります。 

   
前事業年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

匿名組合分配原価   － － 1,297 98.1 

調査委託費   19 6.2 25 1.9 

その他の経費   292 93.8 － － 

合計   312 100.0 1,322 100.0 

   
前事業年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

業務委託費   209 79.5 444 98.6 

支払仲介料   54 20.5 6 1.4 

合計   264 100.0 451 100.0 

   
前事業年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

販売用不動産期首たな卸高   56   265  

当期販売用不動産仕入高   208   －  

合計   265   265  

販売用不動産期末たな卸高   265   265  

差引販売用不動産原価   － － － － 

その他の経費   2,600 100.0 － － 

合計   2,600 100.0 － － 



③【株主資本等変動計算書】 

 前事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金  利益準備金 

その他利益剰余
金 

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成17年11月30日残

高（百万円） 
10,041 9,895 2 5,140 5,142 25,079 

事業年度中の変動額            

新株の発行 1 1 － － － 2 

利益処分による

配当 
－ － － △438 △438 △438 

利益処分による

役員賞与 
－ － － △210 △210 △210 

当期純利益 － － － 7,796 7,796 7,796 

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

－ － － － － － 

事業年度中の変動額

合計（百万円） 
1 1 － 7,148 7,148 7,150 

平成18年11月30日残

高（百万円） 
10,042 9,897 2 12,288 12,290 32,230 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評

価差額金 

平成17年11月30日残

高（百万円） 
79 － 25,158 

事業年度中の変動額      

新株の発行 － － 2 

利益処分による

配当 
－ － △438 

利益処分による

役員賞与 
－ － △210 

当期純利益 － － 7,796 

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

558 2 560 

事業年度中の変動額

合計（百万円） 
558 2 7,711 

平成18年11月30日残

高（百万円） 
637 2 32,870 



 当事業年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金  利益準備金 

その他利益剰余
金 

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年11月30日残

高（百万円） 
10,042 9,897 2 12,288 12,290 32,230 

事業年度中の変動額            

新株の発行 9,242 9,242 － － － 18,485 

剰余金の配当 － － － △1,064 △1,064 △1,064 

当期純利益 － － － 7,631 7,631 7,631 

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

－ － － － － － 

事業年度中の変動額

合計（百万円） 
9,242 9,242 － 6,566 6,566 25,051 

平成19年11月30日残

高（百万円） 
19,285 19,140 2 18,854 18,856 57,282 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評

価差額金 

平成18年11月30日残

高（百万円） 
637 2 32,870 

事業年度中の変動額      

新株の発行 － － 18,485 

剰余金の配当 － － △1,064 

当期純利益 － － 7,631 

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

△351 27 △324 

事業年度中の変動額

合計（百万円） 
△351 27 24,727 

平成19年11月30日残

高（百万円） 
285 30 57,598 



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）によっております。 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

販売用不動産 

個別法による原価法によっておりま

す。 

販売用不動産 

同左 

３ デリバティブ取引 時価法によっております。 同左 

     

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。ただし、

建物（建物附属設備を除く）につきま

しては、定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物 ：８～50年 

車輌運搬具 ：  ６年 

工具器具備品 ：５～20年 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。ただし、

建物（建物附属設備を除く）につきま

しては、定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物 ：８～50年 

車輌運搬具 ：  ６年 

工具器具備品：５～20年 

    (会計処理の変更）  

法人税法の改正に伴い、当事業年

度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。 

  これにより営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ３

百万円減少しております。 

  (2）無形固定資産 

 自社利用によるソフトウェアにつき

ましては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法によって

おります。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

 均等償却によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 

  (4）長期前払消費税等 

 法人税法の規定に基づく、５年間に

よる均等償却によっております。 

(4）長期前払消費税等 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

５ 繰延資産の処理方法 (1）株式交付費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

(1）株式交付費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 なお、平成19年２月１日に一般募集

による新株式発行（72,000株）を、１

株当たりの発行価額255,750円、募集価

格266,750円として行っております。本

発行に係る引受契約においては、発行

価額の総額をもって引受価額の総額と

し、引受手数料は支払わないこととさ

れており、従って株式交付費には本発

行に係る引受手数料は含まれておりま

せん。また、発行価額のうち127,875円

を資本金に、127,875円を資本準備金に

組み入れております。 
  (2）社債発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(2）社債発行費 

同左 

６ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別

に回収可能性を考慮の上、回収不能見

積額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）役員賞与引当金  

 役員の賞与の支給に備えるため、役

員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上してお

ります。 

(2）役員賞与引当金  

同左 

  (3) 契約損失引当金  

 売買契約等に基づき将来発生する可

能性のある損失に備えるため、当事業

年度末に必要と見込まれる損失発生見

込額を計上しております。 

(3）    ────── 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、当社の役員退職慰労金支給基準に

基づき期末要支給額を計上しておりま

す。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、金利スワップについて特例

処理の要件を満たしている場合には特

例処理を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引等 

ヘッジ対象…借入金利 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 借入金の支払金利に係る金利変動リ

スクをヘッジしております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法  

 主としてヘッジ開始時から有効性判

定時点までの期間における、ヘッジ対

象の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段の相場変動又

はキャッシュ・フロー変動の累計とを

比較し、両者の変動額等を基礎として

有効性を判定しております。ただし、

特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ等については、ヘッジ有効性判

定を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法  

同左 

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜処理を採

用しており、控除対象外の消費税等に

ついては、算定した税額を発生事業年

度の期間費用として処理しておりま

す。ただし、固定資産に係る控除対象

外の消費税等は、長期前払消費税等に

計上し、５年間で均等償却しておりま

す。 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜処理を採

用しており、控除対象外の消費税等に

ついては、算定した税額を発生事業年

度の期間費用として処理しておりま

す。ただし、固定資産に係る控除対象

外の消費税等は、投資その他の資産の

「その他」に計上し、５年間で均等償

却しております。 

  (2） 匿名組合出資のうち投資事業有限責 

 任組合に類する出資金の会計処理 

 匿名組合出資のうち投資事業有限責

任組合に類する出資金の会計処理は、

匿名組合の純資産及び純損益のうち当

社の持分相当額をそれぞれ有価証券及

び収益・費用として計上しておりま

す。 

 なお、匿名組合の純損益の持分相当

額の計上については、投資有価証券に

計上する事業目的以外の匿名組合出資

に係る損益は営業外損益に計上し、そ

の他の関係会社有価証券及び長期事業

目的有価証券に計上する事業目的の匿

名組合出資に係る損益は売上高に計上

しております。 

(2） 匿名組合出資のうち投資事業有限責 

 任組合に類する出資金の会計処理 

匿名組合出資のうち投資事業有限責

任組合に類する出資金の会計処理は、

匿名組合の純資産及び純損益のうち当

社の持分相当額をそれぞれ有価証券及

び収益・費用として計上しておりま

す。 

 なお、匿名組合の純損益の持分相当

額の計上については、「投資有価証

券」に計上する事業目的以外の匿名組

合出資に係る損益は営業外損益に計上

し、「その他の関係会社有価証券」及

び「長期事業目的有価証券」に計上す

る事業目的の匿名組合出資に係る損益

は売上高または売上原価に計上してお

ります。 



会計処理の変更 

前事業年度 
（自 平成17年12月1日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月1日 
至 平成19年11月30日） 

１ 固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

 これによる当事業年度の損益に与える影響はありませ

ん。 

１         ────── 

 ２ 役員賞与に関する会計基準 

 従来、役員賞与は株主総会の利益処分案決議により未

処分利益の減少として会計処理しておりましたが、当事

業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会  平成17年11月29日 企業会計基準第４号）を

適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、193百万円減少しております。 

２         ────── 

 ３ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

  従来の「資本の部」の合計に相当する金額は32,867百

万円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

３           ────── 

 ４ ストック・オプション等に関する会計基準 

  当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号）を適用

しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、２百万円減少しております。  

４         ────── 

５ 投資事業組合等への出資に係る会計処理 

 当事業年度より、「投資事業組合に対する支配力基準

及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業

会計基準委員会 平成18年９月８日 実務対応報告第20

号）を適用しております。 

 これによる当事業年度の総資産及び損益に与える影響

はありません。 

 ただし、関連会社の範囲の変更により、その他の関係

会社有価証券は5,919百万円減少し、長期事業目的有価

証券は同額増加しております。 

５        ────── 



表示方法の変更 

前事業年度
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

（貸借対照表） 

１ 前事業年度まで、旧有限会社法に規定する有限会社に

対する当社持分は、投資その他の資産の「関係会社出

資金」に含めて表示しておりましたが、会社法及び会

社法の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律第２

条第２項により、その持分が有価証券（株式）とみな

されることとなったため、当事業年度より投資その他

の資産の「関係会社株式」に含めて表示しておりま

す。なお、当事業年度末の「関係会社株式」に含めた

有限会社に対する持分は、26百万円であります。 

（貸借対照表） 

 ────── 

２ 前事業年度まで、流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「前渡金」は、当事業年度において

総資産額の100分の１を超えることとなったため、区分

掲記することにいたしました。なお、前事業年度末に

おける「前渡金」の金額は、368百万円であります。  

 

 （損益計算書） 

 前事業年度まで、営業外費用として表示しておりまし

た「新株発行費」は、当事業年度より、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 

平成18年８月11日 実務対応報告第19号）の適用によ

り、「株式交付費」と表示することといたしました。 

 （損益計算書） 

 １ 前事業年度において、販売費及び一般管理費に区分

掲記しておりました以下の項目は、いずれも販売費及

び一般管理費の総額の100分の５以下であるため、販売

費及び一般管理費の「その他」に含めて表示すること

といたしました。 

  なお、当事業年度の「その他」に含まれる金額は、

「法定福利費」118百万円、「福利厚生費」6百万円、

「採用費」106百万円、「接待交際費」88百万円、「旅

費交通費」108百万円、「通信費」16百万円、「消耗品

費」88百万円、「リース料」17百万円であります。 

２ 前事業年度において、営業外収益に区分掲記してお

りました「匿名組合投資利益」（当期178百万円）は、

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事

業年度より営業外収益の「その他」に含めることといた

しました。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年11月30日） 

当事業年度 
（平成19年11月30日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

（１） 担保に供している資産 

※１ 担保資産及び担保付債務 

（１） 担保に供している資産 

その他の関係会社有価証券 3,190百万円 

合計 3,190百万円 

その他の関係会社有価証券 9,615百万円 

合計 9,615百万円 

（２） 担保資産に対応する債務  （２） 担保資産に対応する債務  

短期借入金 2,970百万円 

合計 2,970百万円 

短期借入金 7,630百万円 

合計 7,630百万円 

（３） 当社は下記の金融機関からの借入金につい

て子会社の不動産等（簿価合計49,770百万

円）による担保提供を受けております。 

（３） 当社は下記の金融機関からの借入金につい

て子会社の不動産等（簿価合計85,429百万

円）による担保提供を受けております。 

短期借入金 28,025百万円 

１年以内返済予定長期借入金 9,701百万円 

長期借入金 7,864百万円  

 合計 45,590百万円 

短期借入金 56,960百万円 

１年以内返済予定長期借入金 14,756百万円 

長期借入金 8,980百万円  

 合計 80,696百万円 

 当該担保提供の対応債務金額45,590百万円のう

ち、37,228百万円については、子会社による債務

保証も併せて受けております。 

 当該担保提供の対応債務金額80,696百万円のう

ち、47,976百万円については、子会社による債務

保証も併せて受けております。 

 なお上記以外の金融機関からの借入金のうち、

一部金融機関からの借入金410百万円について

は、子会社による債務保証を受けております。  

 なお上記以外の金融機関からの借入金のうち、

一部金融機関からの借入金1,600百万円について

は、子会社による債務保証を受けております。  

 ２ 偶発債務 

 下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次

のとおり債務保証を行っております。 

 ２ 偶発債務 

下記の子会社の金融機関からの借入金に対して、

次のとおり債務保証を行っております。 

有限会社パシフィック・グロー

ス・リアルティ 
1,240百万円 

パシフィックスポーツアンドリ

ゾーツ株式会社 
5,000百万円 

株式会社中川工務店  930百万円 

合計 7,170百万円 

株式会社中川工務店  1,550百万円 

パシフィックスポーツアンドリ

ゾーツ株式会社  
18,200百万円 

合同会社神戸ＨＬホールディン

グ  
6,500百万円 

合計 26,250百万円 

※３ 販売用不動産の取得日から当事業年度末までの保

有期間別残高内訳は、以下のとおりであります。 

１年以内 208百万円 

３年超５年以内  56百万円 

合計 265百万円 

※３ 販売用不動産の取得日から当事業年度末までの保

有期間別残高内訳は、次のとおりであります。 

１年超３年以内 208百万円 

５年超 56百万円 

合計 265百万円 

※４        ────── ※４ 関係会社に対する債権・債務 

売掛金 5,346百万円 

短期借入金 3,670百万円 

 



前事業年度 
（平成18年11月30日） 

当事業年度 
（平成19年11月30日） 

 ５ 当社は効率的な資金調達を行うため貸出コミット

メント契約及び当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

 ５ 当社は効率的な資金調達を行うため貸出コミット

メント契約及び当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は、次のとおりであります。 

 （１) 貸出コミットメント契約  （１) 貸出コミットメント契約 

貸出コミットメントの総額  48,200百万円 

借入実行残高 18,340百万円 

 差引額 29,860百万円 

貸出コミットメントの総額  65,100百万円 

借入実行残高 52,640百万円 

 差引額 12,460百万円 

 （２) 当座貸越契約  （２) 当座貸越契約 

当座貸越契約の総額  3,500百万円 

借入実行残高 3,410百万円 

 差引額 90百万円 

当座貸越契約の総額  5,600百万円 

借入実行残高 5,600百万円 

 差引額 －百万円 

 なお、これらの契約の一部につきましては、金融機

関ごとに財務制限条項が付されております。（※８） 

 なお、これらの契約の一部につきましては、金融機

関ごとに財務制限条項が付されております。（※８） 

 ※６ 長期事業目的有価証券 

 子会社及び関連会社の範囲に含まれる組合その他こ

れらに準ずる事業体を除く当社及び当社の関係会社が

主体的に組成を行った投資事業組合等への出資（その

他の関係会社有価証券を除く）のうち、転売による売

却益の収受及び保有期間の配当収入の収受を目的とす

る出資を事業性の出資金とし、投資対象となった不動

産又は当該出資金の長期保有を目的をした事業性の出

資金を投資その他の資産の長期事業目的有価証券に計

上しております。 

 なお、当該出資金に関わる損益は売上高として計上

しております。 

 ※６ 長期事業目的有価証券 

 子会社及び関連会社の範囲に含まれる組合その他こ

れらに準ずる事業体を除く当社及び当社の関係会社が

主体的に組成を行った投資事業組合等への出資（「そ

の他の関係会社有価証券」を除く）のうち、転売によ

る売却益の収受及び保有期間の配当収入の収受を目的

とする出資を事業性の出資金とし、投資対象となった

不動産又は当該出資金の長期保有を目的をした事業性

の出資金を投資その他の資産の「長期事業目的有価証

券」に計上しております。 

 なお、当該出資金に関わる損益は売上高または売上

原価として計上しております。 

※７ 「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲

渡人の会計処理に関する実務指針」（日本公認会計

士協会 会計制度委員会第15号）に準じて、金融取引

として会計処理いたしました当事業年度末の資産及

び負債は下記のとおりであります。 

販売用不動産 208百万円 

長期借入金 208百万円 

※７ 「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲

渡人の会計処理に関する実務指針」（日本公認会計

士協会 会計制度委員会第15号）に準じて、金融取引

として会計処理いたしました当事業年度末の資産及

び負債は、次のとおりであります。 

販売用不動産 208百万円 

長期借入金 208百万円 

 



前事業年度 
（平成18年11月30日） 

当事業年度 
（平成19年11月30日） 

※８ 財務制限条項 

  短期借入金及び1年以内返済予定長期借入金の合計

額のうち24,425百万円には、以下の財務制限条項が付

されており、各条項のいずれかに抵触した場合には、

当該借入金の借入先に対し該当する借入金額を一括返

済することがあります。（カッコ内は財務制限条項の

対象となる借入金額。） 

  なお、複数の財務制限条項が付されている借入金が

あるため、下記（１）と（２）の合計は、24,425百万

円を超えております。 

 （１） 純資産維持条項 

 ①各決算期末、各中間決算期末及び各四半期決算期末

において、連結貸借対照表における従来の資本の部

の合計に相当する金額を、それぞれ直前決算期末の

金額の75％以上に維持すること。各決算期末及び各

中間決算期末において、単体貸借対照表における従

来の資本の部の合計に相当する金額を、それぞれ直

前決算期末の金額の75％以上に維持すること。 

（短期借入金のうち3,400百万円） 

 ②各決算期末及び各中間決算期末において、単体及び

連結貸借対照表における純資産の部の金額から新株

予約権、繰延ヘッジ損益及び連結貸借対照表の場合

には少数株主持分の金額を控除した金額を、平成17

年11月末日の資本の部の金額もしくは直前各決算期

末の純資産の部から新株予約権、繰延ヘッジ損益及

び連結貸借対照表の場合には少数株主持分の金額を

控除した金額のいずれかの金額の高い方の75％相当

額以上に維持すること。（短期借入金のうち770百万

円） 

 ③各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における従来の資本の部の合計に相

当する金額を、平成17年11月末日における連結及び

単体貸借対照表における資本の部のいずれか大きい

方の75％の金額以上にそれぞれ維持すること。（短

期借入金のうち1,000百万円） 

 ④各決算期末及び各中間決算期末において連結及び単

体貸借対照表における従来の資本の部の合計に相当

する金額を、それぞれ直前の中間期末、決算期末又

は平成17年11月末日における連結及び単体貸借対照

表における資本の部のいずれか高い方の金額の75％

以上に維持すること。（短期借入金のうち14,170百

万円） 

※８ 財務制限条項 

  「短期借入金」、「1年以内返済予定長期借入金」

及び「長期借入金」の合計額のうち55,860百万円に

は、以下の財務制限条項が付されており、各条項のい

ずれかに抵触した場合には、当該借入金の借入先に対

し該当する借入金額を一括返済することがあります。

（カッコ内は財務制限条項の対象となる借入金額。） 

なお、複数の財務制限条項が付されている借入金があ

るため、下記（１）と（２）の合計は、55,860百万円

を超えております。   

  （１） 純資産維持条項 

 ①各決算期末、各中間決算期末及び各四半期決算期末

において、連結貸借対照表における純資産の部の合

計額を、それぞれ直前決算期末の金額の75％以上に

維持すること。各決算期末及び各中間決算期末にお

いて、単体貸借対照表における純資産の部の合計額

を、それぞれ直前決算期末の金額の75％以上に維持

すること。（「短期借入金」のうち3,500百万円） 

  

 ②各決算期末及び各中間決算期末において、単体及び

連結貸借対照表における純資産の部の金額から新株

予約権、繰延ヘッジ損益及び連結貸借対照表の場合

には少数株主持分の金額を控除した金額を、平成18

年11月末日の純資産の部の金額もしくは直前各決算

期末の純資産の部から新株予約権、繰延ヘッジ損益

及び連結貸借対照表の場合には少数株主持分の金額

を控除した金額のいずれかの金額の高い方の75％相

当額以上に維持すること。（「短期借入金」のうち1

2,650百万円） 

 ③各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における純資産の部の金額を、平成1

8年11月末日における連結及び単体貸借対照表におけ

る純資産の部のいずれか大きい方の75％の金額以上

にそれぞれ維持すること。（「短期借入金」のうち

1,600百万円）  

 ④各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における純資産の部の金額を、それ

ぞれ直前の中間期末、決算期末における連結及び単

体貸借対照表の純資産の部のいずれか高い方の金額

の75％以上に維持すること。（「短期借入金」のう

ち36,490百万円） 

  

 



前事業年度 
（平成18年11月30日） 

当事業年度 
（平成19年11月30日） 

 ⑤各決算期末及び各中間決算期末において、連結及び

単体貸借対照表における従来の資本の部の合計に相

当する金額を、それぞれ直前各決算期末の金額の6

0％以上に維持すること。（１年以内返済予定長期借

入金のうち5,085百万円） 

 ⑥       ──────  

  

  

  

（２） 利益維持条項 

 ①各決算期末、各中間決算期末及び各四半期決算期末

における連結損益計算書の経常損益がマイナスにな

らないこと。各決算期末及び各中間決算期末におけ

る単体損益計算書の経常損益がマイナスにならない

こと。（短期借入金のうち3,400百万円） 

 ②各決算期末において連結及び単体損益計算書の経常

損益がマイナスにならないこと。（１年以内返済予

定長期借入金のうち5,085百万円） 

 ③各決算期末及び中間決算期末において連結及び単体

損益計算書の経常損益がマイナスにならないこと。

（短期借入金のうち15,940百万円） 

 ④       ────── 

 ⑤        ──────  

  

  

  

  

⑥各決算期末において、単体貸借対照表における純資

産の部の金額がマイナスにならないこと。（「1年以

内返済予定長期借入金」のうち1,120百万円及び「長

期借入金」のうち500百万円） 

（２） 利益維持条項  

 ①各決算期末、各中間決算期末及び各四半期決算期末

における連結損益計算書の経常損益がマイナスにな

らないこと。各決算期末及び各中間決算期末におけ

る単体損益計算書の経常損益がマイナスにならない

こと。（「短期借入金」のうち3,500百万円）  

 ②        ────── 

  

  

   ③各決算期末及び中間決算期末において、連結及び単

体損益計算書の経常損益がマイナスにならないこ

と。（「短期借入金」のうち50,740百万円） 

  ④各決算期末において、単体損益計算書の営業損益又

は経常損益のいずれかがマイナスにならないこと。

（「1年以内返済予定長期借入金」のうち1,120百万

円及び「長期借入金」のうち500百万円） 

 ９ 契約残高 

  当社は、現在開発中又は開発予定の不動産につい

て、当事業年度末以降に取得・引取する契約を締結し

ております。当事業年度末以降の当該契約残高は

62,056百万円（うち１年超22,106百万円）でありま

す。 

 ９ 契約残高  

  当社は、現在開発中又は開発予定の不動産につい

て、当事業年度末以降に取得・引取する契約を締結し

ております。当事業年度末以降の当該契約残高は

72,627百万円（うち１年超25,941百万円）でありま

す。 



（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

１．自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日） 

１．自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

売上高 9,370百万円 

受取利息 1,750百万円 

売上高 13,609百万円 

仕入高等  1,336百万円 

受取利息 3,058百万円 

※２ 前期損益修正益の内訳は、次のとおりであります。

前期未払賞与過大計上取崩額 28百万円 

前期売上修正額   90百万円 

合計 118百万円 

※２        ──────  

※３ 前期損益修正損の内訳は、次のとおりであります。

前期売上修正額  75百万円 

合計 75百万円 

※３        ──────  

※４ その他の関係会社有価証券及び長期事業目的有

価証券に係る匿名組合からの配当損益は、次のと

おりであります。 

その他の関係会社有価証券  7,650百万円 

長期事業目的有価証券 1,006百万円 

 合計 8,657百万円 

※４ 売上高及び売上原価に含めた「その他の関係会社

有価証券」及び「長期事業目的有価証券」に係る匿

名組合からの配当損益は、次のとおりであります。 

（１）売上高 

（２）売上原価 

その他の関係会社有価証券  5,587百万円 

長期事業目的有価証券 958百万円 

 合計 6,545百万円 

その他の関係会社有価証券  1,132百万円 

長期事業目的有価証券 165百万円 

 合計 1,297百万円 

※５        ──────  ※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

工具器具備品 1百万円 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前事業年度末（平成18年11月30日現在）及び当事業年度末（平成19年11月30日現在）における子会社株式及び関

連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

前事業年度よりリース契約１件当たりのリース料総額

が３百万円未満のリース取引は下記の金額に含めており

ません。 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

  

   

  

（借主側） 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

工具器具備品 14 11 2 

 
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

工具器具備品 14 8 5 

２ 未経過リース料期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2百万円 

１年超 0百万円 

合計 2百万円 

１年内 2百万円 

１年超 3百万円 

合計 5百万円 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 2百万円 

減価償却費相当額 2百万円 

支払利息相当額 0百万円 

支払リース料 3百万円 

減価償却費相当額 3百万円 

支払利息相当額 0百万円 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については

利息法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 



（税効果会計関係） 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負

債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産    

役員退職慰労引当金損

金不算入額 
87百万円 

未払賞与損金不算入額 185百万円 

未払事業税損金不算入

額 
489百万円 

契約損失引当金損金不

算入額 
1,058百万円 

有価証券評価損 810百万円 

その他 55百万円 

繰延税金資産合計  2,687百万円 

繰延税金負債    

その他有価証券評価差

額金 

469百万円 

繰延税金負債合計 469百万円 

繰延税金資産（負債）の

純額 
2,218百万円 

繰延税金資産    

役員退職慰労引当金 102百万円 

未払賞与 124百万円 

未払事業税 312百万円 

投資有価証券評価損 199百万円 

匿名組合分配原価 333百万円 

その他 204百万円 

繰延税金資産合計  1,276百万円 

繰延税金負債    

その他有価証券評価差

額金 

236百万円 

繰延税金負債合計 236百万円 

繰延税金資産の純額 1,040百万円 

２ 法定実効税率と税効果会計適

用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるとき

の、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の

法人税等の負担率との差異が、法定実

効税率の100分の５以下であるため、

記載を省略しております。 

 同左 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

    ２．株式分割について 

前事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１株当たり純資産額        52,471円10銭

１株当たり当期純利益 12,447円71銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
12,394円32銭

１株当たり純資産額        82,257円23銭

１株当たり当期純利益       11,101円99銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
      11,082円32銭

 
前事業年度 

（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１株当たり当期純利益金額    

当期純利益（百万円） 7,796 7,631 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,796 7,631 

普通株式の期中平均株式数（株） 626,357 687,355 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（株） 2,698 1,220 

（うち新株予約権（株）） (2,698) (1,220) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 平成18年２月24日 

定時株主総会決議によるストッ

ク・オプション（新株予約権） 

普通株式 1,406株 

 平成18年２月24日 

定時株主総会決議によるストッ

ク・オプション（新株予約権） 

普通株式 1,207株 

前事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

 当社は、平成18年１月20日付で株式１株につき３株の株

式分割を行っております。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、以下のとおりとなっています。 

 （前事業年度） 

１株当たり純資産額     39,834円44銭

１株当たり当期純利益      5,583円79銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      5,569円17銭

 ──────  



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

１ 平成19年１月15日開催の取締役会において、公募

により新株式を発行することを決議したことに基づ

き、平成19年２月１日を払込期日として次のとおり

新株式を発行いたしました。 

（１）募集株式の数  

 普通株式 72,000株 

（２）発行価額 

１株につき255,750円 

（３）発行価額の総額 

18,414百万円 

（４）資本組入額 

１株につき127,875円 

（５）資本組入額の総額 

 9,207百万円 

（６) 配当起算日 

 平成18年12月１日 

（７）資金使途 

 当社グループが新規に組成する不動産投資ファ

ンドの出資金の一部へ充当する予定でありま

す。 

１ 平成20年１月25日開催の取締役会において、平成20年

６月１日を効力発生日とする分社型吸収分割（簡易分

割）により、完全子会社２社に事業の一部を承継させ、

持株会社体制へ移行する基本方針を決議いたしました。 

 （１）持株会社体制移行の基本方針 

  ①目的 

  ・各事業の透明性の向上と責任の明確化 

 ・経営環境や市場環境の変化に対応できる事業ポート 

   フォリオの構築 

 ・意思決定の迅速化と経営の機動性向上 

 ・ガバナンス体制の強化 

 ②役割 

 ③当社の新商号 

 パシフィックホールディングス株式会社（予定） 

（２）吸収分割の日程  

 （３）吸収分割の方法 

当社を分割会社として、有限会社パシフィック・グロ

ース・リアルティ及びパシフィック・インベストメン

ト・パートナーズ株式会社を承継会社とし、会社法第784

条第３項の規定に基づく分社型吸収分割（簡易分割）を

予定しております。 

（４）承継会社の概要 （平成19年11月末日現在） 

・持株会社 グループ経営に基づきグループ経営

戦略を立案・実行、各事業会社の管

理等 

・事業会社  各事業領域での事業戦略の立案実

行、業務執行等 

平成20年１月25日 持株会社体制移行の基本方針に係る

取締役会決議 

平成20年２月27日 定款の変更に係る定時株主総会  

平成20年４月24日

（予定）  

吸収分割（簡易分割）契約締結に係

る取締役会開催及び契約の締結  

平成20年６月１日

（予定） 
吸収分割（簡易分割）の効力発生日 

商号 有限会社パシフィック・グロース・

リアルティ（パシフィックリアルテ

ィ株式会社に組織変更及び商号変

更） 

代表者  代表取締役社長 金井 壮 

本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

資本金  ３百万円 

純資産の額  3,160百万円（単体） 

総資産の額  83,616百万円（単体）  

主な事業内容  不動産投資事業  

 



前事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

 

（５）分割する事業部門の概要 

 ①分割する部門の事業概要と承継先 

 有限会社パシフィック・グロース・リアルティに対

し当社の不動産投資事業（開発事業、自己投資事業）

及びアセットマネジメント事業の一部を、パシフィッ

ク・インベストメント・パートナーズ株式会社に対し

当社のアセットマネジメント事業のうち、不動産関連

業務の事業を承継させる予定です。 

 ②分割する部門の経営概要 

 ③分割する部門の資産、負債の項目及び金額  

  

商号 パシフィック・インベストメント・

パートナーズ株式会社（パシフィッ

クインベストメント株式会社に商号

変更予定） 

代表者  代表取締役社長 山本 泰三 

本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

資本金  50百万円 

純資産の額  1,355百万円（単体）  

総資産の額  5,876百万円（単体）  

主な事業内容  不動産投資ファンド事業 

当事業年度 
 分割部門の経営成績

（百万円） 

 売上高 12,806 

 売上総利益 12,330 

資産（百万円） 負債（百万円） 

 項目 帳簿価額   項目  帳簿価額 

 流動資産 321 流動負債  321 

 固定資産 4,645 固定負債  4,645 

 合計 4,966  合計  4,966 

 



前事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

２ 当社子会社のパシフィックスポーツアンドリゾーツ

株式会社は、平成19年1月19日付で、西武鉄道株式会

社、株式会社プリンスホテル及び西武ゴルフ株式会社

（以下西武グループという。）のゴルフ事業部門を承

継するために会社分割によって新設する予定であるピ

ーエスアール武蔵株式会社の株式を取得することを決

定し、当該株式譲渡契約を締結いたしました。 

 ピーエスアール武蔵株式会社は、「おおむらさきゴ

ルフコース」「吉井南陽台ゴルフコース」「箱根くら

かけゴルフ場」を運営する西武グループが、当該ゴル

フ倶楽部の保有・運営にかかる事業を承継させること

を目的として、会社分割により新設する予定である会

社であります。 

 （１）ピーエスアール武蔵株式会社の概要 

 ① 商号 

 ピーエスアール武蔵株式会社 

② 代表者  

 代表取締役社長 香本育良 

③ 本店所在地 

 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 

④ 設立年月日   

 平成19年３月1日 

⑤ 主な事業内容  

 ゴルフ場の経営他 

⑥ 決算期 

 11月末日 

 ⑦ 資本金 

 10百万円 

 ⑧ 発行株式総数 

 282,000株 

⑨  異動後の株主及び所有割合 

 パシフィックスポーツアンドリゾーツ株式会社(100%)

２ 平成20年２月27日開催の取締役会において、当社取締

役に対して第４回株式報酬型ストックオプションを、当

社従業員並びに子会社取締役及び従業員に対して第５回

株式報酬型ストックオプションを発行することを決議い

たしました。 

  両ストックオプション制度の詳細は、「第４ 提出会

社の状況 １ 株式等の状況 (８) ストックオプション

制度の内容 ③及び④」に記載のとおりであります。 

 (２) 株式取得先の名称等 

商号 西武鉄道株式会社 

本店所在地 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 

代表者 取締役社長 後藤 高志 

商号 株式会社プリンスホテル 

本店所在地 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 

代表者 取締役社長 渡辺 幸弘 

商号 西武ゴルフ株式会社 

本店所在地 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 

代表者 取締役社長 大野 俊幸 

 

 



前事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日） 

 (３) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式

の状況 

 ① 異動前の所有株式数 

 0株（所有割合 0%） 

② 取得株式数 

 282,000株（取得価額14,100百万円） 

 ③ 異動後の所有株式数 

 282,000株（所有割合 100%） 

 (４) 株式引渡し期日 

 平成19年３月１日 

 

  ３ 平成20年2月14日開催の取締役会決議に基づき、平成

20年２月27日に第４回無担保社債を発行いたしました。

その概要は、次のとおりです。 

 (１）発行総額   

  7,000百万円 

（２）発行価額  

 額面100円につき100円 

 （３）利率  

  年3.43％ 

 （４）払込期日 

  平成20年２月27日 

 （５）償還期限 

   平成22年２月26日 

  （６）担保 

   無担保 

 （７）資金使途 

  不動産投資ファンド組成に向けた物件の先行確保

等 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

【有形固定資産等明細表】 

【引当金明細表】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

投資有価証券 
その他有

価証券 

 タッチストーン・キャピタル証券(株) 3,400 402 

(株)コスモスイニシア （注） 1,241,000 401 

(株)アドバンテージ 50 35 

(株)アットオフィス 300 30 

その他２銘柄 2 0 

    計 1,244,752 868 

種類及び銘柄 投資口数等 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

投資有価証券 
その他有

価証券 

 証券投資信託受益証券 14,154 6,619 

 匿名組合出資金 －  2,243 

 計 14,154 8,862 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産              

建物 87 7 － 95 18 4 76 

車輌運搬具 30 11 14 28 12 7 15 

工具器具備品 115 82 8 188 73 25 115 

有形固定資産計 233 100 22 311 104 38 207 

無形固定資産              

ソフトウェア 438 105 18 525 228 92 296 

その他 1 35 2 34 0 0 34 

無形固定資産計 440 141 20 560 229 92 331 

長期前払費用 82 － 82 － － － － 

（注）長期前払費用のうち非償却資産（前払保険料他）62百万円は除いております。 

区分 
前期末残高 

（百万円）  

当期増加額 

（百万円）  

当期減少額 

（目的使用） 

（百万円）  

当期減少額 

（その他） 

 （百万円） 

当期末残高 

（百万円）  

 貸倒引当金 6 6 － － 12 

 役員賞与引当金 193 113 193 － 113 

 契約損失引当金 2,600 － 2,600 － － 

 役員退職慰労引当金 215 35 － － 251 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

区分 金額（百万円） 

現金 0 

預金   

  普通預金 19,611 

  別段預金 12 

小計 19,624 

合計 19,624 

相手先 金額（百万円） 

 パシフィック・インベストメント・パートナーズ株式会社 2,670 

 有限会社パシフィック・グロース・リアルティ 2,142 

 有限会社下目黒興産 457 

 パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社 23 

 合同会社パシフィック・クリエイツ・キャピタル・スリー 20 

 その他 50 

合計 5,365 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

次期繰越高 
（百万円） 

回収率(％) 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A)+(B) 

×100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

456 8,359 3,449 5,365 39.1 127.1 



③ 販売用不動産 

④ 関係会社短期貸付金 

⑤ その他の関係会社有価証券 

⑥ 長期事業目的有価証券 

地域別 占有面積（㎡） 金額（百万円） 

東京都（土地） 141.4  265 

合計 141.4  265 

相手先 金額（百万円） 

有限会社パシフィック・グロース・リアルティ 74,370 

パシフィックスポーツアンドリゾーツ株式会社 17,655 

合同会社マホガニー・デベロップメント 3,305 

その他 2,280 

合計 97,610 

相手先 金額（百万円） 

有限会社ファイン・ストリート・ツー 4,394 

合同会社神戸ＨＬホールディング 3,379 

 合同会社パシフィック・クリエイツ・キャピタル・スリー 3,168 

 合同会社サリス・デベロップメント 3,146 

有限会社エフ・ビー・イー   2,850 

その他 7,527 

合計 24,467 

相手先 金額（百万円） 

合同会社長堀橋開発 2,708 

合同会社アプリコット・デベロップメント 2,461 

有限会社アクティブ・インベストメント 1,788 

合同会社パーシモン 1,600 

合同会社ＲＲＢ１ 1,000 

その他 5,383 

合計 14,940 



⑦ 関係会社長期貸付金 

⑧ 買掛金 

⑨ 短期借入金 

⑩ 一年以内返済予定長期借入金 

相手先 金額（百万円） 

 有限会社パシフィック・プロパティーズ・インベストメント 25,030 

 スマート・アセットマネジメント・システムズ株式会社 1,087 

合計 26,117 

相手先 金額（百万円） 

 スマート・アセットマネジメント・システムズ株式会社 18 

 その他 0 

合計 19 

借入先 金額（百万円） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を幹事とする協調融資団 36,490 

株式会社あおぞら銀行を幹事とする協調融資団 12,650 

株式会社関西アーバン銀行 5,900 

株式会社りそな銀行 4,300 

パシフィックリテールマネジメント株式会社 2,900 

その他 17,620 

合計 79,860 

借入先 金額（百万円） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 3,680 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  2,592 

株式会社三重銀行 2,500 

株式会社新生銀行 2,400 

中央三井信託銀行株式会社  1,790 

その他 2,686 

合計 15,648 



⑪ 社債 

⑫ 長期借入金 

(3）【その他】 

１）決算日以後の状況 

 特記すべき事項はありません。 

２）訴訟 

 該当事項はありません。 

区分 金額（百万円） 

第１回無担保公募社債 10,000 

第２回無担保公募社債 10,000 

第３回無担保公募社債 10,000 

第４回無担保社債  200 

第６回無担保社債 500 

合計 30,700 

借入先 金額（百万円） 

株式会社武蔵野銀行 2,660 

株式会社りそな銀行 2,500 

株式会社千葉銀行 2,250 

 中央三井信託銀行株式会社 1,070 

その他 2,410 

合計 10,890 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）当社は、端株制度の適用を受けておりますが、現在端株は生じておりません。 

事業年度 12月１日から11月30日まで 

定時株主総会 毎決算期末の翌日から３ヶ月以内 

基準日 11月30日 

株券の種類 １株券、５株券、10株券、50株券、100株券 

剰余金の配当の基準日 
11月30日 

５月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 

  

三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 株券１枚につき印紙税相当額 

端株の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 当社のホームページ（http://www.pm-c.co.jp/)に記載いたします。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】  

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(１）有価証券届出書（一般募集による増資）及びその添付書類 

 平成19年１月15日関東財務局長に提出。  

(２）有価証券届出書の訂正届出書 

 上記（１）の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。平成19年１月19日関東財務局長に提出。 

(３）有価証券届出書の訂正届出書 

  上記（１）の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。平成19年１月25日関東財務局長に提出。 

(４）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第17期）（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日）平成19年２月28日関東財務局長に提

出。 

(５）発行登録書（普通社債）及びその添付書類 

 平成19年３月16日関東財務局長に提出。  

(６）半期報告書の訂正報告書 

 平成18年８月30日提出の半期報告書に係る訂正報告書であります。平成19年７月12日関東財務局長に提出。 

(７）有価証券報告書の訂正報告書 

 上記（４）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。平成19年７月12日関東財務局長に提出。 

(８）発行登録書の訂正発行登録書 

 上記（５）の発行登録書に係る訂正発行登録書であります。平成19年７月12日関東財務局長に提出。 

(９）半期報告書 

 （第18期中）（自 平成18年12月１日 至 平成19年５月31日）平成19年８月28日関東財務局長に提出。  

(10）発行登録書の訂正発行登録書 

 上記（５）の発行登録書に係る訂正発行登録書であります。平成19年８月28日に関東財務局長へ提出。 

(11）臨時報告書 

 金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づく

臨時報告書であります。平成20年１月25日に関東財務局長へ提出。 

(12）発行登録書の訂正発行登録書 

 上記（５）の発行登録書に係る訂正発行登録書であります。平成20年１月25日に関東財務局長へ提出。 

(13）有価証券報告書の訂正報告書 

 上記（４）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。平成20年２月14日関東財務局長に提出。 

(14）発行登録書の訂正発行登録書 

 上記（５）の発行登録書に係る訂正発行登録書であります。平成20年２月14日関東財務局長に提出。 

(15）発行登録追補書類及びその添付書類 

 上記（５）の発行登録書に係る発行登録追補書類であります。平成20年２月21日関東財務局長に提出。 

(16）有価証券届出書（ストックオプション制度に伴う新株予約権発行）及びその添付書類 

 平成20年２月27日関東財務局長に提出。  

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年７月11日

パシフィックマネジメント株式会社    

 取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 村  山  周  平     印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岸          務     印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 鈴  木  吉  彦     印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているパシ

フィックマネジメント株式会社の平成１７年１２月１日から平成１８年１１月３０日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パシ

フィックマネジメント株式会社及び連結子会社の平成１８年１１月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１．「重要な後発事象」１に記載されているとおり、会社は、平成19年１月15日に新株式の発行を決定し、平成19年２

月１日に公募により新株式72,000株を発行した。  

 ２．「重要な後発事象」２に記載されているとおり、子会社のパシフィックスポーツアンドリゾーツ株式会社は、新設

する予定であるピーエスアール武蔵株式会社の株式の取得を決定し、株式譲渡契約を締結している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 以  上 

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が平成19年7月12日に提

出した第17期有価証券報告書の訂正報告書に添付する形で別途保管しております。  



独立監査人の監査報告書 

    平成20年２月27日

パシフィックマネジメント株式会社    

取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 大 庭 四 志 次    印

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岸            務    印

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 村 上     淳    印

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているパシフィックマネジメント株式会社の平成１８年１２月１日から平成１９年１１月３０日までの連結会計年度の連

結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パシ

フィックマネジメント株式会社及び連結子会社の平成１９年１１月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 以  上 

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年７月11日

パシフィックマネジメント株式会社    

 取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 村  山  周  平     印  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岸          務     印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 鈴  木  吉  彦     印 

  当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているパシ

フィックマネジメント株式会社の平成１７年１２月１日から平成１８年１１月３０日までの第１７期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パシフィ

ックマネジメント株式会社の平成１８年１１月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報  

１．「重要な後発事象」１に記載されているとおり、会社は、平成19年１月15日に新株式の発行を決定し、平成19年２月

１日に公募により新株式72,000株を発行した。 

２．「重要な後発事象」２に記載されているとおり、子会社のパシフィックスポーツアンドリゾーツ株式会社は、新設す

る予定であるピーエスアール武蔵株式会社の株式の取得を決定し、株式譲渡契約を締結している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が平成19年7月12日に提

出した第17期有価証券報告書の訂正報告書に添付する形で別途保管しております。  



独立監査人の監査報告書 

    平成20年２月27日

パシフィックマネジメント株式会社    

取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 大 庭 四 志 次    印

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岸            務    印

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 村 上     淳    印

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているパシフィックマネジメント株式会社の平成１８年１２月１日から平成１９年１１月３０日までの第１８期事業年度

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パシフィ

ックマネジメント株式会社の平成１９年１１月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報  

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成２０年１月２５日開催の取締役会において、平成２０年６月

１日に分社型吸収分割により、子会社２社に事業の一部を承継させ、持株会社体制へ移行する基本方針を決議してい

る。  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 
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